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みんなで創って好きになる　
健やかで心豊かに暮らせるまち

第５次八幡市総合計画後期基本計画を策定しました。
　本市では、平成30年３月に「みんなで創って好きになる　
健やかで心豊かに暮らせるまち～ 住んでよし、訪れてよし　
Smart Wellness City, Smart Welcoming City Yawata ～」
を将来都市像とする「第５次八幡市総合計画」を策定し、市民
だけでなく訪れる人々とともに健やかで心豊かな暮らしを楽し
めるまちづくりに向け、市政運営を進めてまいりました。
　前期基本計画の５年間を振り返ってみますと、当初の見込み
を上回るスピードで人口減少・少子高齢化が進んでいます。特
に少子化は、合計特殊出生率が、全国、京都府の平均を下回るなど厳しい状況にあります。
また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の意識や価値観に変化をもたらし、地
域コミュニティの希薄化に拍車をかけています。
　このような状況を受け、今一度「市民協働」の原点に立ち返り、新庁舎を基盤とした「安
心・安全のまち」を軸に、誰もが自分らしく活躍できる地域社会の実現を目指しながら、

「地域のたから」である子どもたちの「未来のまち」、誰もが健康で幸せになれる「健幸
のまち」の実現に向け、市民の皆様と連携して取り組んでまいりたいと考えています。
　また、後期基本計画の期間中には、新名神高速道路の全線開通や2025年大阪・関西
万博の開催などが予定されています。これらのことを契機と捉え、「多機能な力」を有
したまちへの転換や国内外への「やわた」の魅力発信を進めていくことも大切です。
　「わがまちやわた」をこれまで以上に発展させ、持続可能な「やわた」を将来世代へ
引き継いでいくため、「みんなで創る」まちづくりを進め、将来都市像の実現に取り組
んでまいりたいと思っております。後期基本計画の推進に向け、今後ともご支援とご協
力をお願いいたします。
　最後に、本計画策定にあたり、市民の皆様、八幡市総合計画検討懇談会委員の皆様を
はじめ多くの方々から貴重なご意見、ご提言をいただきましたことに、心より感謝申し
上げます。

令和５年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八幡市長
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序 論

Ⅰ. 総合計画の位置づけ

⑴　総合計画の策定とまちづくりの推進

⑵　まちづくりを取り巻く社会経済環境の変化

　本市では、まちづくりを総合的、計画的に行っていくために、これまで４次にわたって、
まちづくりの指針となる総合計画を策定してきました。
　これまでの策定経過をみますと、昭和52（1977）年11月に市制に移行し、これを契機に、
昭和53（1978）年３月、「都市としての基盤づくりの指針」として、初めての総合計画と
なる「第１次八幡市基本構想」を策定しました。10年後の昭和62（1987）年12月には、「都
市としての成長の指針」として「第２次八幡市基本構想」を、平成８（1996）年12月には、

「都市としての個性と魅力づくりの指針」となる「第３次八幡市総合計画」を策定しました。
そして、平成19（2007）年３月には、「まちづくりの基本指針」であるとともに「市民と
行政の協働の指針」となる「第４次八幡市総合計画」を策定し、「自然と歴史文化が調和し
人が輝くやすらぎの生活都市」をめざし、様々な施策を実施してきました。

　平成19（2007）年の第４次八幡市総合計画策定以降、少子高齢化の進行と人口減少社
会の到来、雇用環境の変化、循環型社会の実現に向けた取組の進展、NPOの増加と市民参
画型社会の到来、地方分権の進展などまちづくりを取り巻く社会経済環境は大きく変化し
ました。
　市域においては、第二京阪道路、京都第二外環状道路、新名神高速道路といった広域幹
線道路の供用開始により、交通の要衝として工業団地への企業の進出が図られ、また、松
花堂周辺、流れ橋周辺等の交流拠点の整備等により市内外の交流人口*が増大しています。
他方で、第１次基本構想策定前後に急速に整備された都市基盤の老朽化や男山団地の開発
期に急増した人口の高齢化、出生率の低下や都市の成熟による転入者の減少に伴う人口減
少などの影響により、市の財政状況は、引き続き厳しい状況が続いています。人口減少は、
本市のみならず全国的な現象であり、東京一極集中に伴う社会減少と出生率の低迷に伴う
自然減少を食い止めるため、平成26（2014）年にまち・ひと・しごと創生法が制定され、
市では平成28（2016）年に八幡市人口ビジョン及び八幡市まち・ひと・しごと創生総合
戦略を策定しました。
　第５次八幡市総合計画は、以上の経緯を踏まえて平成30（2018）年に策定されたものです。

1  策定の背景
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基本構想の実現のため、施策を
総合的かつ体系的に示すもの

基本計画を実現するための具体
的な事業計画を示すもの

将来都市像や基本的な方向性を
示すもの

総合計画書

基本構想

基本計画

実施計画

⑴　計画の構成

　第５次八幡市総合計画は、基本構想及び基本計画によって構成します。

　平成23（2011）年の地方自治法の改正に伴い、基本構想の策定義務はなくなりましたが、
平成28（2016）年６月に八幡市総合計画策定条例を制定し、総合計画を市政の「総合的
かつ計画的な運営を図るためのまちづくりの指針」として位置づけ、市議会で議決された
基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定することとしました。
　総合計画は、全ての施策を総合的、計画的に展開していく基盤となり、個別計画の策定
や個別分野間の調整の際にも立ち戻るべき基本指針となります。
　また、国や京都府、近隣市町村、広域行政組織が、本市にかかわる計画を策定したり、 事
業を実施したりするにあたっても、尊重すべき指針となります。

3  計画の構成と計画期間

2  計画の位置づけ

① 全体の構成

図表Ⅰ- １　総合計画の構成

2

〈序論〉 Ⅰ. 総合計画の位置づけ



⑵　計画の期間

⑶　後期基本計画のポイント

　計画期間について、長期的なまちづくりの基本指針である基本構想については、平成30
（2018）年度から令和９（2027）年度までの10年間としています。基本構想実現のため
の施策や主要事業を示す基本計画については、平成30（2018）年度から令和４（2022）
年度までの５年間を前期基本計画とし、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度ま
での５年間を後期基本計画とします。また、実施計画については３年計画とし、１年を経
過するごとに見直しを行います。

　このたび、前期基本計画策定から5年が経過したことを踏まえ、これまでの取組や社会情
勢の変化、市民意識の変化などを踏まえた中間見直しを行ったうえで、後期基本計画の策
定を行いました。見直しのポイントは以下の通りです。

① 目標の継承と方策の見直し

　後期基本計画は、総合計画の「中間見直し」であり、総合計画の基本構想において示さ

　基本計画は、基本構想に掲げる将来都市像を実現するために、施策を総合的かつ体系的
に示す市政の基本的な計画となるものです。

【将来都市像】

　実施計画は、本計画とは別に、基本計画を実現するための具体的な事業計画で、事業規
模や実施年度を示し、各年度の予算編成や事務事業執行の具体的な指針となるものです。

③ 基 本 計 画

④ 実 施 計 画

　基本構想は、本市のめざす将来都市像を示すとともにまちづくりの進め方や基本目標、
都市空間形成の方針など、長期的な視点による将来都市像の実現に向けた施策の基本的な
方向性を明らかにするもので、基本計画及び実施計画の基礎となるものです。

② 基 本 構 想
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背割堤の桜

れたまちづくりの将来像や基本目標は変わりません。前期基本計画で示された政策の体系
は、そのような中長期的な目標を見据えたものとなっています。そのため、後期基本計画
においても、基本目標や各節の「めざす姿」は前期基本計画のものを継承しています。そ
の上で、めざす姿を実現するための方策としての施策や主な取組などを社会経済情勢の変
化などを踏まえて適宜見直しを行っています。

② 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

　令和２（2020）年以降、世界的に感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、本市に
おいても市民生活や市政に大きな影響をもたらしました。コロナ禍によって前期基本計画
において想定していた取組が十分に実施できなかったり、逆に想定していなかった取組を
実施する必要に迫られたりといった事態が生じました。後期基本計画においては、これら
の状況を踏まえた見直しを行っています。

③ SDGsの反映

　平成27（2015）年９月の国連総会において採択された、持続可能な開発目標（以下、
「SDGs」）は、国において政府一体となって取組を進める目標となっており、地方自治体に
おいても、この目標を意識した計画づくりが広まっています。SDGsで示されている事項は、
既に本市において取組が進められてきたものも多くありますが、後期基本計画の策定にお
いて、本市における取組とSDGsとの関係性を改めて確認し、総合計画の推進を通じて
SDGsの達成に近づけることを意識しています。
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Ⅱ. 八幡市の現況

　本市は、昭和52（1977）年11月１日に人口57,795人で府内11番目の市として発足し
ました。
　市制施行前後の人口の状況をみると、昭和50（1975）年から昭和55（1980）年には
36.6％、昭和55（1980）年から昭和60（1985）年には12.2％の増加をみましたが、昭
和60（1985）年から平成２（1990）年では増加は4.8％となり、平成５（1993）年に
７万６千人を超えたのを境に平成13（2001）年まで減少傾向が続きました。その後、平
成23（2011）年までの微増傾向の時期を経て、人口は減少の局面に入り、令和２（2020）
年には約７万人となっています。
　人口の増減の大きな要因は、男山団地を中心とした男山地域の人口にあり、昭和50

（1975）年から昭和55（1980）年には60.4％の増加であったものが、昭和55（1980）
年から昭和60（1985）年には3.3％となり、この頃に当該地域の人口が最大となりました。
しばらく２万８千人台を推移しましたが、その後は、減少傾向にあり、平成22（2010）
年には２万３千人を下回りました。なお、市全体の人口は、近年は美濃山・欽明台地域に
おいて住宅地の整備が進んだことにより微増したこともありましたが、平成21（2009）
年から転出超過の傾向となるとともに、平成24（2012）年からは、出生数が死亡数を下
回る自然減少も始まるなど、本格的な人口減少局面に突入しています。
　年齢構成でみると、市制施行後の昭和55（1980）年には男山団地を中心に若い世帯が
増加し、年少人口（14歳以下）が30.5％、生産年齢人口（15 ～ 64歳）が64.5％、老年人
口（65歳以上）が5.0％でしたが、それぞれ平成２（1990）年には21.8％、71.0％、7.2％、
平成12（2000）年には14.3％、72.7％、13.0％となっており、令和２（2020）年には、
その男山地域の高齢化の進展などが影響し、11.7％、56.8％、31.5％と少子高齢化が進行
しています。

1  人口 ―人口減少社会の到来と少子高齢化社会の進行―

2  産業
　平成28（2016）年の経済センサス－活動調査によると、八幡市内に立地する事業所で
働く人の数を産業大分類別にみた場合、卸売業、小売業が最も多く、次いで製造業、宿泊業・
飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業の順となっています。他方で、全国の平均
的な産業構造と比較した特化係数*でみると、運輸業・郵便業が2.92と高くなっています。
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市庁舎

　本市は、市制施行後、計画人口10万人を見据えたまちづくりを展開するために、施設整
備及び人的配置を行ってきました。しかし、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来により、
昭和59（1984）年以来７万人台を維持してきた人口が、令和３年に入って７万人を下回
るようになるなど減少傾向が続いている中、地方分権の推進等による市としての役割の拡
大に対応しつつ、複雑・多様化する行政課題に対処する必要があります。
　こうした中、本市では、義務的経費*の増加と税収入の減少が同時進行しており、財政構
造が硬直化しています。今後、生産年齢人口の減少に伴う市税収入の減少が見込まれる一
方で、高齢化に伴う社会保障関係経費の増加や公共施設の老朽化対策等で多額の財政需要
が見込まれ、財政運営上の大きな課題となっています。
　このため、持続可能な行財政運営の確立を目指し、行財政改革を継続的に実施しており、
令和５（2023）年度からは第８次行財政改革実施計画がスタートします。

3  財政  

　また、令和２（2020）年の国勢調査では、八幡市の就業者数は約29,000人で、産業別
に見ると、第１次産業、第２次産業、第３次産業で働く人の割合はそれぞれ2.0%、
22.8%、69.8%となっています。今後は、高齢化に伴って医療・福祉分野で働く人が増え
るとともに、広域幹線道路の整備を背景に運輸業など物流関係で働く人も増加すると考え
られ、第３次産業で働く人の割合は今後も上昇することが見込まれます。
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Ⅲ. 社会経済環境の動向

　令和元（2019）年12月に中国で最初の症例が確認され、全世界に拡大した新型コロナ
ウイルス感染症は、わが国においても感染が急拡大し、経済や社会活動に深刻な影響を及
ぼしました。令和２（2020）年４月に最初の緊急事態宣言が出されて以来、「まん延防止
等重点措置」を含めて再三にわたって人々の行動や経済活動を大幅に制限する対策が講じ
られました。社会経済活動の制限に伴い、景気の低迷や失業者の増加といった問題のほか、
人々の交流機会が激減したことによって、自治会活動の縮小による地域コミュニティの希
薄化の進行や高齢世帯の孤立、臨時休業や学校行事の制限に伴う教育への影響等、様々な
分野に影響が及んでいます。
　他方で、感染症の拡大を背景に、キャッシュレス決済等の非接触・非対面のサービスが
急速に広まってきており、テレワークやワーケーション*等の新たな働き方といった三密を
避けるいわゆる「新しい生活様式*」が定着しつつあります。さらには、デジタル技術の普
及が進むなど、人々のライフスタイルにも変化が見られ、今後もこうした傾向が続くと見
込まれます。これを受け、行政も住民の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化をはか
るため、ペーパーレス化やオンライン上で完結できる行政手続きの拡大といったデジタル
化の推進が求められています。

　わが国の総人口は、平成22（2010）年をピークに減少に転じ、平成27（2015）年国勢
調査人口を基準とした人口推計では、令和37（2055）年には1億人を下回ることが予測さ
れています。また、年少人口（０～ 14歳）の割合は、長期にわたって一貫して低下してい
ることから、少子高齢化や生産年齢人口の減少が見込まれています。
　その一方で、高齢者の割合は増加の一途を辿っており、65歳以上の人口は令和２（2020）
年に28.7％に達するなど超高齢社会へと突入しています。
　今後は、労働力人口の減少や経済活動の縮小に伴い税収が減少する一方で、医療・年金・
介護といった社会保障費の増大に伴い地方自治体の財政運営がさらに厳しくなることが予
想され、市民生活全般への影響も懸念されています。

2  人口減少と少子高齢化の進行

1  新型コロナウイルス感染症の感染拡大と
　　「新しい生活様式*」
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　人口の東京圏への転入超過は、わが国が高度成長期に入った1950年代以降、ほぼ一貫し
て続いており、1990年代には転入超過数が地方圏と東京圏で一時的に逆転したものの、以
降は再び東京圏への転入超過が続いています。
　人口の一極集中により、地方圏では高齢化の進行や経済活動、地域活動の担い手の不足
が深刻化しており、また、税収が減少する一方で社会保障関連の支出が増加するなど、厳
しい財政状況が続いています。こうした中、国は「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」
や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、東京一極集中の是正や地方圏における
持続可能なまちづくりを促進する施策に取り組んでいます。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大以降、地方への移住に関する関心の高まりととも
にテレワークを機に人の流れに変化の兆しがみられるなど国民の意識・行動に変化が生じ
ており、各地方公共団体では、関係人口*の創出・拡大等に向けた取組が活発化しています。

　前期基本計画策定時は、継続的な金融緩和政策や訪日外国人の増加に伴う消費や投資の
活発化を背景に、日本の経済情勢は比較的好調な状況が続くとみられていました。しかし、
消費税の増税や新型コロナウイルス感染症の拡大により、再び景気は後退局面に入り、ロ
シアによるウクライナ侵攻や円安の進展も相まって、原油などのエネルギー価格の上昇に
伴う物価高騰など、さらなる景気悪化を招いています。
　また、生産年齢人口が減少する中で、今後人手不足が経済成長の制約になることが懸念
されており、働く意欲がある人の労働参画や労働生産性の向上が必要とされています。こ
うした中、女性や高齢者などこれまで就業率が低かった層が注目されており、国もこうし
た層の就労促進のための取組を行っています。他方で、新型コロナウイルス感染症の流行
を契機に、時間や場所によらない柔軟な働き方や多様な就業スタイルが増え、このような
動向は今後も拡大していくことが予想されています。

　我が国は、地形、地質、気候などの自然条件から、地震、津波、台風による災害が発生
しやすい状況となっており、近年大規模な地震や大規模な豪雨災害が頻発しています。また、
今後30年以内に東南海・南海地域における巨大地震が70 ～ 80％の確率で発生すると予測
されています。
　このような中、災害への備えとして、河川・上下水道等のハード面の対策に加えて、

3  東京一極集中と地方創生

4  産業や雇用を取り巻く環境変化

5  安心・安全への備え
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　気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）において採択された「パリ協定」により、
各国に温室効果ガス排出削減に向けた自主的な取組が求められる中、我が国では、省エネ
ルギーや再生可能エネルギー*の拡大を進めてきました。令和２（2020）年10月には「2050
年カーボンニュートラル*宣言」を表明され、令和32（2050）年までにわが国全体として
温室効果ガスの実質的排出量をゼロにする目標が掲げられました。この表明を受けて、全
国の地方自治体でも脱炭素化に向けた動きがみられるようになり、「ゼロカーボンシティ*」
などの取組が広がっています。
　また、平成27（2015）年９月の国連総会において、持続可能な開発目標「SDGs」が採
択されました。SDGsは、「誰ひとり取り残さない」世の中を作っていくことが重要である
とされており、経済・社会・環境の３つの側面のバランスが取れた社会を目指す目標として、
全ての国連加盟国、地域で取り組むべきものとなっています。
　我が国でも、政府一体となった取組を進めるため、平成28（2016）年5月に持続可能な
開発目標（SDGs）推進本部が設置され、政府のSDGs達成に向けた取組の実施やモニタリ
ングを行なっています。また、地方創生の分野においては、平成30（2018）年6月に地方
公共団体によるSDGsの達成に向けた優れた取組を提案する29都市を「SDGs未来都市」と
して選定し、成功事例の普及発展を図っています。

6  持続可能な社会の実現に向けた
　　取組の推進

ICT*の活用による防災対策の取組推進や、対策・訓練等における関係機関等との連携の強
化等のソフト面の対策強化が求められています。そのため、自主防災組織や消防団の人材
確保・育成、地域におけるマップやマニュアルの作成、避難行動要支援者への支援等を進め、

「自助」「共助*」「公助」のバランスを取りながら、地域全体で防災力を高めていくことが
必要です。
　また、防犯や交通安全に関しては、近年、高齢者が関係する犯罪や交通事故が増加して
います。今後、高齢者の増加が見込まれていることも踏まえ、このように、高齢者が被害
者にも加害者にもならないような対策を講じていくことが求められます。

　近年、晩婚化、非婚化など結婚や家族構成の変化に加え、女性の社会進出に伴い、共働
き世帯が増加するなどライフスタイルの多様化がみられます。また、フルタイム、パート
タイム、正規雇用、非正規雇用、定年後の嘱託雇用など、ワークスタイルの多様化も進ん
でおり、様々な選択肢が担保された上で、あらゆるニーズに対応する制度や、それを認め

7  価値観やライフスタイルの多様化
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八幡市全景

合う意識の醸成などが求められています。
　加えて、性的マイノリティの権利の獲得や保護に関する機運が高まっており、例えば、
地方自治体では同性間でパートナーシップの関係にあることを行政が証明し、官民が提供
するサービスの一部で配偶者と同等の権利が付与される「パートナーシップ制度」を導入
する事例も増加しています。
　また、平成31（2019）年４月に施行された働き方改革関連法では、長時間労働の是正や、
多様で柔軟な働き方の実現を目指した制度の見直しが行われ、罰則付きの時間外労働の上
限規制や、年次有給休暇の取得義務が盛り込まれました。さらに、令和３（2021）年６月
に育児介護休業法が改正され、男性の育児休業取得に向けた取組が進められており、性別
を問わず育児休業が取得しやすい環境を整えることにより子育て環境の向上を目指してい
ます。
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〈序論〉 Ⅲ. 社会経済環境の動向



Ⅳ. 八幡市の主要課題

　わたしたちが生活する地域は、核家族化や高齢化、単身者の増加といった家族形態の
多様化とともに、雇用形態をはじめ仕事と家庭生活の調和や両立に向け働き方が多様化
しています。また、企業の人手不足を背景として、外国人材を受け入れる企業は増加傾
向であり、今後も外国人労働者が増加していくことが見込まれることから、市民レベル
での国際交流や多文化理解を深めることが必要です。多様な背景の下で暮らす人々が、
困ったことがあれば互いに助け合い、共に安心して暮らせる地域づくりが今後のまちづ
くりの重要な課題となります。

［具体的なテーマ］
　●　単身者、高齢者、子育てする親などの孤立の防止
　●　障がい者の社会参画、地域における共生
　●　�年齢、性別・性自認*、国籍、多様な働き方、家族のあり方など、様々な背景の下

で暮らす人が共生する地域
　●　継続して地域福祉を支える担い手の確保・育成
　●　外国人住民と地域住民の共生に向けた取組

　子どもを取り巻く環境は、少子化が進行する中で大きく変化しています。核家族の中
で育った世代が親となり、地域とのつながりも希薄化した結果、子どもと接する経験の
不足や身近に相談できる人がいないことなどから子育てに不安を持つ人が多くおられ、
また、共働き世帯が増える中で、仕事と子育てが両立できる環境の整備なども大きな課
題となっています。
　さらに、ひとり親家庭などを中心とする子どもの貧困問題や大人が担うような家事や
家族のケア（介護や世話）を日常的に行う、いわゆるヤングケアラー*への注目も高まっ
ています。これらの課題に向き合いながら、未来を担う子どもの成長を地域全体で支え

核家族化、高齢化、働き方の多様化、障がいのあるなしにかかわ
らず、様々な背景やライフスタイルで暮らす人がいる中で、互い
に支え合い共生できる地域づくり

少子化が進む中で、未来を担う子どもの成長を地域全体で支え、
子どもも大人も幸せに暮らせる地域づくり

主要課題1

主要課題２
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ていくことが求められます。
［具体的なテーマ］
　●　学力の向上等、次代を生きる力の育成
　●　妊娠・出産・子育てまで一貫したサポートの充実
　●　�仕事、子育て、地域活動のバランスの取れた暮らしが可能な地域づくり
　●　発達障がい児の早期療育の充実
　●　子どもの貧困問題への対応
　●　ヤングケアラー*に対する必要な支援
　●　�就学前施設における１施設当たりの適正な集団規模の確保と民間との協働による教

育・保育内容の一層の充実

　少子高齢化が進行し、本市でも人口の約３割が65歳以上の高齢者となっており、その
比率は今後も高まる見込みです。少子高齢化の進行は、医療・介護等にかかる社会保障
関係経費の増加の要因となります。そういった中、高齢者のみならず、市民の健康意識
を向上させ、生涯にわたって、体を動かし、いきいきと生活することへとつなげていく
ことで、社会保障制度の持続性を高めるとともに、市民一人ひとりが幸福を感じながら
暮らすことができる地域づくりを進めていくことが必要となります。
　また、感染症の感染拡大局面においては、円滑な検査体制の確保や、治療やケアにあ
たる医師・看護師の確保、通常医療との両立といった課題が全国的に明らかになりました。
このため、圏域や近隣市町の医療機関と連携した医療提供体制の強化が求められていま
す。

［具体的なテーマ］
　●　すべての市民が生涯にわたり自然と「健幸づくり」を続けられるまちづくり
　●　すべての市民の健康意識の向上と増え続ける社会保障費用の抑制
　●　�感染症流行時、市民の健康を守り、健康被害や社会経済機能の低下を抑えるため

の医療提供体制の確保

少子高齢化が進む中で、すべての市民の健康意識を向上させ、生
涯にわたって学び、体を動かし、「健康」で「幸せ」に暮らすこと
のできる「健幸」地域づくり

主要課題３
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　新名神高速道路の延伸を控え、本市はこれまで以上に様々な高速道路が交差する交通
の要衝となります。この機会を活かし、地域の活力を支える産業が集積する基盤づくり
を進めるとともに、新たな産業の創出や、新事業を展開する創業者の支援を充実するこ
とも重要になります。
　また、新型コロナウイルス感染症も契機となり、デジタル化の進展等、産業を取り巻
く環境が急速に変化しています。今後、これらの変化に対応しようとする事業者を支援
することも求められます。
　さらに、農業については、高齢化に伴い農業従事者が減少する中で、農業の活性化に
向けて新たな担い手の育成や農業の高付加価値化に向けた取組が必要です。

［具体的なテーマ］
　●　新名神高速道路全線開通を見据えた土地利用と産業集積の推進
　●　橋本駅周辺の整備推進
　●　�認定農業者*・新規就農者の発掘、認定への誘導

新しい交通基盤の整備が進む中にあって、美しい田園風景を保全
しながら、産業を集積させる活力ある地域づくり

主要課題５

　日本を訪れる外国人観光客は、増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症
の拡大によって渡航制限等が行われ、大幅に減少しました。同時に国内の観光客も急激
に減少し、観光産業は大きな影響を受けました。今後、アフターコロナを見据えて、再
び観光地と観光産業の強化を図っていく必要があります。そのため、文化資源や景観資
源をつないだ近隣都市との周遊型観光連携を進めるなど、観光客の滞在時間延伸に向け
た取組を行っていく必要があります。また、観光サービスの高付加価値化にも取り組む
ことで、地域資源の魅力を十分に引き出して活かしながら、地域経済の活性化につなげ
ることが求められます。さらに、これら観光への取組を通じて市民のまちへの愛着と理
解を深めていく必要があります。

［具体的なテーマ］
　●　国宝*石清水八幡宮等、地域の自然・歴史・文化的資源を活用した魅力の向上
　●　地域の愛着と誇りを高める都市イメージの向上
　●　�茶文化をはじめとする文化の創生
　●　来訪者増加・滞在時間延伸に向けた交通機関や周辺地域との連携
　●　�SNS等を活用した観光プロモーションの強化

地域の自然・歴史・文化的資源が多くの人に愛され、住む人も訪
れる人も幸せになる地域づくり

主要課題４
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　●　農業の経営規模拡大・高付加価値化や持続的な農業経営の確保等に対する支援
　●　�農業・農村の有する多面的機能を維持することによる美しい田園風景の保全
　●　�スマート技術等を活用した農業技術の承継
　●　�創業支援についてのワンストップ相談窓口の設置を通した創業促進

　本市では、人口が急増した昭和40年代頃から上下水道や教育・文化・スポーツ施設等、
様々な社会基盤の整備を進めてきました。これらの社会基盤の老朽化に対応するため、
修繕や建て替え、集約の検討なども含めた様々な対応が必要になってきています。また、
地震や風水害などの災害への対策など、これまでの想定を超える様々な事象への対応や
少子高齢化の進行、人々のライフスタイルの変化により、公共施設に求められるサービ
スや機能の変化への対応が必要となることも予測されます。さらには、「新しい生活様式*」
に対応した非対面型の行政サービスの提供に向けて、自治体行政のデジタル化が求めら
れています。こういった社会の変化に柔軟に対応しながら、ハードだけでなく、施設の
運用方法のあり方などのソフト面も含めて地域の安心・安全が確保されるよう、取組を
進めていく必要があります。

［具体的なテーマ］
　●　老朽化する都市基盤の更新等と災害に強いまちづくり
　●　自助・共助*・公助が機能する地域づくり
　●　�公共施設の総合的な管理
　●　持続可能なまちづくりを支える中長期的な行財政運営
　●　自治体行政の効率化、住民の利便性・企業の活力の向上に向けたデジタル化の推進

社会の変化に柔軟に対応し、ハード・ソフト両面で安心・安全が
守られる地域づくり

主要課題６
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基本計画
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めざす姿

第１章
ともに支え合う 「共生のまち やわた」

■　第1節　共に生きる社会
すべての人の人権が尊重され、多様な人々が地域の中でいきいきと
活躍できています。

めざす姿 多様な担い手による地域づくりが活発に行われ、地域のつながりが
広がり、暮らしの安心が高まっています。

共 生

■　第2節　協働による地域づくり

①人権・平和の尊重
○ 人権尊重に向けた相談体制の充実
○ 人権に関する教育・啓発活動の充実
○ 平和構築への関心の喚起
○ 外国人との共生社会の構築

③障がいのあるなしにかかわらず地域で安心して暮らせる社会の推進

○ 相談・保健・医療体制の充実
○ 自立・参加支援体制の充実
○ 障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり

②男女共同参画の推進

○ 男女の人権の保護
○ 男女共同参画の推進
○ ワーク・ライフ・バランス*の確保

④地域の絆と支え合いによる共生社会の推進

○ 地域福祉推進体制の充実
○ 生活に困っている方への多様な支援の充実

施策体系と主な取組

①コミュニティ活動による地域づくりの推進
○ 地域コミュニティ活動の充実
○ 地域コミュニティ活動の基盤整備
○ 多様なコミュニティ組織による地域づくり
○ 地域防災体制の充実

②新たな担い手による地域づくり

○ 地域づくりの担い手（ＮＰＯ・ボランティア等）の育成・拡充
○ 生涯学習の推進

施策体系と主な取組

19



指標名
計画当初値 目標値現状値

令和３年平成28年 令和９年

指標名
計画当初値 目標値現状値

令和３年平成28年 令和９年

人権文化セミナーの参加者数

日本語教室の在籍者数

600人

現状値より高い数値

185人

115人

705人

28人

地域で活動する団体や住民が連携するネットワークの設置数
生活保護からの自立世帯件数

8団体
49件

7団体
27件

4団体
38件

市役所の男性職員の育児休業取得率　
市役所の管理・監督職女性比率　
審議会等委員の女性比率　
男女共同参画社会啓発事業への参加者数

50.0％
35.0％
45.0％
300人

44.4％
24.3％
34.2％
49人

0.0％
25.9％
33.2％
245人

市民協働活動センター*利用登録団体数
ボランティア保険加入者数
リカレント教育*推進講座の受講者数
生涯学習人材バンク*登録者数
生涯学習人材バンク*利用件数

25団体
1,125人
700人
110人
10件

15団体
1,031人
407人
104人
0件

15団体
－
532人
91人
－

自治組織団体への加入率　

自主防災組織設立地域数

73.0％

48地域

68.1％

43地域

69.1％

43地域

地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数
就労系サービス利用者及び一般就労移行者の数（延人数）
計画相談支援*利用者数（延人数）

8件

3,000人

現状値より高い数値

6件

2,420人

748人

－

1,889人

447人

附
属
資
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　論

基
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計
画
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〈基本計画〉 第1章 ともに支え合う「共生のまち やわた」



共 生

基 本 計 画

【関係するSDGsのゴール】

第1章 ともに支え合う
「共生のまち やわた」

 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　近年、我が国では価値観や家族形態・就業形態の変化、高齢化の進行などにより、ライ
フスタイルの多様化が進んでいます。
　また、様々な心身の機能障がいと社会的障壁があることにより、日常生活や社会生活に
おいて支援を必要とする人がいるほか、地域に暮らす外国人も増え、コミュニケーション
の問題から地域で孤立していくことも考えられます。
　さらに、性別や性自認*等に関わらず、すべての人が個性と能力を十分に発揮できる環
境が求められています。
　このように、現在は様々な背景の下、様々な事情を抱えた人が、同じ地域で暮らしてい
る、という社会になっています。「支え手側」「受け手側」という二分法ではなく、地域に

第1節　共に生きる社会

すべての人の人権が尊重され、多様な人々が地域の中でいきいきと活躍できています。

共に生きる
社会

①人権・平和の尊重
②男女共同参画の推進
③障がいのあるなしにかかわらず地域で安心して暮らせる社会の推進
④地域の絆と支え合いによる共生社会の推進

21
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「人権週間」街頭啓発

ベトナム人住民と地域住民の文化交流イベント

暮らすあらゆる人々が人権を保障され、役割を持ち、互いに支え合いながら、自分らしく
活躍できる「地域共生社会*」を実現する必要があります。
　他方、ロシアによるウクライナ侵攻をはじめ、世界の各地で紛争が発生するなど、日本
を含む東アジアにおいても、緊張が高まっています。
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成 30

1,115
1,316

1,771
1,892 1,915

31 令和 2 3 4 （年）

（人）

（関連情報・データ等）
外国人住民数の推移（各年3月末現在）

（資料）八幡市

現状と課題

1  人権・平和の尊重

　人権問題についてはこれまで、国・府との連携の下、住環境の整備、教育、就労等の取
組を進めてきました。また、「第２次八幡市人権のまちづくり推進計画（平成29年）」を
策定し、多様な人権問題の解決に向けた人権教育・啓発に係る施策を総合的・計画的に推
進してきました。
　今日なお、部落差別をはじめ、解決すべき様々な人権問題が残っています。他方で、時
代の変遷に伴い、人権問題は、性別・性自認*や子ども、高齢者、障がい者、外国人、疾
病患者等を対象としたものや、いじめ、インターネットを介したものなど複雑多様化が進
んでいます。
　「第２次八幡市人権のまちづくり推進計画（平成29年）」に基づく総合的な施策を進め
ていくとともに、様々な課題やこれまでの取組を総括したうえで、LGBTs*をはじめとす
る新たな人権問題への対策にも取り組んでいく必要があります。
　また、本市では、昭和57（1982）年９月に府内市町村で初となる非核平和都市宣言*
を行い、関係団体と連携しながら平和の啓発を進めてきました。世界の様々な地域で紛争
が発生するなど、平和の大切さが改めて問われる中、引き続き、関係団体との連携により
平和構築への関心を喚起し、平和の尊さを次の世代に伝えていく必要があります。
　さらに、市内における外国人住民が増加傾向にあり、技能実習生だけでなく家族で来日
するなど外国人住民の置かれている状況が複雑になってきています。友好都市との交流を
はじめとした、お互いの生活や文化を知り認め合う機会の創出など、外国人との相互理解
や交流を促す取組はさらに重要となってきています。

23



附
属
資
料

序

　論

基
本
計
画

八幡人権フェスタ 日本語指導ボランティア養成講座

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

人権文化セミナーの参加者数 705人 185人 600人
日本語教室の在籍者数 28人 115人 現状値より高い数値

施策の進捗をはかる指標

主な取組と方向性

●● 人権尊重に向けた相談体制の充実
▶�人権擁護委員*や関係機関と連携し、人権相談の充実を図るとともに、人権擁護活

動を進めます。

●● 人権に関する教育・啓発活動の充実
▶�性の多様性理解に向けた啓発活動の取組を進めます。
▶�市民の人権意識を喚起するための学習機会の提供と、多様な人権問題解決に向けた

様々な啓発活動等の取組を進めます。

●● 平和構築への関心の喚起
▶�関係団体と連携し、平和を構築していく意識の高揚を図るとともに、平和に関する

学習機会や情報の提供に努めます。
▶�戦没者の慰霊と平和への誓いを新たにするため、引き続き戦没者追悼式を開催しま

す。

●● 外国人との共生社会の構築
▶�外国人の生活・就労・就学のための日本語習得支援や外国人との相互理解を深める

機会の創出など、地域で孤立せず共生できる環境の整備を進めます。
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「女性に対する暴力をなくす運動」 
さくらであい館パープル・ライトアップ

男女共同参画社会リーダー養成講座

現状と課題

　「男女共同参画社会基本法*（平成11年）」が制定されて以来、本市では「八幡市男女共
同参画推進条例（平成21年）」の制定、「八幡市男女共同参画プランるーぷ計画Ⅲ（令和3
年）」の策定を通じて男女共同参画社会の実現に向けた様々な取組を進めてきました。具
体的には、平成21（2009）年度に八幡人権・交流センターに「女性ルーム」を開設し、様々
な啓発事業に取り組むとともに、フェミニストカウンセラーや女性問題アドバイザーによ
る相談の充実など、女性が相談しやすい体制を整えてきました。
　また、政策決定の場への女性参画や男性の育児休業取得促進など、行政内部においても
男女共同参画に向けた取組を推進してきました。
　女性を取り巻く環境は、近年大きく変化しています。出産・育児で仕事を離れることが
多かった30代女性の就業率が上昇して70％を超えるまでになり、女性が生涯にわたって
働くことは当たり前になっています。他方で、妊娠・出産を機に退職する女性も依然とし
て多く、晩婚化、晩産化、非婚化の要因の一つと考えられています。また、DVの相談件
数は減少傾向にあるものの、新型コロナウイルス感染症の影響に伴うストレス等により
DVの増加や深刻化が懸念されるほか、面前DVといった児童虐待の観点からもDVの根絶
が求められています。
　今後も、職場や社会での意思決定の場における女性の参画を進めていくことや家事・育
児への男性の参画促進も含めワーク・ライフ・バランス*を確保できるようにしていくこと、
女性に対する暴力の防止と相談・支援の充実を図っていくことが大きな課題です。「八幡
市男女共同参画プランるーぷ計画Ⅲ」をより実効性のあるものとするため、これらの課題
を踏まえた具体的な取組を推進していく必要があります。

2  男女共同参画の推進
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男性 女性
（点線は推計値）

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 （年）
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0
（％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（％）

平成17年
平成22年
平成27年
令和2年

15
～1
9歳

20
～2
4歳

25
～2
9歳

30
～3
4歳

35
～3
9歳

40
～4
4歳

45
～4
9歳

50
～5
4歳

55
～5
9歳

60
～6
4歳

65
～6
9歳

70
～7
4歳

75
～7
9歳

80
～8
4歳

85
歳以
上

50歳時の未婚割合の推移と将来推計（全国）

（資料）「平成29年版　少子化社会対策白書」

（関連情報・データ等）
八幡市における年齢別女性就業率（各年10月1日現在）

（資料）総務省「国勢調査」
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平均初婚年齢と出生順位別母の平均年齢の年次推移（全国）

（資料）「令和４年版　少子化社会対策白書」

八幡市女性問題アドバイザーによる相談件数

（資料）八幡市
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指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

市役所の男性職員の育児休業取得率 0.0％ 44.4％ 50.0％
市役所の管理・監督職女性比率 25.9％ 24.3％ 35.0％
審議会等委員の女性比率 33.2％ 34.2％ 45.0％
男女共同参画社会啓発事業への参加者数 245人 49人 300人

施策の進捗をはかる指標

主な取組と方向性

●● 男女の人権の保護
▶�男女間の暴力を未然に防ぐため、啓発や予防、相談、被害者への支援等、様々な対

策を進めます。
▶�セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等

の人権侵害の防止に向け、啓発事業を進めます。

●● 男女共同参画の推進
▶�「八幡市男女共同参画プランるーぷ計画Ⅲ」に基づき、総合的・計画的に施策を推

進します。
▶�あらゆる分野における女性の活躍推進に向け、啓発事業を進めます。
▶�職場や社会における男性優位の解消に向け、市役所が率先して市職員の管理・監督

職や審議会等委員の女性比率を高めます。
▶�困難な問題を抱える女性への相談体制の強化を推進します。

●● ワーク・ライフ・バランス*の確保
▶�男女がともに仕事と家事・育児・介護等の家庭生活のバランスを図れるよう、広報

や情報提供、企業等への啓発を進めます。
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（人）

（年）

3,998 4,101 4,220 4,339 4,482
4,622 4,732 4,845 4,931 4,886

（関連情報・データ等）
身体障害者手帳交付者数（各年3月末現在）

（資料）八幡市

現状と課題

　国では「障害者総合支援法（平成24年）」、「障害者差別解消法*（平成25年）」が制定
され、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いな
がら共生する社会の実現が求められています。そのような中、障害者手帳交付者数、自立
支援医療（精神通院）受給者ともに増加傾向にあり、それに伴って障がい福祉サービスの
利用者数なども伸び続けています。
　本市では、「八幡市障がい者計画（平成30年）」、「八幡市第６期障がい福祉計画・第2期
障がい児福祉計画（令和３年）」を策定し、障がい者施策、障がい福祉サービスを総合的・
計画的に進めてきました。
　今後とも、計画に基づき、障がい福祉サービスの量の確保と質の向上を図るとともに、
障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、一般就労をはじめとする地域生活へ
の移行に向けた取組を充実させていく必要があります。また、地域における相談支援体制
の強化や、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム*の構築等も進めていく必要が
あります。

3  障がいのあるなしにかかわらず
　　地域で安心して暮らせる社会の推進
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（資料）八幡市

精神障害者保健福祉手帳交付者数・療育手帳交付者数・自立支援医療受給者数（各年3月末現在）

（資料）八幡市
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計画相談支援*利用者数（延人数）

（資料）八幡市
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施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

地域の相談機関との連携強化の取組の
実施回数 — 6件 8件

就労系サービス利用者及び
一般就労移行者の数（延人数） 1,889人 2,420人 3,000人

計画相談支援*利用者数（延人数） 447人 748人 現状値より高い数値

主な取組と方向性

●● 相談・保健・医療体制の充実
▶�障がい児・者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き

合い、障がい児・者とその家族が地域で安心して生活できるよう、地域生活支援拠
点*を中心に相談支援の充実を図ります。

▶�地域における相談支援体制の充実・強化に向けて、相談支援体制の見直しや事業所
への巡回訪問、研修等を行います。

▶�長期にわたり精神科病院に入院する精神障がい者などの地域移行を進めていくた
め、保健・医療と福祉の連携による地域生活支援に取り組みます。

●● 自立・参加支援体制の充実
▶障がい児・者の社会参加に向け、創造活動や文化・スポーツ活動の推進を図ります。
▶�障がい特性に応じ、地域で自立した生活を実現することができるよう、関係機関と

の連携を強化し、就労系サービスの利用及び一般就労への移行を促進します。

●● 障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり
▶�障がい児・者の地域生活を支えるため、移動支援や日中一時支援、また手話通訳や

要約筆記等の意思疎通支援事業など、地域生活支援事業*を進めます。
▶�障がい児・者が地域で安心して暮らすために、権利擁護事業*や成年後見制度*の利

用促進を図ります。
▶�広報やわた・市ホームページ等の活用、市民向けの講座、催し等の開催を通して、「障

害者差別解消法*」の周知・啓発を図ります。
▶�障がい児・者の地域における共生を進めるため、地域の活動をつなぐネットワーク

の構築を進めます。
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令和２2722平成 17

（世帯）

（年）

1,854

2,559

3,576

4,306

4  地域の絆と支え合いによる
　　共生社会の推進

現状と課題

　本市では、核家族化や高齢化の進行により、ひとり暮らしの高齢者が増加する中、地域
における人と人とのつながりを大切にし、地域における相互扶助の関係や仕組みをつくる
ため、社会福祉協議会と協働で「第２次八幡市地域福祉推進計画（平成30年）」を策定し
ました。
　誰もが住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、学区福祉委員会や民生児童委員協議会
など地域福祉を担う活動組織との連携を進め、平成27（2015）年度には、多様な組織と
のネットワークにより高齢者や子ども等の見守りを行う「絆ネット」モデルを構築しまし
た。また、地域における福祉活動の基盤強化等を狙い『わたしたちの談活*』プロジェク
トを重点プロジェクトに据えて、地域における“人づくり” “場づくり”を推進してきました。
　地域福祉を取り巻く課題は複雑・多様化しており、これまでの福祉サービスだけでは対
応できない課題があります。そこで、アフターコロナも見据え、新たな機会や場づくりに
取り組みながら、これまでの取組を発展させ、分野や立場、属性を越えて地域福祉を担う
多様な主体をつなぎ、地域福祉活動の基盤強化に取り組む必要があります。
　また、年齢や障がいにより判断能力が十分でない人が、住み慣れた地域で安心して暮ら
すことのできるよう、成年後見制度*や福祉サービスの利用を促進していく必要があります。
　さらに、不透明な今後の社会経済情勢を踏まえると、生活保護受給者数や生活保護に至
らない生活困窮者数の増加が懸念されます。本市では保護世帯の就労支援や生活困窮者の
自立支援に取り組んでいますが、貧困、家庭問題、疾病など複雑多様な背景により解決困
難なケースが増えています。これらの問題解消に向け、引き続き、相談支援等の体制整備
や取組の充実を図っていく必要があります。

（関連情報・データ等）
市内の高齢単身世帯数（各年10月1日現在）

（資料）総務省「国勢調査」
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地域福祉を担う活動組織の状況

（資料）八幡市
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（資料）八幡市
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（資料）八幡市

（資料）八幡市

生活保護相談件数、申請件数及び支給件数とその内訳

（資料）八幡市
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『わたしたちの談活』プロジェクト 第3次地域福祉推進計画策定に向けた市民ワークショップ

主な取組と方向性

●● 地域福祉推進体制の充実
▶�子どもや高齢者、障がい者などすべての人が「地域」「暮らし」「生きがい」を共に

創り高め合える地域共生社会*の実現に向け、総合的な相談体制などの仕組みづく
りを進めます。

▶�地域福祉における連携と担い手づくりを進めるため、多様な主体をつなぐ座談会を
通じた地域課題解決の取組「談活*プロジェクト」を社会福祉協議会との協働によ
り進めます。

▶�アフターコロナも見据えて、住民同士の交流や対話の場づくりの手法を検討します。
▶�年齢や障がいにより判断能力が十分でない人も地域で安心して暮らすことのできる

よう、成年後見制度*や福祉サービス利用援助事業の利用を支援します。

●● 生活に困っている方への多様な支援の充実　
▶�生活保護の受給に到らない生活困窮者等の抱える複雑多様化した問題への対応の充

実を図るため、適切な相談支援を進めます。
▶�生活保護制度の適切な運用を図るため、適切な相談・支援体制の構築と受給の適正

化を進めます。
▶�生活困窮者及び生活保護受給者の自立に向け、関係機関と連携し、就労支援等の充

実など、くらしの安定化を図りながら、自立支援を進めます。

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

地域で活動する団体や住民が連携する
ネットワークの設置数 4団体 7団体 8団体

生活保護からの自立世帯件数 38件 27件 49件
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 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　価値観の多様化、核家族化の進行等に伴い地域コミュニティが希薄化していることが指
摘される中で、阪神・淡路大震災や東日本大震災、近年多発している自然災害等の大きな
災害を経験したことにより、災害時における共助*の重要性が注目されており、地域コミュ
ニティの重要性を改めて意識する必要があります。
　他方で、価値観の多様化は行政ニーズの多様化にもつながっており、画一的な行政によ
るサービスの提供に留まらず、市民や企業、NPO、大学等との連携を進めながら、多様
な担い手により行政サービスを提供していくことが期待されるようになってきています。
また、人生100年時代を迎える中で、若者から高齢者まで多くの世代の多様な人々に、こ
れまでの経験や生涯学習等を通して、様々な地域課題に応える地域の担い手になっていた
だくことも期待されています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、様々な
活動の中止を余儀なくされ、地域コミュニティ希薄化の進行に拍車がかかるとともに、ボ
ランティアや防災訓練等の実体験を積む場や、実際の地域活動を生活の中で見聞きする機
会が減少しています。
　こうした状況の下、市民をはじめ多様な担い手と行政との協働によって、安心して心豊
かに過ごせる地域づくりを進めていくことが必要です。

第2節　協働による地域づくり

多様な担い手による地域づくりが活発に行われ、地域のつながりが広がり、暮らしの
安心が高まっています。

協働による
地域づくり

①コミュニティ活動による地域づくりの推進
②新たな担い手による地域づくり

【関係するSDGsのゴール】
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43令和２31平成 30

（世帯）

（年）

市内世帯数

加入世帯数

32,673

19,585

32,873

19,432

33,219

18,946

33,352

18,674

33,471

18,383

（関連情報・データ等）
市内世帯数と自治組織加入世帯数の推移（各年3月現在）

（資料）八幡市

現状と課題

　本市には、自治組織団体が48団体（令和４年３月末現在）ありますが、その加入世帯
数は減少傾向にあります。また、若い世代の加入率の低下や、担い手の高齢化が指摘され
ています。今後のコミュニティ活動の活性化とその担い手の育成に向けて、若年層や新た
に市内に転入してきた人を含め、より多くの人のコミュニティ活動への関心を高め、参加
を促していく必要があります。
　また、自治組織団体以外にも、学校支援地域本部*をはじめとする各種コミュニティ組
織による活動が行われており、これらの活動を通じた地域づくりの活性化とさらなる組織
間の連携を促進していくことも重要です。
　さらに、地域防災を担う住民組織として、自主防災組織が43隊（令和４年３月末現在）
あり、地域の防災訓練などの活動が行われています。災害時の「共助*」が効果的に機能
するよう、引き続き、活動及び新たな設立への支援を充実する必要があります。防災活動
は、地域における助け合いの重要性に気づく機会にもなるため、防災を手がかりに、コミュ
ニティへの関心を高め、幅広い地域活動への参加を促していくことも必要です。

1  コミュニティ活動による
　　地域づくりの推進
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自治組織への加入率
自治組織率

自治組織率と自治組織への加入率の推移（各年3月現在）

（資料）八幡市

主な取組と方向性

●● 地域コミュニティ活動の充実
▶�自治連合会*との連携により、自治組織団体への加入の促進など地域コミュニティ

活動の充実に関する地域の取組への支援を推進します。

●● 地域コミュニティ活動の基盤整備
▶�地域コミュニティ活動が活発に行われるよう、必要に応じてコミュニティ施設等の

整備支援を推進します。

●● 多様なコミュニティ組織による地域づくり
▶�「談活*プロジェクト」や学校支援地域本部*をはじめ、様々なコミュニティ組織に

よる、多様な分野での地域づくりと組織間の連携を促進します。

●● 地域防災体制の充実
▶�自主防災組織など地域における災害時の共助*体制が充実するよう、組織の拡充と

活動の促進に向けた支援を推進します。

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

自治組織団体への加入率 69.1％ 68.1％ 73.0％
自主防災組織設立地域数 43地域 43地域 48地域
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4545
36

（関連情報・データ等）
生涯学習の状況　
（生涯学習センター講座数・来館者数）

現状と課題

2  新たな担い手による地域づくり

　地域づくりの担い手として、本市には、自治組織団体や市内に拠点を置くNPO法人、
地域福祉を担う組織、学校支援地域本部*などがあり、様々な活動が行われています。また、
市民協働活動センター *における団体間の連携や市民協働に関する情報収集・発信を通じ、
協働のネットワークづくりが進められています。さらには、健幸づくりや災害対策などに
ついて民間事業者との連携協定を締結するなど、民間との連携による地域づくりも進めて
きました。
　行政ニーズの複雑化・多様化が進む中、今後も様々な担い手による多様な活動が活発化
し、より良い地域づくりが進むよう、新たな担い手の育成・拡充とその仕組みづくりに取
り組む必要があります。
　また、本市では、生涯学習の中核施設である生涯学習センター及び各地域の公民館にお
いて各種講座等を開催していますが、人生100年時代を迎える中で、生涯学習は、学習活
動としてだけではなく、健幸づくりや観幸まちづくりなど、他の行政分野との一体的な推
進と社会参加・地域貢献活動につながることも期待されています。若者から高齢者まで多
くの世代の社会参加・地域貢献活動につなげていくため、文化・スポーツを含む生涯学習
を総合的に進めていくとともに図書館機能の充実などに取り組んでいく必要があります。

（資料）八幡市
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（資料）八幡市

（資料）八幡市
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（資料）八幡市

主な取組と方向性

●● 地域づくりの担い手（NPO・ボランティア等）の育成・拡充
▶�防災・防犯、環境、福祉など、多様な分野における市民協働が進むよう、社会福祉

協議会等を含めた組織間の連携を通じて、NPO・ボランティアなどの担い手組織
や人材の育成を進めるとともに、市民協働活動センター *の利用促進を図ります。

▶�市民協働・市民参画を進めるために作成した「市民協働活動事例集」の活用を進め
ます。

▶�男山地域まちづくり連携協定*に基づき行われている多様な地域づくりの取組を、
今後もさらに促進します。

▶�民間事業者等とのさらなる連携による地域づくりを進めます。

●● 生涯学習の推進
▶�生涯学習の成果が社会参加や地域におけるつながり、共助*体制の構築等につなが

るよう、関係機関との連携強化を図り、新しい知識や現代的課題の学習、生きがい
や心の豊かさの追求などの学習ニーズに応じて、多様な形態・内容の充実を推進す
るとともに、生涯学習人材バンク*への登録と利活用を促進します。

▶�文化・スポーツをはじめ他の行政分野も取り入れた生涯学習の充実を進めます。
▶�市民の生活機能を高めるとともに、地域活動など社会参加・社会貢献の促進につな

げるため、図書館における図書資料による情報提供の充実を推進します。
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自動車文庫

生涯学習開講式

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

市民協働活動センター*利用登録団体数 15団体 15団体 25団体
ボランティア保険加入者数 － 1,031人 1,125人
リカレント教育*推進講座の受講者数 532人    407人    700人
生涯学習人材バンク*登録者数 91人    104人    110人
生涯学習人材バンク*利用件数 － 0件 10件
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未 来

めざす姿

第2章
子どもが輝く 「未来のまち やわた」

■　第1節　子育て支援
妊娠・出産から子育てまで、地域で一貫したサポートが受けられること
で、安心して前向きに子育てができる人が増えています。

①妊娠・出産・育児サポート
○ 妊娠・出産・子育て環境の整備と充実
○ 子ども・妊産婦の保健体制の充実
○ 相談・支援体制の充実
○ ひとり親家庭支援の充実
②就学前教育・保育の充実

○ 就学前教育・保育の充実
○ 公立就学前施設の再編

施策体系と主な取組

めざす姿

■　第2節　子どもの生きる力の育成
次代を担う子どもたちの「生きる力」が備わっています。

①学校教育

○ 学校教育の充実
○ 学校教育環境の整備
○ 配慮が必要な子どもへの支援体制の整備

②児童・青少年の健全育成

施策体系と主な取組

○ 放課後における児童の健全育成
○ 青少年の健全育成
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指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

ファミリーサポートセンター*登録会員数
３歳児健康診査受診率　
こんにちは赤ちゃん訪問事業*の訪問率

460人

93.0％

95.0％

417人

79.7％

72.2％

345人

91.5％

91.0％

保育園の待機児童数　

認定こども園の数

0人

9園

0人

5園

0人

3園

新・放課後子ども総合プラン*実施箇所数
やわた放課後学習クラブ参加率

8箇所0箇所0箇所

全国学力・学習状況調査結果（※）
（小学校6年生）

全国学力・学習状況調査結果（※）
（中学校3年生）

市内不登校児童生徒出現率

国語A
国語B
算数A
算数B
国語A
国語B
数学A
数学B
小学生
中学生

高学年
中学年

－
－

13.6％
  9.8％

14.0％
14.0％

105

105

105

105

0.7%
4.9%

97.4

94.0

94.4

90.9

1.1%
6.5%

94.9
90.4
96.7
93.7
96.9
95.6
99.1
95.6
0.8％
5.0％

※調査結果の全国平均を100とした場合の八幡市の数値。
　計画当初値は平成29年度に実施された調査結果。
　令和元年度よりA・Bの区分が廃止。
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未 来

基 本 計 画

第2章 子どもが輝く
「未来のまち やわた」

 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　女性の社会進出の拡大に伴い、子育てをする親のライフスタイルが大きく変化してきて
いる中、核家族化の進行などにより、子育てについて身近に相談できる人が少なく、不安
や戸惑いを感じる人も少なくありません。
　本市においても子どもの数が減少傾向にある中、子育てに対する不安を和らげ、前向き
に子どもを産み育てることができるようにしていくためには、妊娠・出産から育児まで一
貫したサポートが受けられるよう、相談体制、ひとり親家庭支援の充実など子育て支援の
充実を図っていく必要があります。
　また、少子化や地縁関係の希薄化などを背景に、地域で子育て仲間や相談相手を見つけ
ることが難しくなってきているほか、乳児期から長時間保育を必要とする子どもが増加す
るなど、子どもたちを取り巻く環境も大きく変化しています。そのため、これまで家庭で
培ってきた基本的な生活習慣も保育園等で身につけることが増えてきているなど、就学前
施設の重要性がますます高まっており、就学前における教育・保育の一層の連携・充実を

第1節　子育て支援

妊娠・出産から子育てまで、地域で一貫したサポートが受けられることで、安心して
前向きに子育てができる人が増えています。

子育て支援
①妊娠・出産・育児サポート
②就学前教育・保育の充実

【関係するSDGsのゴール】
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あいあいサロン

子育てイベント（よりみちマルシェ）

ファミリープレイランド

図ることが求められています。
　さらに、子どもの貧困やヤングケアラー*等の問題に適切に対応し、全ての子どもが生
まれ育った環境に左右されることなく、健やかに成長できる社会の実現が必要です。
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現状と課題

1  妊娠・出産・育児サポート

　近年、年間出生数が減少傾向にある中、本市では、妊娠・出産・育児サポートの充実を
図る取組として、産前・産後ヘルパー派遣や「こんにちは赤ちゃん訪問事業*」、各種健診
事業など様々な取組を実施しています。また、市内３箇所に設置している子ども・子育て
支援センターにおいて各種子育て支援事業を展開し、多くの子育て世帯に利用されていま
す。新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数の減少や利用率の低下がみられます
が、今後も、乳児のいる家庭への訪問率のさらなる向上や地域のニーズを踏まえたセンター
での取組の充実に努める必要があります。また、令和２（2020）年度に児童発達支援セ
ンター*「マムぐりお」を開設し、発達に関する相談や療育支援を行っています。今後こ
れらの施設も活用しながら、さらなる療育支援の充実を図っていく必要があります。
　子どもの健康診査受診率は高い水準で推移していますが、子どもの年齢が高くなるほど
低下する傾向にある中、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２（2020）年度以
降は急減しました。しかし、健康診査は、発達が気になる子どもへの早期支援等にもつな
がるため、引き続き受診に向けた啓発や、安心な受診方法の検討等を行っていく必要があ
ります。
　このほか、社会的な関心の高まりもあり、児童虐待に関する通告件数の増加がみられる
ことや、ひとり親世帯が以前に比べて増加しているという状況もあります。家族の形態や
ライフスタイルも多様化しており、貧困やヤングケアラー*等の家庭問題、疾病など様々
な事情を抱える家庭への支援体制の充実が必要になっています。
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年間出生数
新生児訪問数
訪問率

（資料）八幡市

（資料）八幡市

小学校区ごとの子育て支援センターの利用状況（令和3年度）

（関連情報・データ等）
年間出生数と新生児訪問率の推移
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美濃山小学校

南山小学校
くすのき小学校

橋本小学校

八幡小学校
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さくら小学校

すくすくの杜
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200人未満

200人～1,000人未満

【利用者数】

1,000人～5,000人未満

すくすくの杜
あいあいポケット
そよかぜ

【色パターン】



その他 児童虐待
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家庭児童相談室の相談状況

（資料）八幡市

（資料）八幡市
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６歳未満の子どもがいるひとり親世帯

12歳以上18歳未満の子どもがいるひとり親世帯

６歳以上12歳未満の子どもがいるひとり親世帯

1,200

1,000

800

600

400

200

0

（世帯）

平成 12 2217 27 令和 2 （年）

636636

323323

155155
200200 205205 199199 191191

491491
547547 519519 496496

787787

957957
903903

947947

主な取組と方向性

●● 妊娠・出産・子育て環境の整備と充実
▶�妊娠・出産から子育てまで、一貫したサポートが受けられ、安心して子育てができ

る環境の整備を進めます。
▶�子育て支援センターやファミリーサポートセンター*の取組を充実させるとともに、

子育てに関する学習や交流の機会を充実させるなど、子どもを健やかに育むことが
できる環境を整えます。

▶�より多くの人に八幡市の子育て環境を知ってもらえるよう、子育て支援施策の周知
を図ります。

●● 子ども・妊産婦の保健体制の充実
▶�こんにちは赤ちゃん訪問事業*の訪問率や乳幼児健診の受診率向上をはじめ、乳幼

児の健全な育成や妊産婦の健康保持・増進など、母子保健の充実を図ります。新型
コロナウイルス感染症等で事業継続が難しい状況下においても、支援が途切れるこ
とがないように代替手段を検討します。

▶�幼児健診における弱視の検査機器導入や新生児聴覚検査の費用助成により障がい等
の早期発見・治療につなげます。

ひとり親世帯数（各年10月1日現在）

（資料）総務省「国勢調査」
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子育て世帯が集う公園（さくら近隣公園） ヤングケアラーについての研修

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

ファミリーサポートセンター *登録会員数 345人 417人 460人
３歳児健康診査受診率 91.5％ 79.7％ 93.0％
こんにちは赤ちゃん訪問事業*の訪問率 91.0％ 72.2％ 95.0％

施策の進捗をはかる指標

●● 相談・支援体制の充実
▶�多機関多職種のネットワークによる支援と相談援助技術の向上に取り組みます。
▶�児童発達支援センター*を中心とした地域支援体制の構築や医療的ケアが必要な障が

い児支援のための関係機関の協議の場の設置など、連携支援体制の構築に努めます。
▶�関係機関と連携し、ヤングケアラー*への対応など子どもを取りまく生活環境の改

善を進めます。
▶�地域福祉を担う多様な主体をつなぐ「談活*プロジェクト」を社会福祉協議会と協

働で実施し、家庭問題などを抱える家族の支援等、相談・支援体制の充実につなげ
ます。

●● ひとり親家庭支援の充実
▶�ひとり親家庭の自立と生活の安定のため、必要な相談及び生活・経済的支援を実施

します。
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保育認定児 幼稚園認定児 就学前児童数

（人）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成 30 令和 231 3 4 （年）

3,1083,108

2,2652,265

1,6601,660

3,0133,013

2,2722,272

1,6871,687

585585

2,8532,853

2,2402,240

1,6851,685

555555

2,6472,647

2,0432,043

1,5941,594

449449

2,5662,566

1,9641,964

1,5691,569

395395
605605

（関連情報・データ等）
就学前児童の状況

現状と課題

2  就学前教育・保育の充実

　少子化に伴い就学前児童数が減少している中、女性の就労率向上等を背景に、保育園や
認定こども園のニーズは増加傾向にある一方で、幼稚園のニーズは減少しています。
　これまで本市では、公立の就学前施設の弾力的な運用や私立の就学前施設への積極的な
支援などによって、待機児童ゼロを継続的に実現するとともに、多様なサービスを提供し、
教育・保育ニーズへの対応に努めてきました。また、公立・私立の認定こども園化を推進
し、教育・保育の一体的な提供を推進するとともに、園庭の芝生化や衛生管理備品の充実
など安心・安全な環境づくりを進めています。また、保育園・幼稚園・認定こども園から
小学校への円滑な接続を図るため、相互連携を図り、接続カリキュラムの活用や就学前児
童の体験授業等を実施しています。
　今後、令和３（2021）年度に策定した「八幡市立就学前施設再編の基本方針」に基づき、
公立就学前施設の統廃合や認定こども園化を進め、１施設当たりの適切な園児数を確保し
ながら民間との協働による教育・保育内容の一層の充実を図っていく必要があります。

（資料）八幡市
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子育て支援センター「すくすくの杜」

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

保育園の待機児童数 0人 0人 0人
認定こども園の数 3園 5園 9園

主な取組と方向性

施策の進捗をはかる指標

●● 就学前教育・保育の充実
▶�公私立就学前施設の適切な運営を図るとともに、教育・保育内容の充実を図ります。
▶�小学校への円滑な移行を図るため、幼小連携のさらなる強化を図ります。
▶�子どもたちが安心して過ごせる教育・保育環境の整備を進めます。

●● 公立就学前施設の再編
▶�「八幡市立就学前施設再編の基本方針」に基づき、公立就学前施設の認定こども園

化を基本とした再編を進めます。
▶�１施設あたりの適切な園児数と人員を確保し、持続可能な施設運営を図ります。
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【関係するSDGsのゴール】

GIGAスクール

 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　次の時代の地域・社会を担う子どもたちが健全に育つには、学力はもとより、対話など
を通じて育む広い意味での「賢さ」を身につけ、生きる力を備えた人間に育てる教育が重
要であり、それを可能にするような学校における教育内容や学校施設の充実を進めていく
必要があります。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により多くの学校が
臨時休業を余儀なくされたことを受け、緊急時のオンライン授業に備えた通信環境整備な
どの教育現場のICT*化を進める必要があります。
　さらに、共働き世帯の増加により、放課後の児童の安全・健全な居場所づくりも課題に
なっているほか、障がいなど配慮が必要な子どもの数が増えており、支援体制の充実が必
要になっています。

第2節　子どもの生きる力の育成

次代を担う子どもたちの「生きる力」が備わっています。

子どもの
生きる力の育成

①学校教育
②児童・青少年の健全育成
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（人）
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有都小学校 中央小学校 南山小学校 美濃山小学校

平成 30 2令和元 3 4 （年）
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471471
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3,5983,598

298298
288288

619619

400400

555555

435435

856856

3,4373,437

824824

269269
283283

582582

385385

538538

419419

3,3853,385

792792

261261
285285

567567

401401
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（関連情報・データ等）
小中学校の児童・生徒の数の推移（各年5月1日現在）

現状と課題

1  学校教育

　本市では、少子化に伴い児童生徒数が減少する中、平成22（2010）年度に学校再編を
完了し、「１中学校２小学校」の体制を構築しました。また、学校施設はすべて耐震化・
防災機能強化整備と空調設備整備を完了し、ハード面での教育環境の充実を進めてきまし
た。さらに、GIGAスクール構想*のもと、１人１台の端末を整備し、積極的な端末の利
活用を進め、子どもの学力向上に取り組んでいます。
　ソフト面では、学習支援員等の配置や学校に図書館司書を配置するなど学力府内１番を
目標に取り組んでいますが、全国学力・学習状況調査の結果が京都府平均を下回ることが
多く、さらなる取組が必要な状況です。また、体験学習や各校の連携による小中一貫教育
の推進等にも取り組んでおり、引き続き一貫性・連続性に配慮した教育を進めていく必要
があります。さらに、今後は日本語を母語としない児童・生徒のさらなる増加が見込まれ
るため、日本語支援員や母語通訳者の派遣を行い、日本語や教科学習の効果的な習得を目
指す必要があります。
　加えて、市内の不登校児童生徒の出現率が増加傾向にあり、八幡市教育支援センターの

「教育相談室」においても、登校しぶりや不登校での相談が多い傾向にあります。各学校
や関係機関と連携し、個々の事情に応じて丁寧に対応を進めていくことが今後も必要です。
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（資料）八幡市

全国学力・学習状況調査結果（全国平均を100とした場合の京都府・八幡市の数値）
（小学校６年生）
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市内不登校児童出現率 市内不登校生徒出現率

平成29 令和元30 2 3 （年度）
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数学

市内不登校児童生徒出現率

（資料）八幡市

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症に係る学校教育への影響を考慮し、実施されていない
（資料）八幡市
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平成 29 令和元30 2 3 （年度）

訪問相談電話相談来所相談
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教育支援センター教育相談室の相談状況

主な取組と方向性

●● 学校教育の充実
▶�子どもの生きる力を育てるため、魅力ある学校づくりを進める中で、学力向上や豊

かな人間性の育成に向けた様々な取組を展開するとともに、社会のニーズに応じた
教育を推進します。

▶�教育課題に応じた教職員研修の充実など、各学校における教員の指導強化を図りま
す。

▶�心身ともに健やかに成長できる教育環境を構築します。

●● 学校教育環境の整備
▶�適切な教育環境の整備に向け、引き続き長寿命化への対応等を図ります。
▶�GIGAスクール構想*のもと、さらなる教育現場のICT*化を進め、子どもの学力向

上を図ります。

（資料）八幡市
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●● 配慮が必要な子どもへの支援体制の整備
▶�支援を必要とする子どもへの学習支援の充実を図ります。
▶�不登校やヤングケアラー*など、学校に関わる子どもや保護者の様々な悩みに適切

に対応し、支援できる体制を整備します。
▶�「八幡市いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの早期発見・対応に努めます。
▶�障がいのある児童生徒への支援体制を、関係機関との連携を図りながら充実させま

す。
▶�障がいのある子どもに対する療育支援の充実を図るとともに、インクルーシブ教育*

との連携を図ります。
▶�日本語指導を必要とする児童・生徒に対して、日本語支援員や母語通訳者の派遣を

行い、日本語や教科学習の効果的な習得を推進します。

※調査結果の全国平均を100とした場合の八幡市の数値。
　計画当初値は平成29年度に実施された調査結果。
　令和元年度よりA・Bの区分が廃止。

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

全国学力・学習状況調査結果（※）

（小学校6年生）

国語A 94.9
97.4 105

国語B 90.4
算数A 96.7

94.0 105
算数B 93.7

全国学力・学習状況調査結果（※）

（中学校3年生）

国語A 96.9
94.4 105

国語B 95.6
数学A 99.1

90.9 105
数学B 95.6

市内不登校児童生徒出現率
小学生 0.8％ 1.1% 0.7%
中学生 5.0％ 6.5% 4.9%

施策の進捗をはかる指標
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（関連情報・データ等）
子どもの年齢別にみた共働き世帯数（各年10月1日現在）

（資料）総務省「国勢調査」

現状と課題

2  児童・青少年の健全育成

　少子化に伴い小学校の児童数は減少傾向にありますが、小学生の子どもがいる共働き世
帯の割合は高いことから、放課後における児童の安心・安全な居場所づくりの需要は依然
高い状況にあります。
　本市では、全小学校区において計９箇所の「放課後児童健全育成施設」を設置し、小学
校１年生から６年生までを対象とした放課後児童健全育成事業*を実施しているほか、自
学自習力と学習意欲の向上及び放課後の居場所づくりを図るため、全小学校において「や
わた放課後学習クラブ」を設置し、小学校５年生及び６年生を対象とした学習支援を図る
とともに、小学校３年生及び４年生を対象とした事業を一部実施しています。
　家庭の状況に関わらず、全ての児童が放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験活動が
できる場へのニーズに対応するため、これらの事業の連携又は一体的な推進を図ることが
重要です。
　青少年の健全育成に向けては、青少年育成補導委員会*やPTA、学校支援地域本部*等に
よる活動が行われています。地域で児童・青少年の健全育成を支える体制の充実に向け、
各機関の連携強化と担い手の育成が求められています。
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橋本児童センター内

竹園児童センター内

八幡小学校内

中央小学校内

男山児童センター内

南山小学校内

有都小学校内

美濃山小学校内
子ども・子育て支援センター内

500人未満

500人～1,000人未満

1,000人～2,000人未満

【利用者数】

橋本小学校内

くすのき小学校内

八幡小学校内

中央小学校内
さくら小学校内

南山小学校内

有都小学校内

美濃山小学校内 500人未満

500人～1,000人未満

1,000人～2,000人未満

【利用者数】

放課後児童健全育成事業*利用人数

やわた放課後学習クラブ利用人数

（資料）八幡市

（資料）八幡市
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二十歳のつどい やわた放課後学習クラブ

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

新・放課後子ども総合プラン*実施箇所数 0箇所 0箇所 8箇所

やわた放課後学習クラブ参加率
高学年 － 13.6％ 14.0％
中学年 －   9.8％ 14.0％

主な取組と方向性

施策の進捗をはかる指標

●● 放課後における児童の健全育成
▶�やわた放課後学習クラブ事業の対象年齢及び実施内容の拡大を段階的に図りなが
ら、放課後児童健全育成施設と放課後学習クラブとの連携による「新・放課後子ど
も総合プラン*」を推進します。
▶�全ての児童の地域における居場所づくりを進めるため、児童センター等の運営及び
事業を推進します。

●● 青少年の健全育成
▶�青少年育成補導委員会*やPTA、学校支援地域本部*等の活動支援など、地域を挙げ
て青少年の健全な育成を支える取組を進めます。
▶�青少年育成補導委員会*やPTA、学校支援地域本部*等との連携を通じ、青少年健全
育成を担う人材の育成を図ります。

67



68



めざす姿

めざす姿

第3章
誰もが「健康」で「幸せ」な「健幸のまち やわた」

■　第1節　健康で幸せのまちづくり

医療・介護の連携が進み、市民が住み慣れた地域で「幸せ」に暮らし
続けられる体制が整っています。

健 幸

■　第2節　医療・介護の連携

①健康づくり習慣の定着促進

○ 健康意識の向上促進
○ 運動習慣の定着促進
○ 健康的な食・生活習慣の定着促進

③健幸につながるまちの基盤づくり

○ 歩きやすい、歩いて楽しい道づくり
○ 出かけたくなる都市環境の整備

②地域のつながりを活かした健幸づくり

○ 地域で支える介護予防の推進
○ 産官学の連携と市民協働の仕組みづくり
○ 社会的活動への参加促進

施策体系と主な取組

①医療基盤の充実
○ 地域医療・救急医療体制の確保
○ 感染症対策の推進
○ 医療費助成制度の適正運用
○ 医療保険制度の健全運営

②地域包括ケアシステム*の推進

○ 地域包括ケアシステム*の構築
○ 介護保険サービスの充実

施策体系と主な取組

市民の誰もが健康に関心を持ち、地域のつながりと自然に健康づく
りが進むまちの中で、いきいきと幸せを感じながら、健康寿命が延び
ています。
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指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

ウォーキングマップの認知率
交通事故発生件数（歩行者関係事故）
市民スポーツ公園利用者数　
運動公園利用者数

50.0％
15件

168,000人
19,400人

25.7％
21件

152,868人
18,692人

健康づくりインセンティブ事業実施による医療費抑制効果額
健康づくりイベント参加者数
健康づくりインセンティブ事業参加者数
定期的に運動をしている市民の割合
がん検診受診率（※）

1,660,000千円
1,000人
5,000人
75.0％
17.0％

76,431千円
400人
3,087人
58.7％
8.3％

－
2,400人
548人
58.9％
15.8％

国民健康保険被保険者1人あたり医療費費用額
後期高齢者医療保険被保険者1人あたり医療費費用額
国民健康保険料収納率（現年度分） 95.0％

366,000円

936,600円

94.7％

現状値の8％
増以内に抑制
現状値の5％
増以内に抑制

－

－

92.6％

認知症サポーター*養成講座受講者数
八幡市あんしんネットワーク*事前登録者数
ハイリスクアプローチ*の実施件数
ポピュレーションアプローチ*の関与件数

4,500人
180人
400件
800件

2,419人
83人
326件
614件

1,408人
3人
－
－

産官学と地域連携によるコミュニティ運動教室参加者数

通所型サービスB*事業所設置数

800人

8事業所

137人

2事業所

65人

2事業所

27.0％
18件

96,707人
15,434人

※市が実施する検診の受診者数を対象とし、社会保険加入者の職域受診は含まない。

附
属
資
料

序

　論

基
本
計
画

70

〈基本計画〉 第3章 誰もが「健康」で「幸せ」な「健幸のまち やわた」



健 幸

基 本 計 画

第3章 誰もが「健康」で「幸せ」な
「健幸のまち やわた」

 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　我が国の平均寿命は少しずつ延びていますが、ただ長く生きるだけでなく、できるだけ
健康な状態で長く生きる（＝「健康寿命」を延ばす）ことが重要です。それは、本人の幸
福、家族の介護・看護負担の減少、行政の財政負担の軽減にもつながります。
　本市では、ウェルネス（個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営
むことができること）をまちづくりの中核的な考え方の１つとして位置づけ、本市で暮ら
すことで健幸になれるまちづくりをめざした「やわたスマートウェルネスシティ*構想

（SWC構想）（平成29年）」、「やわたスマートウェルネスシティ*計画（SWC計画）（平成
30年）」を策定しました。 
　構想を実現するためには、市民誰もが健康に関心を持ち、日頃から健康づくりに向けて
運動や食生活などの習慣を見直し、各種検診や健康診断の定期的な受診などを進めていく

第1節　健康で幸せのまちづくり

市民の誰もが健康に関心を持ち、地域のつながりと自然に健康づくりが進むまちの中
で、いきいきと幸せを感じながら、健康寿命が延びています。

健康で幸せの
まちづくり

①健康づくり習慣の定着促進
②地域のつながりを活かした健幸づくり
③健幸につながるまちの基盤づくり

【関係するSDGsのゴール】
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八幡市民マラソン

健幸マルシェ

必要があります。さらには、いくつになっても生涯現役でいきいきと暮らし続けられるよ
う、活動の場や機会の充実を図るとともに、地域コミュニティの中で、活動を通じた相互
の信頼や協力関係を醸成していく必要があります。
　加えて、近年では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化により、高齢者を中心
に自粛生活が続くことによる生活不活発を原因とした健康面での二次被害（コロナフレイ
ル*）が確認されています。
　上記のような新たな課題の解決を含め、市民が健康づくりに積極的に取り組み、いきい
きと暮らしながら幸せを感じられるようになるには、「外に出て体を動かしたい」と思え
る動機付けや生涯にわたり気軽にスポーツを楽しめる環境づくり、「人に対する健幸づく
り」が大きな要素となります。
　そのためには、歩きやすい歩道の整備やウォーキングコースの充実など歩きたくなるま
ちづくりを進めるとともに、魅力ある景観や公園の整備、バリアフリーの推進など、出か
けたいと思える「まちの健幸づくり」を伴わせて進めていく必要があります。
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2令和元3029平成 28 （年度）
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（万円）
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46.0 45.2

40.6 42.1 43.9
46.0 45.2

現状と課題

　高齢化に伴い総医療費が増加傾向にある中、市民の健康づくり意識を高めていくため、
本市では、市内18箇所の公共施設への健康コーナーの設置、健幸マルシェの開催、やわ
た未来いきいき健幸プロジェクト*の実施、ウォーキングイベントの開催などの取組を進
めています。やわた未来いきいき健幸プロジェクト*の参加者は増加傾向にありますが、
認知率は24.8％（利用率7.4％）にとどまり、他の施策も認知率が低い状況となっていま
す。また、検診の無料化や医療機関で受診できる環境整備を進めたことにより、各種検（健）
診の受診率は上昇傾向にありますが、今後もさらなる受診率の向上を図る必要があります。
　「SWC計画」改定時の住民調査では、「運動習慣のある人は、ない人に比べて運動器疾患、
生活習慣病の発症リスクが低い」ことが明らかとなっています。健康で幸せに住み続けら
れるよう、各種検診、健康診断の定期的な受診により市民が自らの心身の状況を認識する
とともに、健康無関心層への積極的な働きかけや市民のスポーツ参加機会の拡充を含む生
涯学習との連携等を通じて、それぞれの健康状態に応じた運動や食生活などを日頃の暮ら
しの中で実践していく健康づくり習慣の定着を促進していくことが必要です。
　「自殺対策基本法（平成28年）」が改正され、本市では「八幡市自殺対策計画（令和２年）」
を策定しました。健康問題や経済・生活問題をはじめ、多様な問題が自殺の要因につなが
ると考えられることから、保健や医療、福祉、教育、労働など関係施策が連携し、支援に
取り組まなければなりません。

1  健康づくり習慣の定着促進

（資料）八幡市

（関連情報・データ等）
一人当たりの医療費の推移（40歳から74歳までの国保加入者の医科・歯科・DPC・調剤の合計）
※DPC：包括医療費支払制度
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運動習慣と有病リスク

やわた未来いきいき健幸プロジェクト*参加者数（市内居住者のみ）

（資料）八幡市「やわたスマートウェルネスシティ*計画」見直しのためのアンケート調査（令和４年）

（資料）八幡市
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健幸アンバサダー養成講座

主な取組と方向性

●● 健康意識の向上促進
▶�やわた未来いきいき健幸プロジェクト*の推進を通じて、健康無関心層をはじめ、

様々な人が健康づくりに関心を持ち、参加できる環境づくりを推進します。
▶�健康づくりに関する情報提供の充実を図るため、コミュニティ等で健康づくりに関

する情報が伝達される仕組みづくり（健幸アンバサダー*）を推進します。
▶�各種検（健）診の受診率向上を図るため、検診費用の助成の継続や検診の周知など

に努め、受診しやすい環境整備を推進します。
▶�誰もが自殺に追い込まれることのないよう、支援体制やサポート内容についての情

報の周知に努め、庁内各課や関係機関と連携を図ることで自殺予防へつなげます。

●● 運動習慣の定着促進
▶�より多くの市民に運動習慣の定着を図るため、公民館等の身近な施設において、ラ

イフスタイルに応じて参加できる運動教室、介護予防教室等の開催を促進するなど
民間事業者と連携し、環境整備を進めます。

▶�幅広い年代層がスポーツを楽しむことができるよう、ニーズに応じたスポーツ参加
機会の創出と事業の展開を図ります。

▶�市民が主体となって取り組むスポーツ活動の促進を図るとともに、スポーツの振興
を担う人材の育成を図ります。

●● 健康的な食・生活習慣の定着促進
▶�食生活改善推進員*を育成し、各種教室の開催などの活動を促進します。
▶�食に対する意識の高揚を図るとともに、子どもをはじめ市民の健康を食で支える観

点から地産地消の取組を通じ、学校や家庭、地域等との連携を進め、食育を推進し
ます。

▶�各種検（健）診の受診結果を活用した保健指導等により、生活習慣の改善促進を図
ります。
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八幡スポーツカーニバル

流れ橋ふれあいウォーク

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

健康づくりインセンティブ事業実施による
医療費抑制効果額 － 76,431千円 1,660,000千円

健康づくりイベント参加者数 2,400人 400人 1,000人
健康づくりインセンティブ事業参加者数　 548人 3,087人 5,000人
定期的に運動をしている市民の割合 58.9％ 58.7％ 75.0％
がん検診受診率（※） 15.8％   8.3％ 17.0％

施策の進捗をはかる指標

※市が実施する検診の受診者数を対象とし、社会保険加入者の職域受診は含まない。
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（人）
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現状と課題

　高齢化に伴い、要介護認定者数が増加しています。「健康寿命」を延ばしていくため、
本市では、閉じこもり予防教室や健康長寿教室、介護予防教室、訪問指導などの介護予防
事業に取り組んでいます。また、高齢者に就業機会を確保・提供するため八幡市シルバー
人材センターを設置し、生きがいの充実、福祉の増進を図り、活力ある地域社会づくりに
貢献することを目指しています。
　「SWC計画」改定時の住民調査では、社会参加をしている人の方が、そうでない人より
も高血圧症、脂質異常症、骨粗しょう症の有病率が有意に低い結果となっています。平成
27（2015）年度の介護保険制度改革により、市町村が要支援者のサービスに総合的に取
り組むことになったため、介護予防事業の展開における地域や事業者と連携した体制を確
保するとともに、介護予防に取り組む意欲がわくように事業内容をさらに充実していくこ
とが必要となっています。
　市民すべてが健康で幸せな生活を送ることができるよう、身近な地域で高齢者が無理な
く楽しく介護予防に取り組める環境を充実していくとともに、いくつになっても生涯現役
でいきいきと暮らし続けられるよう、就業や地域コミュニティ活動など地域のつながりを
活かした高齢者の社会参加をさらに促進していくことが必要です。

2  地域のつながりを活かした健幸づくり

（関連情報・データ等）
介護予防事業利用者数（各年度末現在）

（資料）八幡市
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社会参加状況と有病率

（資料）八幡市「やわたスマートウェルネスシティ*計画」見直しのためのアンケート調査（令和４年）

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

産官学と地域連携によるコミュニティ運動教室参加者数 65人 137人 800人
通所型サービスB*事業所設置数 2事業所 2事業所 8事業所

主な取組と方向性

施策の進捗をはかる指標

●● 地域で支える介護予防の推進
▶�地域が主体となった介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした介護予防・生

活支援サービスの充実に取り組みます。特に、介護認定において軽度の認定者が多
い本市の傾向を踏まえた事業の検討を進めます。

●● 産官学の連携と市民協働の仕組みづくり
▶�企業や大学等との連携により、高齢者が心身ともに健康となるための新しいプログ

ラムづくりを進めます。

●● 社会的活動への参加促進
▶�シルバー人材センター等を通じた高齢者の就労機会の提供を促進します。
▶�地域行事や老人クラブ活動など、様々なコミュニティ活動への参加を促進します。
▶�幅広い層の地域福祉活動、ボランティア活動への参加を促進するため、社会福祉協

議会と協働で「談活*プロジェクト」を実施します。
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みどりの園庭づくり

現状と課題

　本市では、平成19（2007）年度に男山周辺を「あんしん歩行エリア」に指定し、警察
等との連携により安心安全な歩行環境の整備を図るとともに、「八幡市バリアフリー基本
構想（平成22年）」に基づく公共施設・道路等のバリアフリー化や歩道の拡幅、美化、修
景整備などを実施してきました。京阪橋本駅周辺においては、駅前広場や無電柱化など歩
きたくなる道路の整備を進めています。また、市内には94の都市公園があり、運動公園
等について毎年一定の利用者数がみられるようになっています。身近な地域で気軽に健康
づくりに取り組めるよう、男山レクリエーションセンター及び５つの近隣公園に健康器具
を設置しています。さらに、ウォーカブルシティ*の先駆けとなる就学前施設・学校施設
の園庭・校庭の芝生化を進めています。
　「SWC計画」改定時の住民調査では、歩行のための景観が良いと思う人の74.3％が、
ウォーキングや運動を実施しやすい場所があると思っている人の69.0％が、歩道の整備
がされていると思っている人の68.6％が、本市に住みたい、住み続けたいという意向を
示しています。
　健康への関心の度合いにかかわりなく、暮らしの中で自然と健康になれるしかけづくり
が重要であり、歩きやすく、歩いて楽しい道づくりや、出かけることが楽しく健幸に過ご
すことができる目的地（公園、店舗等）の環境整備、利用しやすい公共交通の確保など、
まちの健幸づくりを進めていくことが必要です。

3  健幸につながるまちの基盤づくり
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（関連情報・データ等）
市民スポーツ公園、運動公園利用件数

（資料）八幡市
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（資料）八幡市「やわたスマートウェルネスシティ*計画」見直しのためのアンケート調査（令和４年）

主な取組と方向性

●● 歩きやすい、歩いて楽しい道づくり
▶�ウォーキングルートの整備やウォーキングイベントの開催等により、歩きたくなる

空間づくりを推進します。
▶�無電柱化や歩きやすい歩道の整備や拡幅、段差の緩和などバリアフリー化を推進し、

歩きたくなる快適な道路環境の整備を通じて市民のさらなる健康増進につなげます。

●● 出かけたくなる都市環境の整備
▶�誰もが安全で快適に公共施設を利用できるように、公共施設等のバリアフリー化を

推進するとともに、飲食店や事業所等も含めた受動喫煙対策の充実化を促進します。
▶�「八幡市公園施設長寿命化計画」に基づき、市民が健康づくりや交流等に利用しや

すい公園整備を推進します。
▶�安心して歩行できる環境整備に向け、歩道整備を進めるとともに、警察と連携した

交通ルール・マナーの向上を図る各種啓発事業に取り組みます。
▶�身近で運動できる場所の確保に向けた取組を進めます。
▶�移動手段のさらなる充実を図るため、公共交通に関する研究・検討を行います。
▶�ウォーカブルシティ*の取組として、公共施設の芝生化を推進します。
▶�芝生化による効果等の検証を行いながら、他の施設への展開を検討します。

歩行環境と居住継続意向との関係
（歩行環境に関する各評価のうち八幡市に住み続けたいと思う人の割合）
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八幡市民スポーツ公園

市道科手土井線歩道整備

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

ウォーキングマップの認知率 25.7％ 27.0％ 50.0％
交通事故発生件数（歩行者関係事故） 21件 18件 15件
市民スポーツ公園利用者数 152,868人 96,707人 168,000人
運動公園利用者数 18,692人 15,434人   19,400人

施策の進捗をはかる指標
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地域包括ケア複合施設（YMBT）

 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　誰もが「健康」で「幸せ」に暮らせる地域を実現するためには、医療や保険といった市
民の健康を支える基盤となる制度について、時代の変化に対応しながら、適切な水準を維
持し次の世代に引き継いでいく必要があります。これらの制度を維持することで、病気に
なった場合や介護が必要になった場合でも、適切な治療や支援を受けることができ、制度
が整っているという安心感に支えられて、いきいきと過ごすことができます。
　そのような観点から、身近な地域で必要な医療を受けることができる体制を確保すると
ともに、医療・介護が連携し、地域での一体的・包括的なケアを受けることができる体制
を確立していく必要があります。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を教訓とし
て、感染症流行時に国などが実施する緊急対策に、医療機関等と連携し迅速・適切に対応
できる体制を整えておくことが求められます。

第2節　医療・介護の連携

医療・介護の連携が進み、市民が住み慣れた地域で「幸せ」に暮らし続けられる体制
が整っています。

医療・介護の
連携

①医療基盤の充実
②地域包括ケアシステム*の推進

【関係するSDGsのゴール】
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現状と課題

　令和元（2019）年の医療施設数・病床数、医師数の山城北医療圏*内における本市の
割合は、病院が施設数17.4％（病床数11.8％）、一般診療所が施設数13.5％（病床数
22.7％）、医師数が10.1％となっています。山城北医療圏*を構成する市町における本市
の人口の比率は16.4％となっており、病院施設数や診療所の病床数は人口構成比を上回っ
ています。
　新型コロナウイルスの感染拡大時は、ワクチン接種体制を確保し、現在でも様々な感染
症から市民の健康を守るための接種体制が整っています。
　また、医療費助成制度について、子育て世代やひとり親家庭、障がい者、高齢者等が安
心して医療を受けられるよう、京都府と連携して適正な運用を進めるとともに、平成26

（2014）年10月からは美杉会男山病院にて週１回の小児救急医療が開始されるなど、救
急医療体制の充実を進めています。
　今後、団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題*を見据え、京都府の地域医療構想
に基づく山城北医療圏*内での医療・介護連携を進めていくとともに、適正な医療費助成
制度の運用、救急医療体制の確保を進めていくことが必要です。
　また、国民健康保険制度については、保険料収納率の向上や各種保健事業の推進など医
療費の適正化に加え、平成30年４月に財政運営などが広域化されるなど財政の健全化に
取り組んできました。後期高齢者医療制度とともに、医療保険制度の健全運営に向けた取
組を引き続き進めていくことが必要です。

1  医療基盤の充実

（関連情報・データ等）
山城北医療圏*における医療施設数（令和元年10月１日現在）

（資料）京都府
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主な取組と方向性

●● 地域医療・救急医療体制の確保
▶�山城北医療圏*内における身近な医療から高度な医療までの体系的な医療体制の確

立に向け、関係機関との連携を進めます。
▶�広域的な連携による救急医療体制の確保を進めます。
▶�小児救急医療体制の確保に向け、引き続き関係機関との調整を進めます。

●● 感染症対策の推進
▶�関係機関と連携し、予防接種事業の充実を図るとともに、予防や感染拡大防止の知

識の啓発・相談指導により、平常時からの感染症対策を推進します。

●● 医療費助成制度の適正運用
▶�子育て世代やひとり親家庭、障がい者、高齢者等が安心して医療を受けられるよう、

京都府と連携しながら、経済的負担の軽減を図る医療費助成制度の適正運用を進め
ます。

●● 医療保険制度の健全運営
▶�国民健康保険制度の健全運営に向け、口座振替やスマートフォン決済の導入等によ

る保険料収納率の向上や健康診査受診率の向上を図るとともに、健診結果を活用し
た保健指導等を実施し、医療費の適正化等の取組を推進します。

▶�後期高齢者医療制度については、京都府後期高齢者医療広域連合と連携を図りなが
ら、健全運営に努めます。

後期高齢者医療制度被保険者数（各年度末現在）

（資料）八幡市
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新100歳のお祝い

新時代健康教室

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

国民健康保険被保険者1人あたり
医療費費用額 － 366,000円 現状値の8％

増以内に抑制
後期高齢者医療保険被保険者1人あたり
医療費費用額 － 936,600円 現状値の5％

増以内に抑制
国民健康保険料収納率（現年度分） 92.6％ 94.7％ 95.0％

施策の進捗をはかる指標
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■  65歳以上人口
■  要支援・要介護認定者数
　  高齢化率

21,500

3,732

30.1

21,695

3,970

30.6

21,990

4,122

31.2

22,167

4,328

31.7

22,041

4,444

31.6

21,500 21,695 21,990 22,167 22,041

現状と課題

　本市の４つの日常生活圏域（中学校区）いずれにおいても、高齢者数、65歳以上要介
護認定者数、高齢化率が増加傾向にあり、本市では、各圏域にほっとあんしんネット（地
域包括支援センター）*を設置し、医療・介護の連携に向けた関係機関との連携や認知症施
策などの取組を進めています。また、介護保険サービスについては、「高齢者健康福祉計画・
介護保険事業計画」に基づき、介護老人保健施設等の整備や地域密着型サービス事業所の
指定等、サービス基盤の充実を進める中、男山地域まちづくり連携協定*に基づき、平成
27（2015）年に地域包括ケア複合施設*を整備しました。
　高齢者は加齢に伴い心身の機能低下や社会的な繋がりが低下するといったフレイル*状
態になりやすく、疾病の重症化予防（保健事業）と生活機能低下予防（介護予防事業）の
取り組みが必要なため、令和2（2020）年度より保健事業と介護予防事業を一体的に実
施し、高齢者に効果的、効率的にきめ細やかな支援を行う事業が開始しました。
　今後も高齢者数等の増加が見込まれる中、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立し
て日常生活を営むことができるよう、京都府及び各関係機関との連携を図り、住まい・医
療・介護・予防・生活支援のサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステム*を推
進していくことが必要です。

2  地域包括ケアシステム*の推進

（関連情報・データ等）
高齢者数、要介護等認定者数、高齢化率の推移　

（資料）八幡市
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主な取組と方向性

●● 地域包括ケアシステム*の構築
▶�在宅医療・介護連携を目的とした多職種連携在宅療養支援協議会*や地域ケア会議*

の開催により、関係機関の連携を推進します。
▶�認知症サポーター*の養成や八幡市あんしんネットワーク*の普及など、認知症施策

の充実に向けた取組を推進します。
▶�高齢者が地域で安心して暮らせるようにするため、住民主体で行う見守り活動など

を「談活*プロジェクト」の取組などを通して促進します。
▶�年齢により判断能力が十分でない高齢者が地域で安心して暮らせるよう、成年後見

制度*の利用促進を図ります。
▶�高齢者の心身の多様な課題に対し、医療専門職による疾病の重症化予防（ハイリス

クアプローチ*）、通いの場への関与（ポピュレーションアプローチ*）により高齢
者のフレイル*予防に努めます。

▶�誰もが安全で快適に公共施設を利用できるよう、公共施設等のバリアフリー化を推
進します。

●● 介護保険サービスの充実
▶�介護保険事業計画に基づき、サービスの供給体制の確保を進めるとともに、サービ

ス利用者や介護者への支援、地域包括支援センターを中心とした相談体制の充実を
図ります。

▶�利用者の視点に立ったサービスを確保・維持するため、事業者指導等の強化や介護
給付費の適正化を図ります。

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

認知症サポーター*養成講座受講者数 1,408人 2,419人 4,500人
八幡市あんしんネットワーク*事前登録者数 3人      83人    180人
ハイリスクアプローチ*の実施件数 — 326件 400件
ポピュレーションアプローチ*の関与件数 — 614件 800件

施策の進捗をはかる指標
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めざす姿

めざす姿

第4章
自然と歴史と文化が織りなす「観幸のまち やわた」

■　第1節　シビックプライドの醸成
市民が八幡市の自然や歴史、文化芸術に触れる機会を通じて、生活が
豊かになるとともに、まちへの愛着と誇りが高まっています。

①文化芸術活動の振興
○ 市民が文化芸術に接し交流する機会の拡充
○ 市民による文化芸術活動の促進
○ 文化財の保存及び活用

②お茶のある幸せの風景の創出

○ お茶に親しむ機会の創出
○ 茶文化の発信

施策体系と主な取組

③豊かな自然・歴史との触れ合い

○ 自然と触れ合うきっかけづくり
○ 自然景観の保全
○ 歴史景観の保全

■　第2節　幸せと出逢う観光まちづくり
多くの人が八幡市を訪れ、その豊かな自然と歴史・文化芸術に出逢
い、幸せを感じられる環境が整っています。

①「観幸のまち やわた」のブランド構築

○ ブランドの構築
○ プロモーションの推進
○ 観光まちづくりを進める体制づくり

②自然と歴史と文化が織りなす「出逢いの物語」観光の推進

○ 石清水八幡宮を活かした交流拠点づくり
○ 資源を活かした周遊・体験・滞在型の広域観光の推進
○ おもてなし環境の整備

施策体系と主な取組

観 幸
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指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

文化センター利用者数 165,000人42,143人155,720人

お茶学習参加者数　

松花堂庭園茶室利用者数

100人

3,500人

中止

732人

32人

市内産農作物収穫体験参加者数　

わがまち・八幡への愛着や誇りを感じる市民の割合

320人

60.0％

230人

53.0％（R4）

293人

49.9％

2,753人

商品開発数（累計）
やわたブランド「ヤワタカラ」の認知度
プロモーション（商談会）参加件数
観光情報ハウス*への外国人来訪者数

3商品
20.0％
9件

1,200人

1商品
0.0％
3件
28人

1商品
－
5件
754人

観光入込客数　
観光消費額　
ボランティアガイド人数

2,610,000人

675,000千円

現状値より高い数値

1,681,271人

477,151千円

74人

2,065,319人

631,183千円

59人
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観 幸

基 本 計 画

第4章 自然と歴史と文化が織りなす
「観幸のまち やわた」

 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　本市には、脈々と引き継がれてきた豊かな自然や歴史、風景、文化芸術等の魅力があり
ます。市民がこれらに触れることを通じて生活が豊かになり、市民のまちへの愛着や誇り
である「シビックプライド」が高まっていくという観点を大事にしながら、市民自らがそ
れらの魅力を維持し、高めていくことが求められます。
　そのためにも、市民や行政をはじめ多様な主体が協働・連携しながら、豊かな歴史文化
を保存・継承し、文化芸術活動を振興していくことが必要となります。特に、松花堂昭乗*
などの文化人により発信されてきた「茶文化」が、市民及び来訪者に親しまれるような環
境を整えながら、市民の中に「おもてなしの心」を育むことが大切です。そして、様々な
人と人との出逢いを通じて、本市の自然や歴史、文化芸術等が、国内外の多くの来訪者を
魅了し尊敬を集めるようになることで、「シビックプライド」をさらに高めていく必要が
あります。

第1節　シビックプライドの醸成

市民が八幡市の自然や歴史、文化芸術に触れる機会を通じて、生活が豊かになるとと
もに、まちへの愛着と誇りが高まっています。

シビックプライド
の醸成

①文化芸術活動の振興
②お茶のある幸せの風景の創出
③豊かな自然・歴史との触れ合い

【関係するSDGsのゴール】
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市民文化祭参加者数（舞台）

市民文化祭参加者数（作品）1,000

800

600

400

200

0

（人）

平成 24 令和元25 26 27 28 29 30 2 3 （年度）

861861
769769

818818
728728 716716

762762 775775

427427 428428 442442 465465 436436 415415 405405

659659

369369

中止中止 中止中止

現状と課題

1  文化芸術活動の振興

　本市では、「八幡市文化芸術振興条例（平成17年）」の制定や文化芸術活動の拠点であ
る八幡市文化センター及び松花堂庭園・美術館の設置・運営、徒然草エッセイ大賞や松花
堂昭乗*イラストコンテストの実施により、市民及び来訪者が文化芸術に接し交流する機
会の創出を進めています。また、市民文化祭の開催や市文化協会の活動等により、市民の
文化活動への参加機会を確保し、文化活動を通じた交流の促進を図るとともに、友好都市
であるマイラン村*や宝鶏市*との国際交流についても取り組んできました。平成29

（2017）年には「八幡市・エジソン生家博物館 連携に関する宣言書*」への調印を行い、「エ
ジソン」を通じた国内外における市民間交流の機運も高まっています。
　さらに、本市には、太鼓まつりやずいきみこしなどの文化活動・伝統行事や国宝*石清
水八幡宮本社、名勝松花堂及び書院庭園をはじめとする指定文化財*、西車塚古墳など様々
な遺跡が存在しており、市民の地域への愛着や誇りにつながっています。
　今後も新型コロナウイルス感染症等への対応も考慮しつつ、市文化センター、松花堂庭
園・美術館等のさらなる利活用を進め、多世代の参加・参画、交流機会の拡充、次代の文
化芸術振興を担う人材育成を図るとともに、市内文化財の適切な保存と活用についても引
き続き取り組む必要があります。加えて、「エジソン」や「二宮忠八*」に象徴される本市
の特徴的な歴史や文化芸術を通じた国内外における交流の充実に取り組んでいくことも必
要です。

（関連情報・データ等）
市民文化祭参加者数

（資料）八幡市
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9,2239,223
7,8967,896

6,6016,601

3,6773,677
4,4144,414

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

（万人）

平成 29 令和元30 2 3 （年度）

14.114.1 13.913.9
12.812.8

4.94.9 4.24.2

文化センター利用者数

松花堂庭園・美術館入館者の推移
松花堂庭園来園者数 松花堂庭園美術館入館者数

文化財指定件数（令和3年度末現在）

（資料）八幡市

（資料）八幡市

（資料）八幡市

有形文化財有形文化財 民族文化財民族文化財 記念物記念物

建造物建造物
美術工芸品美術工芸品

有形有形 無形無形 史跡史跡 名勝名勝 天然天然
記念物記念物絵画絵画 彫刻彫刻 工芸品工芸品 書跡・典籍書跡・典籍 古文書古文書 歴史資料歴史資料 考古資料考古資料 小計小計

国指定文化財   5   2 10   1   4   2 − − 19 − −   2   1 −

国登録文化財   3 − − − − − − −   0 − − − − −

府指定文化財   5 −   3   2   1   2 −   1   9 − −   1   1   1

府登録文化財   2 − − − − − − −   0 −   1 − − −

府暫定登録文化財 14 14   4 − −   1   2   3 24   2 − − −

市指定文化財 −   5 10 − −   1 −   1 17 − − − − −
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指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

文化センター利用者数 155,720人 42,143人 165,000人

主な取組と方向性

施策の進捗をはかる指標

●● 市民が文化芸術に接し交流する機会の拡充
▶�幅広い年代層が歴史や文化芸術に触れる機会を創出するため、市民ニーズに応じた、

市民の誰もが気軽に参加できる事業の展開に努めます。
▶�「徒然草」や「松花堂昭乗*」をはじめ、国宝*石清水八幡宮に所縁のある歴史文化

に市民及び来訪者が接する機会の拡充を図ります。
▶�文化芸術活動の推進・指導を担う人材の育成を図ります。
▶�老朽化の進む文化施設の計画的な改修に取り組むとともに、市文化センターや松花

堂庭園・美術館を中心に、文化芸術を通じた交流を促進します。
▶�山城地域の文化交流イベントを継続し国際交流の機会創出に努めます。

●● 市民による文化芸術活動の促進
▶�地域の祭礼や伝統行事を含め、市民が主体的に行う様々な文化芸術活動の振興を促

進します。
▶�「エジソン」や「二宮忠八*」をはじめとする本市の歴史文化を通じた、国内外にお

ける市民間交流を促進します。

●● 文化財の保存及び活用
▶�国宝*石清水八幡宮本社をはじめとする市内文化財の保存・整備とさらなる活用を

進めます。
▶�将来にわたって文化財を保存・継承するため、ふるさと学習館への来館促進を図る

とともに、地域や学校等を通じて啓発に努めます。
▶�地域の文化財を後世に残すための基盤づくりとして、継続的に文化財の調査を行い

ます。
▶�市内遺跡の発掘を通じて地域の歴史的な特徴を把握し、文化財の活用に反映します。
▶�地域の歴史に関する資料の収集や蓄積を図り、地域の歴史像の復元に努めます。
▶�「名勝松花堂及び書院庭園保存活用計画」に基づき、大阪府北部地震により被災し

た国指定名勝松花堂及び書院庭園の災害復旧並びに整備を実施するとともに、保存・
活用に向けた取組を推進します。
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生茶の山城地域における生産割合
荒茶の山城地域における生産割合

生茶生産量
荒茶生産量

200

150

100

50

0

（ t ）
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

（％）

平成 29 令和元30 2 3 （年度）

2.52.5

178178 179179

136136
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7777

12121616222229292828

2.42.4 2.42.4 2.52.5

2.72.7 2.72.7 2.72.7

1.81.8

1.61.6

2.82.8

（関連情報・データ等）
市内のお茶の生産量

（資料）八幡市

現状と課題

2  お茶のある幸せの風景の創出

　本市では、松花堂昭乗*などの文化人により茶の湯の文化が発信されてきたという歴史
があります。平成27（2015）年度には「流れ橋周辺に広がる浜茶の景観」が日本遺産「日
本茶800年の歴史散歩」*に認定されており、日本茶のふるさとの魅力がさらに多くの人に
認知されることが期待できます。また、松花堂での茶会や市内小学校でのお茶学習の実施
などにより、本市の高品質なてん茶*に触れる機会が増加することで、「お茶」を通した本
市のブランドイメージ向上や市民の愛着醸成につながることが期待されます。
　「茶文化」とは、まさに「おもてなしの心」であり、人と人の心のふれあいの媒体とし
ての「お茶」が文化として発展してきたものです。かつて石清水八幡宮の山中にあった空
中茶室「閑雲軒*」を活用した取組を実施するなど、本市としても「茶文化」によるブラ
ンド構築や観光振興の機運はますます高まってきています。
　このような機運の高まりを活かし、「八幡の茶文化」が子どもたちや多くの市民に愛さ
れるとともに、国内外からの来訪者と市民が八幡の一杯のお茶を通じて出逢い、ふれあえ
るような「お茶のある幸せの風景」を創っていくことが望まれます。
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松花堂茶室の利用件数

（資料）八幡市

主な取組と方向性

●● お茶に親しむ機会の創出
▶�茶文化体験をはじめ、子どもや高齢者、障がい者など多様な人々がお茶に親しめる

機会の提供を、生産団体・学校等の関係団体や地域との連携により進めます。
▶�本物志向・知的好奇心のある観光客を誘致するため、付加価値の高い茶会の開催を

促進します。
▶�市民や観光客が「八幡のお茶」を理解し、興味を持つことができるよう、八幡市産

てん茶*を使用した茶会・茶
ちゃ

香
か

服
ぶき

*など気軽に茶文化を体験できるイベント等の実施
を進めます。

●● 茶文化の発信
▶�本物志向で好奇心旺盛な観光客の満足度に応えるため、石清水八幡宮とつながる

様々な茶文化等の地域資源と芸術等とのコラボレーションによる特徴的なイベント
の開催により、新たな出逢いの創出を進めます。

▶�松花堂庭園を活用した茶事体験やイベント等を通じ、若い世代を含め多くの市民と
海外の観光客との国際交流を促進します。

▶�「将来にわたって旅行者を惹きつける地域・日本の新たなレガシー形成事業」で検
討した、松花堂昭乗*や小堀遠州*ゆかりの茶室で「空中茶室」と呼ばれる「閑雲軒*

（遺構）」について、八幡の茶文化の発信とともにPRに努め、市民とともに、「新・
空中茶室」創造に取り組みます。

▶�日本遺産*である「流れ橋周辺に広がる浜茶の景観」を活かし、やわた流れ橋交流
プラザ「四季彩館」や石清水八幡宮、松花堂庭園を拠点とした茶文化の魅力発信を
進めます。
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海外の方向けの茶道体験

茶香服大会

茶道体験

松花堂庭園

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

お茶学習参加者数 32人 中止    100人
松花堂庭園茶室利用者数 2,753人 732人 3,500人

施策の進捗をはかる指標
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現状と課題

3  豊かな自然・歴史との触れ合い

　本市には、昭和58（1983）年3月に「京都府歴史的自然環境保全地域」第１号に指定
された国指定史跡石清水八幡宮境内を含む男山をはじめ、三川合流域や東部地域の田園風
景、美濃山地域の竹林など豊かな自然環境があります。また、「八幡市みどりの条例（平
成３年）」に基づき、ふるさとの森、ふるさとの木を指定し、所有者との協定に基づく自
然環境の保全に向けた取組を実施してきました。さらに、大谷川（放生川）の浚

しゅん
渫
せつ

や除草
など親水化の促進を図るとともに、「水と緑のネットワーク」の形成に向けた緑化整備や
河川・緑地空間を活用した自転車・歩行者道、休憩施設の整備を、京都府と連携しながら
進めてきました。
　また、松花堂周辺交流拠点整備における歴史街道整備など、歴史街道計画*に基づく歴
史景観の創出にも取り組んできました。
　市民が今後も引き続き八幡市の自然に愛着と誇りを持ち続けられるよう、豊かな自然・
歴史景観の保全に努めるとともに、自然との触れ合いの機会の拡充を図る必要があります。

（関連情報・データ等）
みどりの約束*区域面積・樹木数（令和４年３月末現在）

（資料）八幡市

みどりの約束（区域分） 97件（796,530.31㎡）
みどりの約束（樹木分） 22件（25本）

主な取組と方向性

●● 自然と触れ合うきっかけづくり
▶�自然と触れ合う機会の充実を図るため、自然観察会や収穫体験等の事業を進めます。
▶�市民・来訪者が自然や歴史・文化・観光関連施設等を安全で安心して周遊できるよ

う、河川・緑地空間・既存道路を利用し、自転車・歩行者道の整備に取り組むとと
もに、舟運や水辺の賑わいづくりと連携した河川空間の整備を推進します。

▶�「みどり」を大切にする豊かな心を育むため、みどりのつどい（グリーンカーテン
講習会・苗配付会）を開催します。

▶�京都府が進める効果的かつ持続可能な生物多様性保全の取組と連携します。
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茶摘み体験 流れ橋周辺に広がる浜茶の景観

●● 自然景観の保全
▶�「八幡市みどりの条例」に基づき、「みどりの約束*」の締結による男山・社寺林の

保護育成や「ふるさとの森」、「ふるさとの木」の保全を進めるとともに、市民によ
る緑化活動を支援します。

▶�日本遺産*である「流れ橋周辺に広がる浜茶の景観」の保全を進めます。
▶�農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支

援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。

●● 歴史景観の保全
▶�石清水八幡宮、東高野街道、松花堂庭園、流れ橋をはじめ市内に点在する歴史景観

のさらなる保全を進めます。

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

市内産農作物収穫体験参加者数　 293人 230人 320人
わがまち・八幡への愛着や誇りを感じる
市民の割合 49.9％ 53.0％（R4） 60.0％

施策の進捗をはかる指標
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 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　新型コロナウイルスの感染拡大により、旅行需要の分散化やマイクロツーリズム*など、
国内旅行市場で起きた環境変化に合わせ、本市が観光客から選ばれる観光地となるように
ブランド構築していくことが求められます。また、アフターコロナに向けてサスティナブ
ルツーリズム*の重要性が高まっています。地域資源の保全を通じ、地域住民が観光の恩
恵を感じることができる「住んでよし、訪れてよし」の観光地域づくりを、市民がこれに
共感し、後押しをする機運をつくりながら、取り組んでいくことが必要です。
　本市には、石清水八幡宮や松花堂庭園、三川合流域、背割堤、流れ橋、浜茶の景観、エ
ジソン記念碑、茶文化をはじめとする歴史文化など、誇れる観光資源が数多くあります。
それらの資源を活用し、「お茶の京都」の広域的なブランドの取組と連携させながら、「本
物の体験」や「癒し」、「知的欲求」、「歴史」、「驚き」を楽しみに訪れる人が満足し、八幡
での観光で幸せと出逢えるよう、自然と歴史と文化が織りなす様々な出逢いの物語を磨き
上げるとともに、「おもてなし環境」の整備に取り組んでいくことが必要です。

第2節　幸せと出逢う観光まちづくり

多くの人が八幡市を訪れ、その豊かな自然と歴史・文化芸術に出逢い、幸せを感じら
れる環境が整っています。

幸せと出逢う
観光まちづくり

①「観幸のまち やわた」のブランド構築
②自然と歴史と文化が織りなす「出逢いの物語」観光の推進

【関係するSDGsのゴール】
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石清水八幡宮と男山の森

現状と課題

1  「観幸のまち やわた」のブランド構築

　本市では、「八幡市駅前整備等観光まちづくり構想（平成29年）」を策定し、八幡市の
玄関口にあたる京阪石清水八幡宮駅前周辺を含めた観光まちづくりのめざすべき姿に関し
て、市民や関係団体とともに、ブランド・コンセプトとキーステートメント*を定めました。
また、これらを定着させ、推進を図るため、「八幡市観光基本計画（平成31年）」を策定
しました。
　観光まちづくりを進めるためには、市民の理解を得て、多様な主体が協働しながら、ブ
ランド・コンセプトの方向性に沿ったコミュニケーション施策（広告、イベント、販売促
進だけでなく、街を訪れる観光客との交流そのもの）を進めていくことが必要です。
　観光は、観光資源、交通、飲食、物販、宿泊等の多面的な要素から成る産業であり、横
断的に協力・連携を図っていく体制が必要となります。そのためにも、広域的な観光地域
づくりの舵取り役となる「お茶の京都ＤＭＯ*（一般社団法人京都山城地域振興社）」と連
携しながら、地場産農産物のPR、商工会等と連携した新たな商品開発、観光協会との事
業連携や情報発信の強化と併せ、市民、関係団体、事業者等とともに、地域資源を磨き上
げ、付加価値を提供するための体制や場を創出していく必要があります。

103



　「背割堤の桜」で多くの観光客で賑わう三川合流部から望む男山は、静かな鎮守の森に覆われ、あたかも仏の涅槃
（ねはん）像のような姿に見える。国宝石清水八幡宮は、平安時代に京都の裏鬼門を守るためにこの地に開かれ、現在も
わが国の古くからの信仰の姿であり、日本文化の源流ともいえる「神仏習合*」の精神を引き継ぐ社として篤い崇敬を受
けるとともに、市民からは親しみを込めて「やわたのはちまんさん」と呼ばれてきた。
　そのふもとでは、千年以上の長きにわたり、聖と俗が溶け込む門前の町として繁栄するとともに、寛永の三筆と称された松
花堂昭乗*など文化人により、茶の湯の文化が発信されてきた。昭乗と小堀遠州*が、男山山中に「懸け造り」の手法で、世界
のどこにもない宙に浮かんでいるような茶室、まさに「空中茶室」を作ったのも、そのひとつの表れである。このように、三川
合流、石清水八幡宮、松花堂昭乗*、「流れ橋」と浜茶の景観など、数多くの歴史的・文化的資源や景勝地を有するとともに、
ライト兄弟に先駆けて飛行機づくりに取り組んだ二宮忠八*、八幡の竹を使って世界に光を与えたエジソン、そして松花堂弁
当の誕生など、千年におよぶ歴史の継承をこえて、世界から多くの人を惹きつける物語を創り出してきた地域でもある。
　京都市を訪れる歴史文化に関心のある国内外の本物志向の旅行者に、もう少し足を伸ばしてもらえれば、まだあまり知
られていない千年の歴史に裏打ちされた奥深く神秘的な日本の文化や物語に出会え、知的好奇心を満たす旅を提供できる
のではないだろうか。
　寺社巡礼は日本における観光の原点と言えるものである。門前町とはまさしくこうした観光の賑わいで形成されたまちで
あり、八幡というまちの成り立ちそのものであったことに今一度、思いをはせたい。「神仏習合*」の精神など、歴史的・文化
的な価値を深く知り、この土地の記憶を未来に繋げ、単に参拝し、お土産を買い、飲食ができるだけでなく、モノよりコト、
形より本質を追求しながら、若い世代の新たなチャレンジを可能にする活力ある門前町をめざしていくべきだと考える。
　そして、私たちの街に受け継がれてきた「茶文化」の神髄は、まさに「おもてなしの心」であって、人と人の心の触れ合
いの媒介として「お茶」があり、それが文化として発展してきたものである。一服のお茶によって人々の心が潤い、人と人
が出会い、心が触れ合えるような、お茶のある幸せの風景を創っていきたいと考える。
　駅前の賑わいを創出する取組を核としながら、駅前から石清水八幡宮へ通じる参道、松花堂庭園に続く東高野街道へ
誘導するため、アイデアあふれる新しい取組の他、本格的なお茶だけでなく、気軽にお茶を楽しめるカフェなど、お茶に
親しむ人々を増やすとともに、茶文化のおもてなしによる新たな交流が生まれる門前の町を街中へ広げていきたい。
　このように、市民が崇敬し親しみを抱く石清水八幡宮を中心とするまちづくりと、おもてなしの精神と「出会い」をもた
らす茶文化の市民によるムーブメントが、三川が集まる豊かな自然の中で融合することで、国内外の多くの人々を魅了し
て尊敬を集め、ひいては市民の誇り（シビックプライド）の高まりへとつながっていくことを期待するものである。

茶文化薫る　はちまんさんの門前町
～神と仏、 三つの川、 人と人とが出会うまち～

ブランド・ストーリー

※構想本文から表現を一部修正しています

（関連情報・データ等）
「八幡市駅前整備等観光まちづくり構想」の概要

　
　八幡市の玄関口にあたる京阪八幡市駅（現 石清水八幡宮駅）前周辺を含めた観光
まちづくりの「めざすべき姿」について、市民や関係団体とともに、言語化し、観光
客から選ばれる観光地になるとともに、市民の観光まちづくりへの共感を得られ、積
極的に参画していただける機運を作っていこうとすることを「観光まちづくりのブラ
ンド構築」としています。

　めざすべき姿である「ブランド・ストーリー」から、今後行うすべてのコミュニケー
ション施策(広告、イベント、販売促進だけでなく、街を訪れる観光客との交流その
もの)の方向性を決めるため、本質を抽出した概念のことです。

観光まちづくりのブランド構築

ブランド・コンセプト
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主な取組と方向性

●● ブランドの構築
▶�観光客から選ばれる観光地となるため、観光客の本物志向・知的好奇心を満たす付

加価値の創出を図ります。
▶�「八幡市駅前整備等観光まちづくり構想」に基づき、ブランド・コンセプト「茶文

化薫るはちまんさんの門前町　―神と仏、三つの川、人と人とが出会うまち―」に
沿ったPRを進めます。

▶�国宝*石清水八幡宮を中心に、本市の魅力のさらなる認知度向上に向け、所縁のあ
る「お茶」や「徒然草」、「松花堂昭乗*」などの特徴的な歴史文化を活かした相乗
的かつ効果的な発信を図ります。

▶�地場農産物の種類・量を充実させ、生産履歴の記帳等により「安心・安全・新鮮」
をPRし、販売を促進します。

▶�本市の特産品をやわたブランドとして認定した「ヤワタカラ」認定品の拡充・普及
啓発や販路拡大を図ります。

●● プロモーションの推進
▶�SNSやVR、YouTubeなどの動画による発信を積極的に行うとともに、八幡ストー

リー＆ガイドなどによる魅力発信や観光施設への誘導を図ります。
▶�マスメディアとの連携等により、時流に即したプロモーションを検討し、他地域と

の連携を積極的に行います。
▶�インバウンド戦略として、石清水八幡宮と松花堂庭園の知名度向上に取り組み、令

和７（2025）年の大阪・関西万博に向けた効果的な発信を検討するとともに、リピー
ターの多いアジア圏（台湾・香港）への積極的な発信を推進します。

●● 観光まちづくりを進める体制づくり
▶�関係機関との連携推進による既存の体制強化を図るとともに、お茶の京都DMO*
（一般社団法人京都山城地域振興社）や他市町村等との広域連携を推進します。

▶�観光まちづくりの重要な主体である市民に対して、観光資源の魅力周知や発見を促
すとともに、観光まちづくり意識の醸成を図ります。

▶�市民や事業者など付加価値を提供する主体が、自由に議論と挑戦・検証を重ねなが
ら事業を進められる体制や場の創設を進めるとともに、そこから創造的事業が創出
されるよう促進します。

▶�観光資源・飲食・物販・宿泊等を横断した連携を図り、総合的、体系的に地域経営
を推進する体制を構築するため、民間と行政が協力・補完し合いながら、まちづく
りを行う組織の立ち上げを目指します。
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徒然草エッセイ大賞 わくわく文化体験

空中茶室「閑雲軒」の体験VR 流れ橋

エジソン記念碑（石清水八幡宮境内） 飛行神社

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

商品開発数（累計） 1商品 1商品 3商品
やわたブランド「ヤワタカラ」の認知度 － 0.0％ 20.0％
プロモーション（商談会）参加件数 5件 3件 9件
観光情報ハウス*への外国人来訪者数 754人 28人 1,200人

施策の進捗をはかる指標
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観光消費額
観光入込客数

631631

2,0652,065

2,6022,602

2,1882,188 2,2892,289

1,7551,755

638638 627627 649649

433433

現状と課題

2  自然と歴史と文化が織りなす
　　「出逢いの物語」観光の推進

　石清水八幡宮の国宝*指定や全国的なインバウンドの増加等が背景となり、主要観光施
設の観光入込客数および観光消費額が増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染
症の影響により急減しました。
　コロナ禍を契機とした意識、ニーズの変化に対応しながら観光資源の魅力向上や活用を
進めていく必要があります。自然と歴史と文化が織りなす様々な出逢いの物語を磨き上げ、
お茶の京都ＤＭＯ*と連携しながら、「茶文化のもてなし」、「門前町・参道をイメージした
まちづくり」等を有機的に結び付け、観光客の本物志向、知的好奇心を満足させる歴史文
化・自然を活かした付加価値のある体験やサービスを提供するとともに、国内外からの観
光客がリラックスし、交流し滞在できる「おもてなし環境」を創出していくことが重要と
なります。

（関連情報・データ等）
主要観光施設の観光入込客数及び観光消費額

（資料）京都府統計書
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指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和3年令和3年 令和９年令和９年

観光入込客数 2,065,319人 1,681,271人 2,610,000人
観光消費額 631,183千円 477,151千円 675,000千円
ボランティアガイド人数 59人 74人 現状値より高い数値

主な取組と方向性

施策の進捗をはかる指標

●● 石清水八幡宮を活かした交流拠点づくり
▶�石清水八幡宮の歴史的景観を考慮した官民連携による門前町（京阪石清水八幡宮駅

前周辺）の再整備を目指すとともに、交流拠点の整備と歴史文化を活かしたプログ
ラムの開発を進めます。

▶�「歴史的資源を活用した文化観光まちづくり未来戦略」に基づき、「新・空中茶室」
創造と男山四十八坊*跡や森林を活かした賑わいづくりを推進します。

●● 資源を活かした周遊・体験・滞在型の広域観光の推進
▶�市民・NPO・事業者等による観光資源を活かしたイベント、収穫体験など体験型

農業をはじめとした体験プログラムの開発・開催促進など、滞在型の観光施策の充
実を促進します。

▶�観光協会や近隣市町など関係機関との連携を強化し、やわた流れ橋交流プラザ「四
季彩館」及び日本遺産*である「流れ橋周辺に広がる浜茶の景観」を活かしたイベ
ントの実施、かつて物流の主流であった淀川舟運の活性化など、お茶などの文化資
源や三川合流域などの景観資源等をつなぐ周遊型の広域観光を進めます。

▶�令和７（2025）年の大阪・関西万博に向けて、国や府、近隣市町村と連携し、舟
運を核とした広域連携を進めます。

●● おもてなし環境の整備
▶�石清水八幡宮を中心に社寺等のネットワークの形成を図り、新たな観光資源のさら

なる掘り起こし・磨き上げを進めます。
▶�「歴史的資源を活用した文化観光まちづくり未来戦略」を踏まえ、京阪石清水八幡

宮駅界隈から東高野街道沿いの古民家などの遊休資源を活用するなど、観光地とし
ての魅力向上に向けた環境整備を検討します。

▶�観光協会やボランティアガイド、観光事業者等の活動を支援し、人材育成を進めます。
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めざす姿

めざす姿

第5章
しなやかに発展する 「活力のまち やわた」

■　第1節　活力の担い手育成
地域の経済・産業を担う人材や企業が育ち、八幡市に活力をもたらして
います。

①商工業の振興

②農業の振興

○ 担い手の育成・強化
○ 生産基盤等の強化
○ 地産地消の推進

施策体系と主な取組

■　第2節　活力の基盤整備
八幡市に賑わいをもたらす基盤が整備されています。

①企業立地の推進

②人・物の流れをつくる基盤の整備
○ 新名神高速道路（八幡京田辺～高槻間）の整備促進
○ 市内幹線道路の整備
○ 交流拠点の整備
○ 持続可能な公共交通の構築

施策体系と主な取組

活 力

○ 商工業の振興
○ 八幡発の創業の推進
○ 就業支援
○ 産業と地域の共生

○ 企業の進出可能な土地の確保
○ 農地の保全
○ 企業誘致の推進
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指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

商業系・工業系用途地域の指定面積
（市街化調整区域の地区計画含む） 272ha246ha246ha

創業支援の相談者のうち創業に至った件数
市域就職面接会で就業に至った人数
中小企業等融資の補給件数

現状値より高い数値

8人

65件

10件

中止

69件

2件

2人

52件

認定農業者*数　
担い手農家の農地利用集積面積　
農産物直売所等における販売額

72人

145ha

226,000千円

65人

130ha

197,056千円

72人

102ha

69,814千円

新名神高速道路（八幡京田辺～高槻間）工事着手率　
市内国道1号歩道整備率（延長ベース）　
居住誘導区域*内の人口密度
コミュニティバスの年間利用者数

令和9年度供用開始

96％

72人/ha

94,100人

99％

52％

71人/ha

86,068人

18％

50％

－

92,299人
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活 力

基 本 計 画

第5章 しなやかに発展する
「活力のまち やわた」

 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　活力ある地域づくりを進めるためには、地域の経済を支える産業の活性化が不可欠であ
り、市内の商工業・農業の担い手を育成・支援することが重要となってきます。
　そのためには、中小企業や地元商店等の新規事業の立ち上げや経営の多角化および販路
開拓等への支援を行うとともに経営安定化を図る必要があります。また、新たな活力の担
い手となる起業家の育成・支援や雇用の創出を図る必要があります。
　さらに、次代の農業を担う人・組織づくりや地場産農産物の販売・利用促進など地産地
消を進めていくことも求められています。

第1節　活力の担い手育成

地域の経済・産業を担う人材や企業が育ち、八幡市に活力をもたらしています。

活力の担い手
育成

①商工業の振興
②農業の振興

【関係するSDGsのゴール】
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工業会の会員数
商工会の会員数

（関連情報・データ等）
商工会、工業会の会員数（各年度末現在）

（資料）八幡市

現状と課題

1  商工業の振興

　本市では、商工業の活性化を担う商工会との連携により、令和４年度に創設した「商工
業活性化補助金制度」として「八幡で買おう応援事業」、「八幡を整えよう応援事業」など
地元商店の活性化に向けた支援や「八幡を広めよう応援事業」などの販路開拓支援、中小
企業の経営安定を図るための支援、地元雇用の促進等を図っているところです。今後も活
力の担い手としての企業・地元商店等のさらなる活性化に向け、引き続き補助金等の支援
を通した経営安定化や成長促進に取り組んでいく必要があります。
　また、商工業振興のためには、新たな活力の担い手を育む必要もあり、今後、商工会並
びに市東部工業団地に立地する企業が多く加盟する工業会所属事業者における地元雇用の
促進を強化するとともに、「創業支援等事業計画（平成28年）」に基づき、山城地域の各
支援機関等と連携しながら創業の推進や支援に取り組むことが重要です。
　加えて、本市の地場産業である自動車処理産業についても、引き続きリサイクル産業と
してふさわしい事業活動を促進していく必要があります。
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3232
3636
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4141

主な取組と方向性

●● 商工業の振興
▶�商工会との連携を強化し、経営支援の充実を図り、販路開拓支援を進めます。
▶�商店街等地元商店の活性化につながる自主的な取組への支援を進めます。

●● 八幡発の創業の推進
▶�チャレンジ精神にあふれた起業家の輩出に向け、起業支援など商工会事業の充実と

起業に係る経済的支援を推進します。
▶�市内の空き施設を活用した創業支援を推進します。

●● 就業支援
▶�京都ジョブパーク*、地域若者サポートステーション*と連携し、個別就職相談を進

めます。
▶�ハローワーク、商工会、工業会と連携し、地元雇用を促進します。

●● 産業と地域の共生
▶�関係機関と連携し、自動車処理産業の適切な操業に向けた指導及び環境整備を推進

します。

中小企業等への金融支援件数

（資料）八幡市
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やわたフェスタ 商工業振興懇話会

やわたブランド「ヤワタカラ」

指標名指標名
計画当初値 計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

創業支援の相談者のうち創業に至った件数 2件 10件 現状値より高い数値
市域就職面接会で就業に至った人数 2人 中止 8人
中小企業等融資の補給件数　 52件 69件 65件

施策の進捗をはかる指標
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（関連情報・データ等）
販売農家数と農業就業人口（各年2月1日現在）

2  農業の振興
現状と課題

　本市では、都市近郊農業としての立地条件の有利性を活かした農業経営が展開されてお
り、野菜や花き、茶などの集約作物の生産、ハウス・温室栽培など施設園芸作物の高投資
型農業経営*が行われています。しかし、昨今、農業者の高齢化が進み、販売農家と農業
就業人口が減少傾向にある中で、本市の農業を維持・振興していくためには、産業振興ゾー
ン*の設定とも相まって、農業の担い手確保や担い手農家への農地の利用集積・集約化、
農業経営の規模拡大等が課題となります。
　そこで、農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域における農業の
将来のあり方などを明確にする京力農場プラン（人・農地プラン*）を策定し、農地の利
用集積・集約化を図る取組を進めています。
　また、就農者数の増加などを図るためには若い担い手の確保や育成が必要であり、地域
農業担い手認定者支援事業等を通じ、認定農業者*・新規就農者の掘り起こしや育成等に
取り組むとともに、スマート農業*の導入等を通じて、農家の新たな経営規模拡大等の取
組を支援してきました。
　農業生産物の販売では、地産地消による都市近郊農業の優位性発揮や自然とのふれあい
推進等を進めるため、農産物直売所や市内の量販店等での販売促進、市内小中学校の給食
等での利用促進に取り組んできましたが、近年、農産物直売所での販売額は横ばい傾向に
あります。引き続き国・府・JA等と連携し、これらの取組を強化していく必要があります。

（資料）農林水産省「農林業センサス」
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農産物直売所来店客数

農産物直売所取扱品目数
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（資料）八幡市

（資料）八幡市
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農業経営基盤強化促進法による農地の貸借面積

（資料）八幡市

主な取組と方向性

●● 担い手の育成・強化
▶�八幡市地域担い手育成総合支援協議会などの関係団体等との連携により、認定農業

者*及び新規就農者の確保・育成を進めます。
▶�農福連携*の取組などにより多様な担い手の育成を進めます。

●● 生産基盤等の強化
▶�農産物の生産に必要な施設整備等について、農業団体とともに支援を実施します。
▶�農家の経営安定化や耕作放棄地の発生防止等を図るため、農地の利用集積・集約化

を推進します。
▶�新名神高速道路など物流網の充実を活用した販路の拡充や新商品の開発等を支援し

ます。

●● 地産地消の推進
▶�農産物直売所での販売促進や市内学校給食を通じて、新鮮な地場農産物を提供する

ことにより、地産地消を進めます。
▶�農産物直売所の売上増加に向け、魅力的な売場づくりや商品の充実等の対策をJA

とともに検討します。

119



附
属
資
料

序

　論

基
本
計
画

地元産米の学校給食

田園風景（内里地区）

※前期基本計画においては、農産物直売所（四季彩館）の販売額としていたが、市内における主な販売所（2箇所）を算出基準に加え、
　指標名及び目標値を変更（現状値は変更後の基準で算出）。

指標名指標名
計画当初値 計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

認定農業者*数 72人 65人 72人
担い手農家の農地利用集積面積 102ha 130ha 145ha
農産物直売所等における販売額（※） 69,814千円 197,056千円 226,000千円

施策の進捗をはかる指標
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 施策の背景

 めざす姿

 施策体系

　本市は古来より交通の要衝として栄えてきました。近年においても第二京阪道路の全線
開通や新名神高速道路の整備、北陸新幹線京都・新大阪間のルート決定の動向などにより
そのポテンシャルがさらに高まり、企業立地に向けた利便性・知名度が一層高まっていま
す。また、為替相場の変動に伴う企業立地の国内回帰傾向や「地域未来投資促進法*（平
成29年）」の成立も追い風となり、企業誘致に向けた好条件がそろいつつあります。
　さらに、新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式*に伴う外出控えやEC*市場
の急成長による宅配便取扱量の増加など、物の流れは一層増大している状況にあります。
　このような物流へのニーズの高まりを契機ととらえ、地域に活力と雇用の場をもたらす
とともに、税源の涵

かん
養
よう

を図るためにも、企業誘致を進めていく必要があります。そのため
には、企業の立地促進に必要な基盤の整備が必要であり、地域の特性を踏まえ、市内の道
路ネットワークや公共交通、商業をはじめとする都市機能の誘導を図りながら、企業の立
地可能な土地を確保していくことが重要です。また、その際には、生物多様性や治水機能
など多面的な機能を有し、豊かな田園風景を創出する農地の保全との調整を図る必要があ
ります。
　加えて、さらなる賑わいの創出に向け、人の流れをつくる駅周辺の機能向上など、広域
的な交流拠点の整備を進めることも必要です。

第2節　活力の基盤整備

八幡市に賑わいをもたらす基盤が整備されています。

活力の
基盤整備

①企業立地の推進
②人・物の流れをつくる基盤の整備

【関係するSDGsのゴール】
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土地区画整理事業*
施行地区

高度地区

建ぺい率容 積 率

用途地域

特別用途地区
（特別工業地区） （特定大規模小売店舗制限地区）

（関連情報・データ等）
八幡京田辺JCT・IC周辺の都市計画

（資料）八幡市

現状と課題

1  企業立地の推進

　本市では、八幡東IC周辺における工業団地の土地区画整理事業*が平成16（2004）年
３月に完了しました。
　八幡京田辺JCT・IC周辺地区においては、多機能な都市機能立地の誘導を図るエリアと
していることに加え、欽明台北地区の一部が広域に影響を及ぼす床面積1万㎡超の大型店
が立地可能な特例誘導エリアに指定されていることにより、平成23（2011）年には広域
的集客が可能な商業施設の誘致を図ることができました。また、同地区では、新たな土地
区画整理事業*が進められています。
　さらなる活力の創出と税源の涵

かん
養
よう

に向け、新たな企業誘致を図る土地の確保が課題とな
り、「八幡市都市計画マスタープラン（平成31年）」を改定し産業振興ゾーンの土地利用
方針をお示ししました。今後、この方針に基づき、企業の進出可能な土地の確保に取り組
むとともに、優良企業の誘致に向けた関係機関との連携等を進めていく必要があります。
　他方で、高齢化等に伴い農家数が減少する中、農用地等の地域資源の保全管理による農
地の多面的機能*の確保や農地の貸借促進による土地の流動化を進めてきました。持続可
能な地域農業に必要な地域活動組織の計画作成への支援により、優良農地の保全を行うと
ともに、「農業振興地域整備計画（平成26年）」、「京力農場プラン（令和４年）」等に基づき、
効果的な集積・集約を図ることで、周辺の土地利用との調和を保っていく必要があります。

122

〈基本計画〉 第5章 しなやかに発展する「活力のまち やわた」



その他

工場用地

住宅用地

0

100

200

300

400

500

600

700

800
（a）

平成 29 令和元30 2 3 （年度）

366366

356356

1010

673673

508508

7474

9191

311311

281281

3030

309309

287287

2222

342342

271271

7171

樹園地

畑

田

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
（a）

平成 17 令和 222 27 （年）

32,63332,633
34,05034,050 33,25933,259

31,32131,321

24,85924,859 25,60825,608 25,66825,668
22,36222,362
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（資料）八幡市

（資料）八幡市
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八幡京田辺JCT・IC周辺の土地区画整理事業施行地区付近

指標名指標名
計画当初値 計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

商業系・工業系用途地域の指定面積
（市街化調整区域の地区計画含む） 246ha 246ha 272ha

主な取組と方向性

施策の進捗をはかる指標

●● 企業の進出可能な土地の確保
▶�八幡京田辺JCT・IC及び八幡東IC周辺の土地利用を想定した都市計画決定・変更を

行い、競争力のある工業・商業基盤の整備を進めます。
▶�新市街地整備による活力の創出と税源涵

かん
養
よう

に資する事業用地の創出を進めます。
▶�大規模な土地利用転換を好機と捉え、民間資金も活用した効果的・効率的な南北連

携軸や関連道路の整備を進めます。

●● 農地の保全
▶�都市近郊・消費地という立地条件を活かした持続可能な農業経営を推進するため、

農地利用集積・集約化を進めるとともに、周辺の土地利用と調和した多面的機能を
有する優良な農地の保全を図ります。

●● 企業誘致の推進
▶�京都府市町村企業誘致推進連絡会議*と連携し、優良企業の誘致を進めます。
▶�地域未来投資促進法*等も活用し企業誘致を推進します。
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2  人・物の流れをつくる基盤の整備
現状と課題

　平成22（2010）年３月の第二京阪道路全線開通、平成29（2017）年４月の新名神高
速道路（城陽～八幡京田辺間）供用開始など、市域の広域幹線道路網の整備が進んでいま
す。今後、交流圏域がさらに拡大することで、地域の活力の創出、地域経済活動の活性化
につながることが期待されます。また、平成29（2017）年３月の市道橋本南山線延伸部
の開通など、市内の幹線道路についても整備を進めてきたことにより、市内の交通利便性
が向上してきています。
　物流・交流の拠点としての機能を拡充し、本市の活力創出につなげるためにも、計画さ
れている新名神高速道路（八幡京田辺～高槻間）の整備促進と市内幹線道路の整備を進め
るとともに、市東部地域と木津川右岸域を結ぶ新たな連絡道路を計画し、市内外への交通
ネットワークの充実を図ることが重要です。また、物流・交流拠点化に伴う交通量増加に
対応し、道路の拡幅や歩道の整備などを通して、歩行者等の安全確保にも努める必要があ
ります。
　さらに、平成23（2011）年３月に京阪八幡市駅（現・石清水八幡宮駅）がバリアフリー
化されるとともに、本市では平成29（2017）年度から京阪橋本駅周辺整備に着手してお
り、今後、「八幡市駅前整備等観光まちづくり構想（平成29年）」も踏まえ、両駅周辺が
さらなる交流の拠点となるよう、駅前整備などを進めていく必要があります。
　「八幡市立地適正化計画（令和３年）」、「八幡市地域公共交通計画（令和４年）」に基づき、
地域の拠点間を結ぶ公共交通を軸として捉え、拠点の賑わいと公共交通ネットワークの維
持などを図りつつ、将来において、現時点での居住誘導区域*内の人口密度を保ち、居住
地域の生活サービスやコミュニティの維持をめざす、「コンパクトシティ・プラス・ネッ
トワーク*」の実現に向けた取組を進めていく必要があります。
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新名神高速道路八幡京田辺IC

（関連情報・データ等）
広域幹線道路の整備経過

市内幹線道路の整備経過

（資料）八幡市

（資料）八幡市

道路名道路名 時期時期 整備状況整備状況 アクセス等アクセス等

第二京阪道路 平成22年3月 開通（巨椋池－門真間） 八幡東ICから京都市内方面へのアクセス
京田辺松井ICから大阪方面へのアクセス

京都縦貫自動車道
　（京都第二外環状道路）
　（丹波綾部道路）

平成15年8月 開通（大山崎－久御山間） 大山崎JCT・ICから京滋バイパスへのアクセス

平成25年4月 開通（沓掛－大山崎間） 大山崎JCT・ICから乙訓・京都府北部方面
へのアクセス

平成27年7月 開通（京丹波わち－丹波間） 大山崎JCT・ICから乙訓・京都府北部方面
へのアクセス

新名神高速道路

平成29年4月 開通（城陽－八幡京田辺間） 八幡京田辺JCT・IC完成
第二京阪道路、京奈和自動車道へのアクセス

令和6年度 開通予定（大津－城陽間） 八幡京田辺JCT・ICから滋賀・名古屋方面
へのアクセス

令和9年度 開通予定（八幡京田辺－高槻間） 八幡京田辺JCT・ICから大阪方面へのアクセス

道路名道路名 時期時期 整備状況整備状況 アクセス等アクセス等

都市計画道路 八幡田辺線

平成19年3月 開通（上奈良工業団地－第二京阪道路）

国道1号から第二京阪道路へのアクセス平成20年7月 開通（蜻蛉尻橋－上奈良工業団地間）

平成24年7月 開通（国道１号－蜻蛉尻橋間）

都市計画道路　内里高野道線
（府道八幡京田辺インター線）

平成28年3月 開通（内里荒場－内里柿谷間） 市内幹線道路から八幡京田辺JCT・ICへの
アクセス平成29年4月 開通（内里柿谷－山手幹線間）

市道橋本南山線（延伸部） 平成29年3月 開通（橋本小金川－橋本塩釜間） 男山・橋本地域から京都守口線へのアクセス

都市計画道路　橋本駅前線 令和6年度 開通予定（全線） 市道橋本南山線から京阪橋本駅周辺へのアクセス
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八幡市域道路網図
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コミュニティバス１便当たり利用者数
コミュニティバスやわた年間利用者数
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平成 29 令和元30 2 3 （年）

13.113.1 13.413.4 14.014.0
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86.186.1

石清水八幡宮駅
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000
（人）

平成 29 令和元30 2 3 （年）

9,4559,455

5,8715,871 5,8505,850 5,9325,932
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7,3947,394
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京阪石清水八幡宮駅・橋本駅の乗降客数

コミュニティバス利用者数

（資料）八幡市

（資料）八幡市
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主な取組と方向性

●● 新名神高速道路（八幡京田辺～高槻間）の整備促進
▶�令和９（2027）年度の全線開通に向け、整備を促進するとともに、八幡京田辺

JCT・IC周辺のアクセス道路の整備を進めます。

●● 市内幹線道路の整備
▶�都市計画道路*八幡田辺線及び都市計画道路*内里高野道線等の整備を促進します。
▶�都市計画道路*橋本駅前線、市道野神線、市道二階堂川口線等の整備を推進します。
▶�歩行者等の安全を確保するため、国道１号をはじめとした歩道整備を進めます。
▶�市東部地域と木津川右岸域を結ぶ新たな連絡道路の整備を促進します。

●● 交流拠点の整備
▶�京阪石清水八幡宮駅周辺では、都市機能の誘導を図るとともに、観光まちづくりの

観点から商業機能等の充実による賑わいの創出を図ります。また、交流拠点として
の機能を高めるため、放生川踏切の拡幅や駅周辺の放置自転車等対策を進めます。

▶�京阪橋本駅周辺では、生活・交流の拠点としての都市機能の誘導を図ります。また、
交流拠点としての機能を高めるため、市道橋本南山線と京阪橋本駅を結ぶ都市計画
道路*橋本駅前線の整備を推進するとともに、橋本駅周辺整備を進めます。なお、
必要に応じ都市計画変更を行い、周辺地域への波及効果も見据えた橋本駅周辺整備
を進めます。

▶�八幡京田辺JCT・IC周辺については、広域交通の結節点という利便性を活かした本
市の南の玄関口として、多様な都市機能の誘導・充実を図ります。また、都市機能
誘導拠点としての機能を高めるため、競争力のある産業基盤の集積に向けた都市計
画変更や周辺のアクセス道路の整備などを進めます。

●● 持続可能な公共交通の構築
▶�ニーズに応じた市内公共交通の更なる充実を図るため、既存路線の乗り継ぎ利便性

の向上やコミュニティバスの利用を促進します。
▶�八幡市地域公共交通計画に基づき、持続可能な公共交通の構築を進めます。
▶�八幡市地域公共交通会議と連携しながら、住民主体型交通の取組支援、交通結節点

の強化及びバス停・バス待合環境の整備などを進めます。
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コミュニティバスやわた

橋本駅周辺

指標名指標名
計画当初値 計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

新名神高速道路（八幡京田辺～高槻間）
工事着手率 18％ 99％ 令和9年度

供用開始
市内国道1号歩道整備率（延長ベース）　 50％ 52％ 96％
居住誘導区域*内の人口密度 － 71人/ha 72人/ha

コミュニティバスの年間利用者数 92,299人 86,068人 94,100人

施策の進捗をはかる指標
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めざす姿

第6章
持続可能な 「安心・安全のまち やわた」

■　第1節　環境と発展の調和
持続可能な発展を可能にする環境にやさしい社会システムが実現して
います。

①環境にやさしい暮らしの創出
○ 脱炭素社会に向けた取組
○ 人と自然との共生
○ 安心で快適に住み続けられる、美しい八幡づくり
○ みんなで取り組む環境活動
②資源の循環利用

○ ごみの減量と再使用（２Ｒ）の推進
○ 資源の適切な循環利用と適正処理の推進

③火災予防・消防活動の推進

○ 火災予防
○ 消防力の強化

施策体系と主な取組

めざす姿

■　第2節　安心・安全
災害に強く、犯罪や事故を抑制できるなど、安心・安全を支える仕組
みと基盤が整っています。

①地域ぐるみでの防犯・交通安全対策の推進

○ 犯罪の発生しにくいまちづくり
○ 詐欺被害や消費者トラブルの防止
○ 交通事故の発生しにくいまちづくり

②自助・共助*・公助による防災・減災対策の推進

○ 危機管理体制の強化
○ 自助・共助*による防災・減災
○ 災害に強いまちづくり

施策体系と主な取組

安 心・
安 全
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火災発生件数 現状値より低い数値10件23件

地区防災計画策定地域数　
災害時要援護者台帳の登録要援護者数
福祉避難所*協定締結施設数　
住宅耐震化率

20地域
800人
14施設
95％以上

5地域
331人
12施設
92.5％

2地域
432人
8施設
86.1％

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

市内の温室効果ガス排出量
騒音苦情件数　
不法投棄件数　
環境学習参加者数

現状値より低い数値
現状値より低い数値
現状値より低い数値
現状値より高い数値

310千t-CO2（R1）
22件
34件
319人

－
26件
99件
－

再資源化率（可燃・不燃）　

市民１人１日あたりのごみ排出量

36.0％

776g

16.0％

812g

18.3％

791ｇ

刑法犯認知件数*　
消費者教室、出前講座参加者数
交通事故発生件数

現状値より低い数値

400人

120件

287件

357人

109件

545件

－

246件
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めざす姿

■　第3節　持続可能な暮らしの基盤づくり
人口減少社会の中にあっても、住みたい、住み続けたいと思える豊かで
持続可能な暮らしの基盤が整っています。

①生活都市としての魅力の向上
○ 居住地としての八幡市の魅力発信
○ 男山地域の再生
○ 空き家の発生抑制及び適正な管理と活用
○ 公営住宅の適正管理

②公共施設の適正管理とインフラ施設の更新・耐震化・長寿命化

○ 公共施設の適正管理
○ 快適な道路環境の整備
○ 上下水道事業の健全な運営

③新たな需要に応える効果的で効率的な行政サービスの提供
○ 持続可能な行政経営を支えるＰＤＣＡサイクルの実施
○ 効果的・効率的な行政サービスの提供
○ 市の魅力と情報発信の充実
○ 個人情報保護と情報セキュリティ

施策体系と主な取組

めざす姿

■　第4節　戦略的な行財政経営
健全で持続可能な財政運営の下、これからの時代にふさわしい市役所
の体制が整い、効果的・効率的な行政サービスが提供されています。

①健全で持続可能な財政運営

○ 計画的な行財政改革の推進
○ 歳入の確保
○ 歳出の抑制

②意欲と能力にあふれた組織と職員づくり

○ 人材マネジメントの強化
○ 組織の弾力的な運用
○ 公共を担う職員としての意識の向上

施策体系と主な取組
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公共施設の耐震化率
上水道管路全体の耐震適合率
基幹管路の耐震適合率
重要給水施設配水管路の耐震適合率
配水池の耐震化率
下水道施設の耐震化率
徴収率（水道料金）
徴収率（下水道使用料）

居住誘導区域*内の人口密度【再掲】
管理不全空き家数
市営住宅等耐震化棟数
市営住宅等長寿命化改善棟数（外壁改修・屋上防水）

72人/ha
現状値より低い数値
81棟(100％)
18棟

71人/ha
135件

71棟(87.7％)
4棟

－
－
67棟
1棟

行財政改革による効果額（平成28年比累計効果額）
経常収支比率*　
将来負担比率*　
収支改善

2,634百万円
91.5％
0.0％
－

3,934百万円
94.8％
25.9％
13億円

317百万円
99.7％
23.4％
－

八幡市の行政の取組への満足度　
マイナンバーカード交付率
ホームページアクセス件数　
LINE公式アカウントの友だち登録者数
審議会等委員の市民公募委員の割合

80.0％
100％

950,000件
7,000人
20.0％

74.2％（R4）
45.4％（R4.10）
2,068,662件
2,908人
11.2％

71.4％
－

494,975件
－
7.2％

時間外勤務が年間300時間を超える職員数

地域活動参加職員の割合

50人以下

85.0％

76人

38.0％

－

71.2％

100％
34.0％
40.0％
45.0％
100％
39.5％
95.2％
95.5％

84.5％
27.0％
32.7％
38.8％
98.6％
33.8％
94.8％
95.0％

80.2％
22.8％
－
－

96.8％
30.0％
92.5％
92.8％

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年

指標名
計画当初値
平成28年

現状値 目標値
令和３年 令和９年
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安心・
安全

基 本 計 画

【関係するSDGsのゴール】

第1節　環境と発展の調和

 めざす姿

持続可能な発展を可能にする環境にやさしい社会システムが実現しています。

 施策体系

 施策の背景

第6章 持続可能な
「安心・安全のまち　やわた」

環境と発展の
調和

①環境にやさしい暮らしの創出
②資源の循環利用

　本市では、「人と自然が共生する環境にやさしいまち」をめざす決意表明として、「環境
自治体宣言（平成14年）」を行い、２次にわたる環境基本計画のもと、環境マネジメント
システムの構築など環境行政の推進に取り組んできました。また、SDGs（持続可能な開
発目標）の考え方を活かした「第３次環境基本計画（令和４年）」の策定を契機に、「2050
年CO2（二酸化炭素）実質排出ゼロ」を目指すことを宣言し、脱炭素社会に向けた取組を
進めています。
　近年、プラスチックごみによる海洋汚染や気候変動などが、地球規模の問題となってい
ます。このような環境問題に対しては、家庭におけるごみの減量やマイバッグの持参、節
電や公共交通の利用のように、市民や事業者の行動が重要となります。今後も、そのよう
な行動が自然に行われ、健康で快適な生活を持続可能なものにするような社会システムを
構築していかなければなりません。
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スマート・エコ祭

八幡市クールチョイス宣言

三川合流子どもふれあい自然観察会

グリーンカーテン

　そこで、持続可能な発展を可能にする環境にやさしい社会システムの実現に向け、まち
の美化や資源の循環利用など、市民や事業者による環境にやさしい行動を促し、きれいで
穏やかな八幡づくりを進めていく必要があります。
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1  環境にやさしい暮らしの創出

現状と課題

　本市では、八幡市環境基本計画に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を総合的か
つ計画的に推進してきました。令和４（2022）年には計画期間が満了した第２次八幡市
環境基本計画を改定し、令和32（2050）年カーボンニュートラル*をめざすことを掲げ
た第３次八幡市環境基本計画を策定したところです。
　この計画は、温室効果ガス排出量削減の取組を促進し、脱炭素社会の実現をめざすため
の「地球温暖化対策実行計画」を含んでおり、それに基づき、住宅用太陽光発電システム
及び蓄電設備設置費の助成に取り組むとともに、カーボンニュートラル*に資する取組を
調査・検討しています。また、市が環境マネジメントシステムの導入・推進に取り組むほ
か、事業者における環境マネジメントシステム導入の促進も実施してきました。これらの
取組もあり、市域における温室効果ガス排出量は平成27（2015）年以降減少傾向となっ
ています。
　さらに、河川の水質汚濁防止や騒音・振動の抑制、産業廃棄物等の規制、不法投棄・違
法な燃焼行為の監視等により公害等の防止に取り組むとともに、「八幡市美しいまちづく
りに関する条例」に基づき、市民・事業者等との協働による市内美化活動を進めた結果、
前期基本計画において課題としていた不法投棄や騒音に関する苦情については、状況が改
善しています。しかしながら、河川の水質汚濁防止については、環境基準の類型が変更さ
れ、基準値が引き上げられるなど、改善に向けさらなる取組が求められています。
　今後も、脱炭素社会の実現に貢献し、人と自然が共生する、安心して快適に暮らせる美
しい八幡市の実現に向けて、市民・事業者・行政が連携・協力し、みんなで取り組んでい
く必要があります。

（関連情報・データ等）
市域における温室効果ガス排出量

※環境省が示す「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル」に基づき算出。
（資料）八幡市
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調査地点における河川のBOD*環境基準超過率

不法投棄件数・騒音苦情件数
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（件）

（年度）

不法投棄件数
騒音苦情件数78 

26 

52 

13 

47 

14 

28 28
34 

22 

78 

26 

52 

13 

47 

14 

28 28
34 

22 

（資料）八幡市

※平成29年度から令和３年度にかけて、毎年度４回、計20回実施した調査において、環境基準を超過した回数を比率で表示。
ただし、久保田川都市下水路（八幡武蔵芝）については、令和元年度から調査地点に加わっており、調査回数は計12回となっている。

（資料）八幡市

調査地点調査地点 BOD環境基準超過率BOD環境基準超過率

1 防賀川（内里橋）   5.0%

2 大谷川（さつき橋）   0.0%

3 大谷川（八幡舞台） 20.0%

4 防賀川（八幡春日部） 10.0%

5 大谷川（八幡排水機場） 15.0%

6 大谷川（橋本栄橋） 10.0%

7 八幡郷幹線2号用水路（岩田北浅地） 10.0%

8 水戸城川（八幡舞台） 20.0%

9 久保田川都市下水路（大谷川合流点前） 15.0%

10 旧大谷川都市下水路（八幡三本橋） 25.0%

11 川口川（大谷川合流点前） 20.0%

12 上奈良放水路   0.0%

13 軸川（旧大谷川都市下水路合流点前）   5.0%

14 御幸谷川（大谷川合流点前）   0.0%

15 大谷川（安居橋）   5.0%

16 久保田川都市下水路（八幡武蔵芝） 33.3%
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主な取組と方向性

●● 脱炭素社会に向けた取組
　　▶�住宅や事業所の省エネルギー化の促進、市率先による公共施設における省エネル

ギー化の推進とともに、地球温暖化対策のための賢い選択（クールチョイス運動*）
の啓発等を推進します。

　　▶�再生可能エネルギー*の普及を推進し、家庭や事業所における再生可能エネルギー*
の導入拡大に努めます。

　　▶�エネルギー消費の少ない交通手段の利活用を進めるとともに、都市の蓄熱効果が少
なくエネルギーを効率的に利用するまちづくり、暮らしを推進します。

　　▶�温室効果ガスを削減する「緩和策」に加えて、地球温暖化によって既に起こってい
る影響に適応する「適応策」を進めます。

●● 人と自然との共生　
　　▶�身近な自然とのふれあいを通じて、自然環境の大切さを認識し、環境意識の向上に

つながるよう、ふれあえる場づくりや機会の創出を推進します。
　　▶�安心・安全な農産物を提供するため、環境にやさしい農業を進めます。
　　▶�森林環境の整備や地産地消の推進のため、府内産木材の利用を促進します。

●● 安心で快適に住み続けられる、美しい八幡づくり　
　　▶�大気環境の保全、水資源の保全、騒音・振動等の防止等、安心に暮らせるまちづく

りに関する取組を推進します。
　　▶�交通量の変化を注視し、交通渋滞の緩和に寄与する道路整備を進めます。
　　▶�様々な主体との協働による環境美化の推進、市民のマナー向上など、良好な生活環

境の保全と創造に関する取組を推進します。
　　▶�不法投棄防止の啓発やパトロールを行い、不法投棄対策を強化します。

●● みんなで取り組む環境活動
　　▶�地域において環境教育に積極的に取り組むとともに、市民や事業者に積極的に環境

情報を発信し、環境学習への参加を促します。
　　▶�市民や事業者、市民団体等の環境保全活動への参加を積極的に推進するとともに、

活動の担い手となる人材を育成します。
　　▶�事業者の環境配慮活動や環境経営の推進を図ります。
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「まちかどのごみ」ゼロの日の清掃活動

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

市内の温室効果ガス排出量 － 310千t-CO2
（R1）

現状値より
低い数値

騒音苦情件数　 26件 22件 現状値より
低い数値

不法投棄件数　 99件 34件 現状値より
低い数値

環境学習参加者数 － 319人 現状値より
高い数値
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2  資源の循環利用

現状と課題

　本市では、循環型社会の形成に向けて、3R（リデュース、リユース、リサイクル）を
推進してきました。リデュース（発生抑制）については、買い物袋持参運動や大型ごみの
有料化、リユース（再使用）については発泡スチロールなどの教材使用、リサイクル（再
生利用）については資源物やプラマーク製品の分別回収を進めてきました。これらの取組
により、市民の１人１日あたりのごみ排出量については平成30年度以降減少傾向となっ
ていますが、可燃系・不燃系ごみの再資源化率は横ばい傾向にあります。
　また、ごみの収集体制については、収集業務の一部民間委託化を実施するなど効率化を
図るとともに、城南衛生管理組合*との連携による体制の確立に取り組んでおり、プラマー
ク製品の毎週収集の取組を進めています。
　循環型社会の実現に向けて、近年では地域にある「資源」を最大限に活用しながら、自
立したまちを築く中で、環境・経済・社会が統合的に向上する「地域循環共生圏*」の形
成を目指す考え方が注目されています。最近問題になっているプラマーク製品や食品ロス
への対策を進めながら、再資源化率の向上に取り組むとともに、高齢化の進行や市民ニー
ズを踏まえて、資源の再使用・再生利用に係る啓発や分別方法のわかりやすい情報提供、
収集活動における配慮など、ごみの減量と資源の循環に向けた取組を充実していくことが
必要です。

（関連情報・データ等）
市民１人１日あたりのごみ排出量及び再資源化率（可燃・不燃）
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市民 1人 1日あたりのごみ排出量

再資源化率（不燃系）
再資源化率（可燃系）

805.3 842.1 839.0 811.7830.9

35.4 
29.8 29.2 

12.3 12.4 14.6 14.2 13.3 

29.2 29.9 

（資料）八幡市
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沢中継場（ごみ中継施設）

※平成28年度から「再資源化率」及び「市民1人1日あたりのごみ排出量」は環境省の算出基準に合わせて算出。

主な取組と方向性

●● ごみの減量と再使用（2R）の推進
　　▶�ごみの減量に向け、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の中でも、減量と

再使用を積極的に推進します。
　　▶�プラマーク製品の使用抑制と循環に向け、市民・事業者への啓発や、市関連事業に

おける使用抑制に努めます。

●● 資源の適切な循環利用と適正処理の推進
　　▶�正しい分別方法について多様な方法で情報提供することにより、ごみの減量化と資

源リサイクルへの協力を促進します。
　　▶�城南衛生管理組合*の効率的な運営の促進と処理施設の適切な維持管理を推進しま

す。

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

再資源化率（可燃・不燃）　 18.3％ 16.0％ 36.0％
市民１人１日あたりのごみ排出量　 791ｇ 812g 776g
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第2節　安心・安全

 めざす姿

災害に強く、犯罪や事故を抑制できるなど、安心・安全を支える仕組みと基盤が整っ
ています。

 施策体系

 施策の背景
　犯罪件数や治安の指標となる刑法犯認知件数*は、全国的には、平成２（1990）年以
降増加し、平成14（2002）年に約285万件と戦後最多を記録しました。その後、減少に
転じ、令和２（2020）年には約61万件となっています。京都府内や本市においても、近
年減少傾向にありますが、市外へ移りたい理由に治安への不安を挙げる人も少なくありま
せん。加えて、インターネットの普及に伴い、消費生活の利便性が向上する一方、コロナ
禍での減収不安を抱える人が増す中、SNS（ソーシャル・ネットワークサービス）をきっ
かけとした副業詐欺が巧妙化し被害が増大しています。また、インターネット通販で１回
のお試し注文と誤認させ、定期購入として多額の料金を請求されるといった被害等も大き
な問題となっています。令和４（2022）年の成年年齢引き下げも踏まえ、若い世代にな
じみのある電磁的方法も採り入れた啓発に取り組むとともに、相談体制を充実させること
が重要です。
　また、我が国では、阪神・淡路大震災をはじめ、東日本大震災、風水害・土砂災害など、
様々な自然災害が毎年発生しています。平成28（2016）年に発生した熊本地震では、市
庁舎の損壊により、迅速な災害対応に支障が出るなどの課題がみられました。今後発生す
るとされている南海トラフ地震*や直下型地震、河川の氾濫や浸水被害、土砂災害等に対し、
ハード面・ソフト面での各種備えを充実していく必要があります。
　市民の暮らしの安心・安全を守るためには、行政による公助のみでは限界があり、これ
まで以上に地域ぐるみでの自助・共助*による取組を進めるなど、地域防災力をさらに強
化していかなければなりません。また、災害に強いまちづくりを進めるとともに、消防体
制を充実させることのほか、国際情勢の変化に伴う武力攻撃や大規模テロといった国民保
護事案、大規模火災などに対する危機管理体制の充実も必要です。

安心・安全
①地域ぐるみでの防犯・交通安全対策の推進
②自助・共助*・公助による防災・減災対策の推進
③火災予防・消防活動の推進

【関係するSDGsのゴール】
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1  地域ぐるみでの
　　防犯・交通安全対策の推進

現状と課題

　防犯対策に関しては、警察による総合的な取組に加え、自治組織団体をはじめとする市
民組織による地域防犯活動の促進、通学路等への防犯カメラの設置・運用、防犯啓発等の
取組を進めてきました。また、京都府や警察等との連携による特殊詐欺等の犯罪被害の抑
制や交通安全対策も進められてきました。この結果、本市でも近年、刑法犯認知件数*が
著しく減少し、治安が改善しているといえます。しかしながら、今回実施した市民アンケー
ト結果でも、市外に移りたい理由の上位に「治安に不安がある」が挙げられるなど、依然
として不安が少なくない状況がみられます。
　このような治安の改善状況を市民に周知するとともに、夜道を明るくするなど、犯罪の
発生しにくいまちづくりや地域ぐるみでの犯罪被害の抑制に引き続き取り組むことで、市
民の治安への不安を解消していくことが必要です。また、消費者トラブルによる被害を未
然に防ぐためにも、市民がいつでも安心して相談できる相談体制の確保や、最新の情報収
集、消費者教育で実績のある民間団体も含めた機関と連携した消費者教育、啓発活動に取
り組む必要があります。
　交通安全対策については、街頭啓発の実施や歩道の整備、信号機などの交通安全施設の
設置等を警察と連携して進めてきました。特に、児童の通学路安全対策として交通指導員
の配置、通学路危険箇所の点検・対策、ゾーン30*の設定などの取組を積極的に進めてき
ました。この結果、交通事故発生件数・負傷者数ともに減少傾向にあります。他方で、高
齢化の進行に伴い、高齢者等が巻き込まれる事件や事故は全国的に増加傾向であり、高齢
者が被害者にも加害者にもならないような対策が必要です。

（関連情報・データ等）
刑法犯認知件数*
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（資料）八幡市
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防犯カメラの設置状況

（資料）八幡市

※1～ 15は平成24年度設置。
　16～ 30は平成25年度設置。
　31～ 45は平成26年度設置。
　46～ 60は平成27年度設置。
　61～ 75は平成28年度設置。
　76～ 90は平成29年度設置。
　91～ 95は令和2年度設置。
※緑色のカメラは、通学路上に設置。
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交通事故発生件数等の推移

交通事故発生箇所（令和３年）

（資料）八幡市

（資料）警察庁「交通事故統計」　（地図出典）GOOGLE
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主な取組と方向性

●● 犯罪の発生しにくいまちづくり　
　　▶�治安に関わる情報提供の充実と高齢者や若い世代に対する防犯教育・啓発の取組を

推進します。
　　▶�警察との連携による各種防犯活動を進めるとともに、犯罪の発生傾向を踏まえた防

犯パトロールを実施します。
　　▶�地域における様々な主体が連携した防犯活動の促進と担い手の育成を支援します。
　　▶�犯罪の未然防止を図るため、防犯カメラの整備・維持更新を進めるとともに、市内

の道路照明のLED化を推進します。

●● 詐欺被害や消費者トラブルの防止　
　　▶�消費者トラブル・詐欺被害を未然に防止するため、警察・関係団体等と連携し、世

代ごとの特徴（事例）に合わせた消費者教育や啓発活動を進めます。

●● 交通事故の発生しにくいまちづくり　
　　▶�子どもや高齢者の交通安全意識を高めるため、学校や地域を対象にした交通安全教

室等の取組を進めます。
　　▶�交通ルール・マナー向上のため、警察など関係機関と連携し、各種啓発の強化に努

めます。
　　▶�警察など関係機関と連携し、信号機や横断歩道等の交通安全施設の整備を進めると

ともに、放置車両対策の充実を図るなど、交通安全対策を強化します。

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

刑法犯認知件数*　 545件 287件 現状値より
低い数値

消費者教室、出前講座参加者数 － 357人 400人
交通事故発生件数　 246件 109件 120件
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2  自助・共助*・公助による
　　防災・減災対策の推進

現状と課題

　本市は、降雨の状況等により木津川、淀川本流の水位が内水位より高くなる地形となっ
ており、一部地域において古くから洪水などの水害に何度も見舞われてきた歴史がありま
す。近年は突発的に集中豪雨が発生し、１時間に100ミリ前後の猛烈な雨が観測される記
録的短時間大雨情報の発令に到るケースも各地で見受けられます。平成25（2013）年の
台風18号では大雨特別警報が発令され、床上・床下浸水や土砂災害に加え、農作物、文
化財等への被害が発生したほか、平成29（2017）年の台風21号、令和元（2019）年の
台風19号による大雨で木津川の水位が上がるなど、水害のリスクが生じています。また、
平成30（2018）年には大阪府北部地震が発生しました。南海トラフ巨大地震や有馬・高
槻断層*を震源地とする地震が起きた際には、本市でも震度6以上のゆれによる甚大な被
害の発生が想定されています。
　これらの災害に備えて、「八幡市地域防災計画」に基づき、災害に強い防災体制の確立
や都市構造の形成、地域ごとの避難場所の指定や避難計画の作成、情報伝達手段の多重化、
京都府の「公的備蓄等に係る基本的な考え方」に基づく計画的な災害備蓄品の備蓄等に取
り組んできました。また、災害時の自治体間連携の推進と職員の災害対応能力育成に向け、
市外での災害発生時には市からも応援職員の派遣を行っています。加えて、各地域の自主
防災組織等においては、地域での防災訓練など災害への備えが進められてきています。
　さらには、平成28（2016）年の熊本地震の際、一部市町では庁舎の損壊により災害対
策本部が設置できず、災害対応に支障が生じるなどの事態が発生したことから、市役所本
庁舎が耐震化されていないことなどのリスクが再認識されました。このことから、国の市
町村役場機能緊急保全事業を活用し、防災拠点としての機能を備えた新庁舎を建設しまし
た。
　今後も、「八幡市国土強靭化地域計画（令和２年）」を推進し、災害に強い都市基盤の整
備など防災・減災対策の充実を進めていくことに加え、災害時の被害を可能な限り軽減す
るための危機管理体制を強化していく必要があります。また、市民自らが日頃から防災へ
の知識を取り入れ、十分な備えをしておくことや、地域での助け合いの共助*体制の構築・
充実を進めるなど、自助・共助*・公助による防災・減災対策を進めていくことが必要です。
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京都府による八幡市内の地震被害想定（防災ハザードマップ）
（南海トラフ巨大地震に伴う人的・物的被害想定）

（参考）内閣府のデータを基にした京都府被害想定

（有馬・高槻断層*の地震に伴う被害想定）

（資料提供）京都府地震被害想定調査委員会

項目項目 被害状況（人）被害状況（人）

死者数 20

負傷者数 340

人的被害 負傷者数　うち重傷者数 40

要救助者数 110

短期避難者数 －

項目項目 被害状況（人）被害状況（人）

死者数 260

負傷者数 2,410

人的被害 負傷者数　うち重傷者数 320

要救助者数 1,360

短期避難者数 23,390

項目項目 被害状況（棟）被害状況（棟）

建物被害

全壊 480

半壊・一部半壊 －

焼失建物 450

項目項目 被害状況（戸）被害状況（戸）

建物被害

全壊 5,370

半壊・一部半壊 6,440

焼失建物 760

（関連情報・データ等）
近年の主な浸水被害

（資料）八幡市

発生年月日発生年月日 原因原因
浸水戸数（戸）浸水戸数（戸） その他のその他の

被害等被害等床上床上 床下床下

平成24年8月14日 豪雨 28 280 がけ崩れ
農作物被害

平成25年9月16日 台風18号 30 856 がけ崩れ
農作物被害
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（資料）八幡市

主な取組と方向性

●● 危機管理体制の強化
　　▶�災害の未然防止及び減災対策を計画的・総合的に進めるため、「八幡市地域防災計画」

に基づき、市の危機管理体制の強化を図ります。
　　▶�災害発生時に市役所自体が被災し、人員や物資、情報が限られるような状況になっ

た場合でも適切に業務を進められるよう、優先業務等を定めた業務継続計画の適正
な運用に努めます。

　　▶�災害備蓄品の計画的な更新を図ります。
　　▶�災害時において防災拠点としての機能を維持することができる新庁舎の運用に努め

ます。
　　▶�災害時の広域的な連携・支援が図られるよう、多様な機関との広域的な災害対応ネッ

トワークの構築を進めます。
　　▶�国民保護事案等への対応力の強化を図ります。
　　▶�ドローンを活用した情報収集能力、防災アプリを活用した情報発信能力の強化を推

進します。

●● 自助・共助*による防災・減災
　　▶�市民の防災行動力の向上に向け、防災知識・情報の入手や家庭での備蓄・家具転倒

防止などの対策の充実を促進します。
　　▶�自主防災組織による防災活動の活発化や地区防災計画の策定を促進します。
　　▶�障がいや高齢により配慮が必要な人の避難について、自治会や民生児童委員協議会

152

〈基本計画〉 第6章 持続可能な「安心・安全のまち　やわた」



子ども防災デイキャンプ 安全・安心のまちづくりパレード

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

地区防災計画策定地域数　 2地域 5地域 20地域
災害時要援護者台帳の登録要援護者数 432人 331人 800人
福祉避難所*協定締結施設数　 8施設 12施設 14施設
住宅耐震化率　 86.1％ 92.5％ 95％以上

施策の進捗をはかる指標

などの協力により支援を行う災害時要援護者支援対策事業*を推進します。
　　▶�障がいや高齢により配慮が必要な人が災害時に安心して避難できるよう、福祉避難

所*の確保や福祉避難所*向け災害備蓄品の計画的な更新を行います。
　　▶�帰宅困難者対策の検討を行います。

●● 災害に強いまちづくり
　　▶�木津川、宇治川、桂川において、「河川整備計画」に基づく樋門の改築、河川内の

樹木伐採等の治水事業を促進します。
　　▶�１級河川宇治川と木津川に囲まれた堤内農地の湛水被害防止のため、川北排水機場

の排水ポンプ機能の長寿命化を進めます。
　　▶�土砂災害の防止に向け、急傾斜地の調査や治山対策を推進します。
　　▶�木造住宅の耐震化を促進します。
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3  火災予防・消防活動の推進

現状と課題

　市消防本部では、火災に伴う消火活動や災害、事故、疾病等に伴う救急・救助活動、火
災予防活動等を適切に行うことができるよう、職員の育成や消防資機材、車両等の整備を
計画的に行い、消防体制の充実を図ってきました。また、消防団を設置し、団員による消
火活動等を行っています。予防活動では、市民・事業者への火災予防啓発、女性防火推進
隊による高齢者への防火訪問、防火推進連絡会による高齢者への電気ガス無料点検などを
実施しています。さらに、東日本大震災や熊本地震の際には、本市消防本部からも緊急消
防援助隊*として出動し、現地の災害対応を支援しました。
　火災出動件数は、減少傾向となっているものの、市民への防火意識の普及啓発を通じて、
さらなる火災予防に取り組むことが必要です。また、救急出動件数については、少子高齢
化等により増加傾向となっており、今後も増加が見込まれます。さらに、新名神高速道路
の全線開通を令和９（2027）年に控え、これまで経験したことのないような特殊災害*
事故の発生も考えられることから、近隣市町と連携した広域的な消防活動・救急体制の整
備の必要性も高まることが見込まれています。
　市民が安心して暮らし続けられるように、消防訓練や火災予防啓発活動等を継続し、防
火意識のさらなる高揚を図ることが必要です。また、迅速かつ効率的な消防活動を行うこ
とができるよう、東部地区の災害に対し消防分署を整備するとともに、消防体制・資機材
の確保、職員の育成、消防団員の確保・育成など消防力を強化していく必要があります。

（関連情報・データ等）
火災出動件数
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（資料）八幡市「消防年報」
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救急出動件数
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（資料）八幡市「消防年報」

（資料）八幡市「消防年報」
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災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 消防訓練（石清水八幡宮）

主な取組と方向性

●● 火災予防　
　　▶�火災予防運動（秋春の年２回）や地域防災訓練等を通じ、市民の防火意識・住宅火

災予防等の高揚を図ります。
　　▶�高齢者や災害弱者等に対する防火啓発の訪問指導を実施します。
　　▶�市内各事業所等の消防訓練指導を通じ、防火意識の高揚、防火管理体制の充実を図

ります。

●● 消防力の強化　
　　▶�訓練や研修、各種資格取得を通じて消防職員を育成し、消防及び救急・救助への機

動的な対応力の向上を図ります。
　　▶�消防車・救急車の計画的な更新と消防資機材の整備を図ります。
　　▶�大規模又は広域的な災害に対応するため、近隣市町に加え、他府県消防組織との広

域的な連携強化を図り、緊急消防援助隊*の登録隊数の増隊を進めます。
　　▶�訓練等を通じた消防団員の育成及び活動の充実を進めるとともに、水防事務組合*

との連携により水防活動の充実を図ります。
　　▶�多種多様化する災害や増加傾向にある救急事案への対応及び新名神高速道路の全線

開通を見据え、消防分署の整備を推進します。

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

火災発生件数　 23件 10件 現状値より
低い数値
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男山地域の全景

第3節　持続可能な暮らしの基盤づくり

 めざす姿

人口減少社会の中にあっても、住みたい、住み続けたいと思える豊かで持続可能な暮
らしの基盤が整っています。

 施策体系

 施策の背景
　京都と大阪の間に位置する本市は、交通利便性の高い住宅都市として発展してきました。
特に、昭和40年代後半には、日本住宅公団（現　独立行政法人都市再生機構）の男山団
地開発等により人口が大きく増加し、それに伴う形で、インフラ施設の整備を進めてきま
した。これらの社会基盤は、整備から50年あまりが経過する中で、老朽化等の課題がみ
られるようになっています。また、高齢化への対応や防災・減災対策の観点から改修等が
必要となっている公共施設・インフラ施設もあります。
　本市では、人口減少に歯止めをかけるため、定住、転入促進に取り組んでいますが、長
期的にみると、本市の人口は減少が進んでいくものと考えられます。また、少子高齢化や
既存の住宅の老朽化、住宅ニーズの変化等に伴い、適切な管理が行われていない空き家が
さらに増加していくものと考えられます。そのため、今後とも必要となる社会基盤を見極
め、適切に維持・更新を行うとともに、生活都市としての魅力を向上させることで、豊か
で持続可能な暮らしを整えていく必要があります。

持続可能な暮ら
しの基盤づくり

①生活都市としての魅力の向上
②公共施設の適正管理とインフラ施設の更新・耐震化・長寿命化

【関係するSDGsのゴール】
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親子で防災大運動会（男山やってみよう会議）

1  生活都市としての魅力の向上

現状と課題

　本市は、男山団地の開発により、昭和40年代後半から全国でも屈指の人口急増を経る
とともに、近年は欽明台・美濃山地区の住宅開発が進み、現在の生活都市を形成してきま
した。平成５（1993）年には人口のピークを迎え、その後、年によって増減はあるものの、
傾向としては緩やかな減少が続いています。令和２（2020）年の住民基本台帳の移動状
況においても、同様の状況が継続しており、都市機能を維持していくためには、社会減を
抑制していかなければなりません。そのため、「生活都市」としての本市の魅力をこれま
で以上に情報発信するとともに、新名神高速道路の全線開通のインパクトを活かし、都市
的な土地利用を進め、市内に仕事の場や暮らしを楽しめる場を有するより多機能な力を有
したまちへの転換を進めるなど、「量」だけではなく「質」を高めるまちづくりが重要となっ
ています。
　また、本市では、人口の約３分の１が居住する男山地域のまちづくりについて、再生基
本計画及び男山地域まちづくり連携協定*に基づき、「だんだんテラス*」の開設・運営、
市民の活動の場「男山やってみよう会議*」の設置・サポート、地域子育て支援施設「お
ひさまテラス*」の開設・運営、地域包括ケア複合施設*の開設・地域連携に向けた支援等
に取り組んでいます。今後も、地域再生の取組を継続していくとともに、老朽化した団地
型分譲集合住宅の建替えを促進していくことが必要です。
　さらに、適切に管理されていない空き家については、「八幡市空家等対策計画（令和３年）」
に基づき所有者への適切な指導等や未活用ストックとしての利活用方策の検討を引き続き
進めていく必要があります。
　公営住宅については、「八幡市市営住宅長寿命化計画（令和元年）」および「市営住宅ス
トック総合活用計画（令和元年）」に基づき集約・長寿命化等の整備を行っています。今
後も、引き続きストックの有効活用を図るとともに、居住者のニーズを踏まえ、市営住宅
のあり方を検討していくことが必要となっています。
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住宅の所有関係別世帯数の割合
（持ち家）

居住なし
20％未満
20％～40％未満
40％～60％未満
60％～80％未満
80％以上
秘匿値

（関連情報・データ等）
転入・転出者の推移
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（資料）八幡市
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（公団・公営等借家）

居住なし
20％未満
20％～40％未満
40％～60％未満
60％～80％未満
80％以上
秘匿値

（民営借家）

（資料）総務省「国勢調査」

居住なし
20％未満
20％～40％未満
40％～60％未満
60％～80％未満
80％以上
秘匿値
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主な取組と方向性

公営住宅管理戸数（各年4月1日現在）
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（資料）八幡市

●● 居住地としての八幡市の魅力発信　
　　▶�住宅地の特徴や性質を踏まえたメリハリのある居住地の形成を図るとともに、若い

世代に魅力的な住まいの供給を促進します。
　　▶�子育て環境や交通アクセス、豊かな自然・歴史文化など、「心豊かに暮らしを楽し

める」居住地としての魅力発信を進めます。

●● 男山地域の再生　
　　▶�京都府を立会人とする関西大学・独立行政法人都市再生機構西日本支社・八幡市に

よる男山地域まちづくり連携協定*に基づく各分野の取組を進めます。
　　▶�団地型分譲集合住宅の建替え支援を進めます。

●● 空き家の発生抑制及び適正な管理と活用
　　▶�管理不全空き家の適正な管理について、適切な指導を図ります。
　　▶�官民協働による空き家の利活用を進めます。
　　▶�空き家問題に関する意識啓発や発生抑制に関する情報発信に努めます。

161



附
属
資
料

序

　論

基
本
計
画

だんだんテラス 男山団地のリノベーション住戸

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

居住誘導区域*内の人口密度【再掲】 － 71人/ha 72人/ha

管理不全空き家数 － 135件 現状値より
低い数値

市営住宅等耐震化棟数 67棟 71棟
(87.7％ )

81棟
(100％ )

市営住宅等長寿命化改善棟数
（外壁改修・屋上防水）   1棟   4棟 18棟

●● 公営住宅の適正管理　
　　▶�市営住宅ストック総合活用計画に基づき、建物ごとに改善事業等を実施します。ま

た、必要なストック数や移転・集約について検討するとともに、幅広い年齢層のニー
ズに対応するため、安全性の確保、居住性の向上、バリアフリー化を図ります。

　　▶�安全で快適な住まいを長く確保するため、市営住宅等長寿命化計画に基づき、非木
造市営住宅の長寿命化を図ります。
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2  公共施設の適正管理とインフラ施設の
　　更新・耐震化・長寿命化

現状と課題

　昭和40年代後半以降の人口急増に対応するため整備を進めてきた公共施設・インフラ
施設に、近年、老朽化等の課題がみられるようになっています。また、防災・減災の観点
から耐震化を計画的に進めていますが、必要な耐震改修ができていない施設もみられます。
今後、人口の減少が見込まれる中、改修経費が増

ぞう
嵩
すう

するとみられる公共施設については、
市民ニーズを踏まえ、維持する公共施設の選択と集中を行うファシリティマネジメント*
が重要な課題となっています。
　そのような中、市民サービスを持続的に提供していくため、「八幡市公共施設等総合管
理計画（令和４年改訂）」や「八幡市個別施設計画」に基づき、公共施設等の適正な配置
や計画的な保全・整備・長寿命化を進めていく必要があります。また、用途を廃止する公
共施設の活用も進めていかなければなりません。
　上水道・下水道は、ともに企業会計へと移行して事業運営を行い、窓口業務等の民間委
託の実施による業務の効率化・徴収率の向上を図っています。しかし、給水人口の減少や
節水機器の普及等により給水需要の減少が見込まれる中、今後は「八幡市水道ビジョン（令
和３年）」、「八幡市下水道事業経営戦略（令和３年）」に基づき、財政の健全化やライフサ
イクルコスト*の低減といった課題に対応していく必要があります。

（関連情報・データ等）
公共施設、インフラ施設の現状　（令和2年度）

※都市公園は、淀川河川公園背割提地区及び松花堂庭園を除く。
（資料）八幡市

分類分類 総数、総延長総数、総延長 総面積総面積

公共施設 156施設 224,322.01㎡（延床面積）

インフラ施設

　道路 253,196ｍ 1,640,935㎡

　橋りょう 144本 9,045㎡

　上水道管路 284,972ｍ ―

　下水道管路 281,481ｍ ―

　都市公園 92箇所 417,853㎡

　河川 2.8km 213.5ha（流域面積）
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上下水道事業の経常収支比率*（令和3年度）

（資料）八幡市

主な公共施設と分類別施設数

（資料）八幡市

水道事業 102.74％

下水道事業 102.48％

※経常収益の経常費用に対する割合を示す指標であり、100％以上であることが望ましい。

大分類大分類 中分類中分類
平成27年時点平成27年時点 令和3年現在令和3年現在

施設数施設数 延べ床面積延べ床面積 施設数施設数 構成比構成比 延べ床面積延べ床面積 構成比構成比
市民文化系施設 12施設 15,644.49㎡ 12施設 7.7% 16,138.61㎡ 7.2%

集会施設 11施設 5,444.84㎡ 11施設 7.1% 5,950.96㎡ 2.7%
文化施設 1施設 10,199.65㎡ 1施設 0.6% 10,187.65㎡ 4.5%

社会教育系施設 7施設 11,606.99㎡ 7施設 4.5% 11,256.61㎡ 5.0%
図書館 2施設 2,588.12㎡ 2施設 1.3% 1,817.00㎡ 0.8%
博物館等 5施設 9,018.87㎡ 5施設 3.2% 9,439.61㎡ 4.2%

スポーツ・レク
リエーション系
施設

4施設 7,743.25㎡ 4施設 2.6% 8,108.82㎡ 3.6%
レクリエーション施設・観光施設 3施設 2,911.24㎡ 3施設 1.9% 3,299.82㎡ 1.5%
スポーツ施設 1施設 4,832.01㎡ 1施設 0.6% 4,809.00㎡ 2.1%

学校教育系施設 15施設 85,107.49㎡ 15施設 9.6% 84,214.91㎡ 37.5%
小学校 8施設 51,444.58㎡ 8施設 5.1% 50,899.00㎡ 22.7%
中学校 4施設 31,207.00㎡ 4施設 2.6% 30,599.00㎡ 13.6%
その他学校教育施設 3施設 2,455.91㎡ 3施設 1.9% 2,716.91㎡ 1.2%

子育て支援施設 29施設 18,397.45㎡ 28施設 17.9% 18,600.28㎡ 8.3%
幼稚園、保育園、認定こども園 12施設 13,218.08㎡ 12施設 7.7% 13,513.00㎡ 6.0%
児童施設 17施設 5,179.37㎡ 16施設 10.3% 5,087.28㎡ 2.3%

保健・福祉施設 13施設 8,835.51㎡ 11施設 7.1% 8,760.77㎡ 3.9%
高齢福祉施設 5施設 2,327.60㎡ 4施設 2.6% 2,280.00㎡ 1.0%
障がい福祉施設 2施設 857.74㎡ 2施設 1.3% 857.00㎡ 0.4%
児童福祉施設 1施設 624.60㎡ 1施設 0.6% 689.77㎡ 0.3%
その他保健・福祉施設 5施設 5,025.57㎡ 4施設 2.6% 4,934.00㎡ 2.2%

行政系施設 28施設 17,002.49㎡ 28施設 17.9% 17,496.98㎡ 7.8%
庁舎等 3施設 13,288.16㎡ 4施設 2.6% 13,781.67㎡ 6.1%
消防施設 21施設 3,479.72㎡ 20施設 12.8% 3,480.70㎡ 1.6%
その他行政系施設 4施設 234.61㎡ 4施設 2.6% 234.61㎡ 0.1%

公営住宅 17施設 41,348.48㎡ 16施設 10.3% 41,778.02㎡ 18.6%
公営住宅 17施設 41,348.48㎡ 16施設 10.3% 41,778.02㎡ 18.6%

医療施設 2施設 200.84㎡ 1施設 0.6% 135.67㎡ 0.1%
医療施設 2施設 200.84㎡ 1施設 0.6% 135.67㎡ 0.1%

その他 36施設 18,079.36㎡ 34施設 21.8% 17,831.34㎡ 7.9%
その他 36施設 18,079.36㎡ 34施設 21.8% 17,831.34㎡ 7.9%

合計 163施設 223,966.35㎡ 156施設 100.0% 224,322.01㎡ 100.0%
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主な取組と方向性

●● 公共施設の適正管理　
　　▶�「八幡市公共施設等総合管理計画」及び「八幡市個別施設計画」に基づき、施設分

類別の適正な配置及び計画的な保全を推進するとともに、旧小学校施設の今後のあ
り方について具体的な検討を行います。

　　▶�各施設の利用状況や必要性を考慮した優先順位付けを行うとともに、「八幡市建築
物耐震改修促進計画」の目標を踏まえ、早期の効率的かつ効果的な耐震化を図りま
す。

　　▶�公共施設等の整備・運営に民間の資金や創意工夫を活用することにより、効果的か
つ効率的で良好な公共サービスを実現するため、官民連携手法の導入を検討します。

●● 快適な道路環境の整備　
　　▶�幹線道路について、路面性状調査の実施及び舗装補修計画に基づく適切な維持補修

を図ります。
　　▶�生活道路について、利用者の安全性と快適性を高めるため、改良や狭小道路の整備

に努めます。
　　▶�橋りょうについて、５年に１度の点検を行い、「八幡市橋りょう長寿命化修繕計画」

に基づく適切な維持管理に取り組みます。

●● 上下水道事業の健全な運営　
　　▶�健全な事業経営を行うため、水道料金及び下水道使用料の徴収率向上に努めます。
　　▶�水道水の安定供給のため、上水道施設・管路のさらなる耐震化を図ります。
　　▶�下水道施設の維持管理の充実を図るため、老朽化する施設の効率的な耐震化及び長

寿命化を推進します。
　　▶�「八幡市水道ビジョン（令和３年）」、「八幡市下水道事業経営戦略（令和３年）」に

基づき、将来を見据え、水道事業及び下水道事業の持続可能な運営に取り組みます。
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美濃山高区配水場

月夜田受水場

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

公共施設の耐震化率 80.2％ 84.5％ 100％
上水道管路全体の耐震適合率 22.8％ 27.0％ 34.0％
基幹管路の耐震適合率 － 32.7％ 40.0％
重要給水施設配水管路の耐震適合率 － 38.8％ 45.0％
配水池の耐震化率 96.8％ 98.6％ 100％
下水道施設の耐震化率 30.0％ 33.8％ 39.5％
徴収率（水道料金） 92.5％ 94.8％ 95.2％
徴収率（下水道使用料） 92.8％ 95.0％ 95.5％
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子ども会議　市長への提言

第4節　戦略的な行財政経営

 めざす姿

健全で持続可能な財政運営の下、これからの時代にふさわしい市役所の体制が整い、
効果的・効率的な行政サービスが提供されています。

 施策体系

 施策の背景
　少子高齢化・人口減少社会の到来等に伴い、今後も厳しい財政状況が続くことが見込ま
れている中、地方創生の推進により、これまで以上に創意工夫を凝らして個性ある地域づ
くりを進めていくことが求められています。また、SDGsの観点からも、あらゆる側面で
持続可能な行財政経営が求められています。
　そこで、健全で持続可能な財政運営の下、複雑かつ多様な課題に対応できる機動的で弾
力的な組織の運用と人材マネジメントを図り、新たな行政課題に応える効果的・効率的な
行政サービスを提供していく必要があります。
　複雑かつ多様化する諸課題に対し、市民の声を把握し、内外の環境変化を様々な観点か
ら分析した上で、選択と集中により、歳入歳出のバランスを維持しながら、市民等との協
働、多様な担い手によるサービスの提供、部門間連携等を行うなど複眼的な視点をもった
戦略的な経営を行うことが求められています。

戦略的な
行財政経営

①健全で持続可能な財政運営
②意欲と能力にあふれた組織と職員づくり
③新たな需要に応える効果的で効率的な行政サービスの提供

【関係するSDGsのゴール】
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（関連情報・データ等）
行財政改革効果額の推移

（資料）八幡市

1  健全で持続可能な財政運営

現状と課題

　本市では、数次にわたる行財政改革を推進してきましたが、歳入面においては、少子高
齢化に伴う生産年齢人口の減少等により、個人市民税収入の増収が今後も期待できない状
況にあり、法人税収入が少ない本市においては、今後の財政運営を大きく左右するものと
なっています。
　一方、歳出面においては、社会保障関係経費等の義務的経費*の増加が見込まれ、さら
に子育て支援施策や各公共施設の耐震化・老朽化対策をはじめとする防災・減災対策を行っ
ていく必要があることから、歳入歳出のバランスを維持していくことがこれまでにも増し
て困難になっています。
　健全で持続可能な財政運営をめざし、歳入確保のため、税収納率の向上や未収金対策の
強化、土地利用の見直しによる税源涵

かん
養
よう

策の展開等に取り組むこと、歳出抑制のために、
公共施設の管理の適正化によるトータルコストの削減、多様な担い手による行政サービス
の改革、事務事業の見直し等に取り組んでいくことが必要です。

年度年度 取組件数 取組件数 
（件）（件）

効果額 効果額 
（百万円）（百万円）

第5次行財政改革

平成23年度 64 163.7
平成24年度 51 108.1
平成25年度 46 286.5

小計 161 558.3

単年度取組
平成26年度 90 34.1

小計 90 34.1

第6次行財政改革

平成27年度 48 400.2
平成28年度 48 358.0
平成29年度 40 401.8

小計 136 1160.0

単年度取組
平成30年度 96 590.0

小計 96 590.0

第7次行財政改革

令和元年度 63 318.5
令和2年度 57 285.6
令和3年度 60 961.2

小計 180 1565.3

単年度取組
令和4年度 
（目標値） 61 84.6

小計 61 84.6
合計 724 3992.3
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固定資産税
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3,887
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3,938 3,922

3,811

3,846 3,839

3,765
3,606

677 734 718
552 631

経常収支比率*

（資料）八幡市

将来負担比率*

（資料）八幡市

市税（個人・法人・固定資産）の推移

（資料）八幡市
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主な取組と方向性

●● 計画的な行財政改革の推進　
　　▶�持続可能な財政運営を行うため、中期財政見通しを踏まえた行財政改革を推進しま

す。
　　▶�新地方公会計制度に基づき、財政状況の公表を推進します。

●● 歳入の確保　
　　▶�市税・保険料等の公平・公正な確保を図るとともに、「八幡市債権管理条例」に基

づく私債権*の収納率向上を図ります。
　　▶�新名神高速道路の整備など企業立地の機運の高まりを踏まえた土地利用の見直しを

行い、税源涵
かん

養
よう

策の展開を図ります。
　　▶�行財政改革の計画を踏まえた使用料・手数料水準の見直しに努めます。
　　▶�税外収入の確保を図るため、公有財産の利活用に取り組みます。
　　▶�ふるさと納税制度の活用をはじめ、多様な収入源の確保に取り組みます。

●● 歳出の抑制　
　　▶�公共施設の維持管理経費等の抑制を図るため、固定資産台帳に基づく公共施設等の

マネジメントを推進します。
　　▶�限られた体制の中で、多様化する市民のニーズに対応していくため、民間事業者が

業とする事業を中心に多様な担い手による行政サービスの提供を検討します。
　　▶�行財政改革の計画を踏まえた第３セクター*の運営改善を検討します。
　　▶�限られた財源を効果的に活用するため、効果的なスクラップアンドビルドの仕組み

づくりを検討します。

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

行財政改革による効果額
（平成28年比累計効果額） 317百万円 2,634百万円 3,934百万円

経常収支比率*　 99.7％ 91.5％ 94.8％
将来負担比率*　 23.4％   0.0％ 25.9％
収支改善　 － － 13億円
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一般行政部門普通会計部門総職員数
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541
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609

549

391

615

555

392

（関連情報・データ等）
職員数の推移（各年4月1日現在）

2  意欲と能力にあふれた組織と職員づくり

現状と課題

　簡素で効率的な行政体制を整備するため、定員純減の数値目標を掲げた５カ年の集中改
革プラン（平成17年度～平成21年度）に取り組んだ結果、平成22（2010）年には、国
の要請目標（5.7％）を上回る8.7％の定員の純減を達成しました。その後、団塊の世代
の職員の大量退職に伴い、新たな職員の採用が進み、若い職員の構成割合が増えてきてい
ます。
　新たな行政需要への対応にあたっては、組織横断的な取組や様々な外部組織との連携・
調整が必要となることが考えられます。そのため、多様な人材を確保しながら、難しい課
題に対しても前向きに取り組もうとする職員を育むとともに、複雑かつ多様な諸課題に機
動的に対応するための人材マネジメントの強化と組織の弾力的な運用に取り組むことが必
要です。

（資料）八幡市
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市役所新規採用職員研修

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

60
歳
以
上

56
〜
59

52
〜
55

48
〜
51

44
〜
47

40
〜
43

36
〜
39

32
〜
35

28
〜
31

24
〜
27

20
〜
23

20
歳
未
満

（％）

構成比
5年前の構成比

年齢別職員構成の状況（令和4年4月1日現在）

（資料）八幡市

区　分
20歳

未満

20歳

〜

23歳

24歳

〜

27歳

28歳

〜

31歳

32歳

〜

35歳

36歳

〜

39歳

40歳

〜

43歳

44歳
〜

47歳

48歳

〜
51歳

52歳

〜

55歳

56歳

〜

59歳

60歳

以上
計

職員数 3人 37人 60人 83人 107人 87人 62人 52人 45人 34人 39人 6人 615人
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施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

時間外勤務が年間300時間を超える職員数 － 76人 50人以下
地域活動参加職員の割合　 71.2％ 38.0％ 85.0％

主な取組と方向性

●● 人材マネジメントの強化
　　▶�必要となる職員の確保と効果的・効率的な人員配置の推進を図ります。
　　▶�職員の基礎能力及び政策立案能力、業務改善能力等の向上のため、充実した職員研

修に取り組みます。
　　▶�職員の意欲を高める働き方改革を推進するため、時間外勤務の削減に取り組むとと

もに、若手職員の積極的な登用・評価制度の効果的な活用を図ります。

●● 組織の弾力的な運用
　　▶�複雑かつ多様化した諸課題に的確かつ機動的に対応するため、複数の部署による連

携組織の設置等、組織横断的な取組を推進します。
　　▶�組織全体の最適化を図るため、横断的な応援体制の構築を図ります。

●● 公共を担う職員としての意識の向上　
　　▶�社会の一員としてのマナーの保持に加え、環境への配慮や個人情報保護・情報セキュ

リティの徹底、障がい者への合理的な配慮など、行政職員としての自覚を持った職
務の遂行に努めます。

　　▶�市民協働を推進するにあたり、職員も地域の一員として貢献するため、職員の地域
活動への参加を促進します。
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市役所市民プラザ

3  新たな需要に応える効果的で効率的な
　　行政サービスの提供

現状と課題

　本市では、これまで、「総合計画」及びその「実施計画」に基づき、各分野の個別計画
と整合を図りながら計画的な行政を推進してきました。また、「第２期八幡市まち・ひと・
しごと創生総合戦略（令和２年）」に基づき、より「多機能な力を有した」まちへの転換
を進めるなど、「量」だけではなく「質」を高める取組を進めているところです。
　新たな需要に応え、より効果的で効率的な行政サービスの提供を図るためには、限られ
た資源（職員、財源等）の下、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）
のサイクル（PDCAサイクル）の中で、選択と集中が必要となります。特に、実行段階に
おける情報発信と、計画・評価・改善の段階における市民の声や環境変化の様々な観点か
らの分析が不可欠となります。
　これまで、広報活動としては、「広報やわた」の作成・配布や転入者への「やわたガイド」
などの配布に加え、八幡市公式ホームページやSNSの活用等により、市内外への情報発信
を行ってきました。広聴活動としては、「やわたご意見たまて箱」による市民の意見・要
望の把握や市の各種計画・施策形成過程における審議会等委員への市民公募委員選任、パ
ブリックコメント募集、アンケート調査などにより、市民の声の把握に努めてきました。
　今後、市がどのようなまちづくりを進めるのか、市民がどのような行政サービスを受け
ることができるのか、わかりやすく伝達・説明していくことが必要であり、その中から新
たな需要を見出だしていくことも大切です。また、市民の市への信頼を高めていくため、
情報公開や市民と行政との双方向のコミュニケーションとともに、個人情報の保護やセ
キュリティの対策が必要となります。
　アフターコロナを見据えながら、限りある行政資源を効果的に活用していくため、自治
体DX*（行政のデジタル化）を推進するとともに、民間活力の活用を進めていく必要があ
ります。
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（関連情報・データ等）
市政情報の発信状況

発信媒体発信媒体 概要概要

広報やわた 市政情報やイベント情報、まちの話題などを掲載し、毎月１回発行。

やわたガイド くらしの手続き情報、ごみの分け方・出し方、市内マップなどを掲載。

ホームページ 市政情報などを随時発信。

Instagram（インスタグラム） 市の観光スポットやイベント、四季折々の風景など、写真を通して市の魅力を随時発信。

Twitter（ツイッター） 市政情報やイベント情報、災害などの緊急情報のほか、八幡市の魅力を随時発信。

LINE（ライン） 市政情報やイベント情報、災害情報など、随時発信。

YouTube（ユーチューブ） 市の魅力や取組などを随時発信。

主な取組と方向性

●● 持続可能な行政経営を支えるPDCAサイクルの実施
　　▶�第５次八幡市総合計画及び各個別計画の進捗確認を行い、評価及び効果を検証し、

その結果を公表します。
　　▶�第５次八幡市総合計画及び各個別計画の改訂並びに新規施策の構築においては、市

民参画組織の設置、パブリックコメントの募集、市民アンケート調査及び統計デー
タによる分析等により、市民の声や環境の変化を効果的に反映させながら、新たな
行政需要に対応できるよう取り組みます。

●● 効果的・効率的な行政サービスの提供
　　▶�複雑かつ多様な行政課題に対応するため、八幡市の特性や強み等の資源を最大限に

活用しながら、近隣自治体、民間組織等の多様な担い手と連携して取り組みます。
　　▶�行政コストの削減を図るため、ICT*の活用等による業務の効率化に取り組みます。
　　▶�社会保障・税番号制度については、法に基づき適切な運用を図る中で、マイナンバー

カードの活用など市民サービスの向上につながる取組の検討に向け、制度の動向を
注視します。

　　▶�市役所新庁舎の建設を契機に、市民にとってさらにわかりやすく利用しやすい窓口
のあり方等を検討します。

　　▶�市民サービスの向上を図るため、ICT*機器の活用等による窓口でのわかりやすい
説明に努めます。

　　▶�アフターコロナを見据え、窓口業務のさらなる効率化を推進します。

（資料）八幡市
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行財政改革検討審議会の答申 市役所窓口

●● 市の魅力と情報発信の充実
　　▶�時代に即した、わかりやすい市政情報等の発信に向け、ホームページを主軸に、

LINEや動画配信などのSNSを活用するなど、目的に応じた情報提供方法の活用を
推進します。

　　▶�公正で公平な透明性の高い市政を進めるため、情報公開制度の適切な運用を推進し
ます。

●● 個人情報保護と情報セキュリティ
　　▶�個人の権利と利益を保護し、本市に対する市民の理解と信頼を深めるため、組織的

な個人情報保護を推進します。
　　▶�情報セキュリティに関する職員への研修や啓発、訓練等を実施し、適切な運用を図

ります。

施策の進捗をはかる指標

指標名指標名
計画当初値計画当初値 現状値現状値 目標値目標値
平成28年平成28年 令和３年令和３年 令和９年令和９年

八幡市の行政の取組への満足度　 71.4％ 74.2％
（R4） 80.0％

マイナンバーカード交付率 － 45.4％
（R4.10） 100％

ホームページアクセス件数　 494,975件 2,068,662件 950,000件
LINE公式アカウントの友だち登録者数 － 2,908人 7,000人
審議会等委員の市民公募委員の割合 7.2％ 11.2％ 20.0％
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Ⅰ．策定経過

1  八幡市総合計画検討懇談会

2  総合計画策定委員会

令和４（2022）年

８月24日 第１回八幡市総合計画検討懇談会開催
　（�委員委嘱、第５次八幡市総合計画後期基本計画（序論）検討、 

市民アンケート調査実施等）

10月19日 第２回八幡市総合計画検討懇談会開催
　（第５次八幡市総合計画後期基本計画（第１章～第３章）検討）

11月 4日 第３回八幡市総合計画検討懇談会開催
　（第５次八幡市総合計画後期基本計画（第４章～第６章）検討）

11月24日 第４回八幡市総合計画検討懇談会開催
　（第５次八幡市総合計画後期基本計画（中間案）、市民アンケート調査結果）

令和５（2023）年
１月27日 第５回八幡市総合計画検討懇談会開催

　（パブリックコメント結果、第５次八幡市総合計画後期基本計画（最終案））

令和４（2022）年

６月20日 第１回総合計画策定委員会開催

８月15日 第２回総合計画策定委員会開催

11月 7日 第３回総合計画策定委員会開催

11月21日 第４回総合計画策定委員会開催

令和５（2023）年

２月 6日 第５回総合計画策定委員会開催
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4  市民参画の取組

3  総合計画策定幹事会
令和４（2022）年

８月 1日 第１回総合計画策定幹事会開催

10月14日 第２回総合計画策定幹事会開催

10月25日 第３回総合計画策定幹事会開催

11月15日 第４回総合計画策定幹事会開催

令和５（2023）年

１月20日 第５回総合計画策定幹事会開催

令和４（2022）年

８月 4日～
23日

八幡市のまちづくりのための「市民アンケート調査」実施
　対象：18歳以上の八幡市民3,009名
　　　　有効回答数976票
　　　　［有効回収率：32.4％］　

令和４（2022）年～令和５（2023）年

12月20日～
１月10日

パブリックコメントの募集
　（八幡市ホームページ、広報やわた、SNS、市内公共施設で「第５次八幡市
　総合計画後期基本計画（中間案）」を公表）
　件数：２名６件
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Ⅱ．市民アンケート調査

1  調査の目的と概要

⑴　調査の目的
　行政運営の基本方針である総合計画の中間見直しを行うにあたって、八幡市のこれまで
の取組への評価やまちづくりのあり方などについての市民の意見を把握し、中間見直しの
参考資料とするために実施しました。

⑵　調査の概要
① 調査方法

調査名称調査名称 八幡市のまちづくりのための「市民アンケート調査」
実施期間実施期間 令和４（2022）年８月４日（木）～８月23日（火）
調査方法調査方法 郵送による調査票の配布、郵送またはWEBによる回収
調査対象調査対象 八幡市に住民登録している18歳以上の方（※１）

② 回収状況

名称名称 発送数発送数 未達数未達数 �有効発送数�有効発送数 有効回答数有効回答数 回収率回収率
今回調査 3,021 12 3,009 976 32.4％
前回調査（※2） 3,021 15 3,006 1,192 39.7％

（※１）�過去の回収状況を参考に、回収数が実際の人口分布に近くなるよう、性別・年齢階層・地区別に補正比率を設定して算出した男女別・
年齢別・地区別の抽出数に基づいて無作為抽出した。

（※2）平成28（2016）年実施「八幡市のまちづくりのための「市民アンケート調査」」
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　今後の居住意向については、その理由についても質問しています。八幡市に住み続けた
い理由（「ずっと住み続けたい」「どちらかといえば住み続けたい」と回答した人の理由）
の最上位は「近隣に商店や病院などが充実し、生活する上で便利だから」となっており、
次いで、「住宅の事情から」、「緑や公園が多く、まちの環境が良いから」となっています。
　一方で、市外に移りたい理由（「市外に移りたい」「どちらかといえば市外に移りたい」
と回答した方の理由）の最上位は「市外に通勤・通学や買い物等をする上で交通の便が良
くないから」となっており、次いで、「治安に不安があるから」、「近隣に商店や病院など
が少なく、生活する上で不便だから」となっています。

2  調査結果の概要

⑴　八幡市の住み良さについて
① 八幡市の住み良さ

住み良い住み良い どちらかといえばどちらかといえば
住み良い住み良い

どちらかといえばどちらかといえば
住みにくい住みにくい 住みにくい住みにくい どちらともいえないどちらともいえない  無回答 無回答

今回調査 18.6％ 55.1％ 8.9％ 2.0％ 14.9％ 0.4％
前回調査（※2） 18.5％ 49.5％ 9.6％ 3.1％ 17.3％ 2.1％

② 今後の居住意向
ずっとずっと

住み続けたい住み続けたい
どちらかといえばどちらかといえば
住み続けたい住み続けたい

どちらかといえばどちらかといえば
市外に移りたい市外に移りたい 市外に移りたい市外に移りたい 無回答無回答

今回調査 23.2％ 54.2％ 17.8％ 4.0％ 0.8％
前回調査（※2） 22.5％ 51.3％ 19.6％ 3.8％ 2.8％
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⑵　八幡市のこれからのまちづくりについて
① 「八幡市らしさ」をイメージするもの

第１位第１位 第２位第２位 第３位第３位
今回調査 石清水八幡宮（91.8％） 桜（背割堤等）（49.0％） 流れ橋（30.6％）
前回調査（※2） 石清水八幡宮（91.7％） 流れ橋（38.9％） 桜（背割堤等）（36.7％）

② 「わがまち・八幡」への愛着や誇り
大いに愛着や誇大いに愛着や誇
りを感じているりを感じている

愛着や誇りを愛着や誇りを
感じている感じている

あまり愛着や誇りをあまり愛着や誇りを
感じることはない感じることはない

愛着や誇りを感愛着や誇りを感
じたことはないじたことはない 無回答無回答

今回調査 3.6％ 49.4％ 37.0％ 8.5％ 1.5％
前回調査（※2） 3.9％ 46.0％ 39.3％ 8.8％ 2.0％

③ 八幡市での暮らしの満足度

とても満足とても満足 まあ満足まあ満足 あまり満足あまり満足
していないしていない

全く満足全く満足
していないしていない わからないわからない 無回答無回答

今回調査 5.4％ 71.7％ 16.1％ 1.8％ 4.1％ 0.8％
前回調査（※2） 4.6％ 68.0％ 18.7％ 1.4％ 6.5％ 0.8％

④ これからの八幡市に望むもの
第１位第１位 第２位第２位 第３位第３位

今回調査
みんながいつまでも元
気に暮らせる、人にや
さしい福祉・健康づく
りのまち（48.6％）

鉄道・バスなどの公共
交通機関や道路が充実
し、便利で快適なまち
（46.0％）

災害に強く、防犯や交
通安全対策等が充実し
た、安全で安心できる
まち（45.1％）

前回調査（※2）
みんながいつまでも元
気に暮らせる、人にや
さしい福祉・健康づく
りのまち（43.8％）

災害に強く、防犯や交
通安全対策等が充実し
た、安全で安心できる
まち（42.4％）

鉄道・バスなどの公共
交通機関や道路が充実
し、便利で快適なまち
（38.7％）
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⑶　第５次総合計画の「めざす姿」の達成状況
「そうなっている」「まあそうなっている」と回答した政策

第１位第１位 第２位第２位 第３位第３位
健康で幸せのまちづくり（51.1％）共に生きる社会（49.8％） 医療・介護の連携（46.8％）

⑷　八幡市役所の取組について
① 八幡市の行政の取組への満足度

満足満足 やや満足やや満足 やや不満やや不満 不満不満 無回答無回答
今回調査 7.1％ 67.1％ 17.2％ 4.1％ 4.5％
前回調査（※2） 6.5％ 64.9％ 14.8％ 5.3％ 8.4％

第１位第１位 第２位第２位 第３位第３位

活力の基盤整備（33.8％） 活力の担い手育成（29.9％） 持続可能な暮らしの基盤づくり
（27.4％）

「そうなっていない」と回答した政策

② アフターコロナにおける八幡市の取組に期待すること
第１位第１位 第２位第２位 第３位第３位

市内のお店を応援し、買い物を促
進するようなキャンペーンの実施
（41.2％）

コロナ禍で打撃を受けた市民・
事業者への支援（40.8％）

安心して外出・通院・通所がで
きるような、事業者への感染対
策支援（37.7％）

③ 新庁舎について期待すること
第１位第１位 第２位第２位 第３位第３位

質の高い市民サービスが提供され
る庁舎（64.8％）

災害発生時においても業務を安
定して続けることができる庁舎
（62.7％）

庁内の案内が充実した分かりや
すい庁舎（43.8％）
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Ⅲ．持続可能な開発目標（SDGs）について

　持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成27（2015）年９月の国連サミットにおいて、
全ての加盟国が合意した「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた、令
和12（2030）年を達成年限とする国際目標です。
　SDGsは、17の目標（ゴール）と169の指標（ターゲット）で構成されており、地球上
の誰一人として取り残さない社会の実現を基本理念として、国際社会全体が、経済・社会・
環境をめぐる広範な課題に、統合的に取り組むこととしています。
　これを受け、政府は平成28（2016）年５月にSDGs推進本部を設置、同年12月に
SDGs実施指針を策定しました。また、SDGs実施指針を基に、政府の具体的な取組を加
速させるため、全省庁による具体的な施策を盛り込んだ「SDGsアクションプラン」を毎
年策定し、目標の達成に向けた取組を進めています。

（資料）国際連合ホームページ

185



Ⅳ．用語集

【英数字】

2025年問題
2025年には団塊の世代すべてが75歳以上になるなど、超高齢社会の
到来に伴って生じると考えられている、社会保障の負担の増大をはじ
めとする様々な問題のこと。

BOD

Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）の略称で、
河川の汚染物質（有機物）が微生物によって酸化分解される際に消費
される酸素量を示す指標。値が大きいほど、その水中には汚染物質が
多く、水質の汚濁が進んでいることを意味する。

DX Digital Transformationの略で、情報技術が社会のあらゆる領域に浸
透することによってもたらされる変革のこと。

EC Electronic Commerceの略で、インターネットなどを介してモノや
サービスを売買するビジネスのこと。

GIGAスクール構想 児童・生徒1人につき1台の端末と高速ネットワーク環境を整備する
文部科学省の取り組み。

ICT Information and Communication Technology（情報通信技術）
の頭文字をとった略称。

LGBTs LGBTとは性的少数者の代表的なタイプの人たちのことで、sはLGBT
のカテゴリではない性的少数者の方を総称したもの。

【あ】

新しい生活様式 新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種の感染症の拡大防止の
ため、一人一人が日常生活で心がける新たな生活スタイルのこと。

有馬・高槻断層 北摂山地と大阪平野・六甲山地の境界部にほぼ東北東−西南西に延び
る活断層帯。

【い】
インクルーシブ教育 障がいのある子どもも含めたすべての子どもが共に学ぶ教育。

【う】

ウォーカブルシティ
歩行者を中心にデザインされたまちやその考え方のこと。自動車を利
用せず、徒歩や自転車、公共交通機関によって移動できる利便性や、
歩いていて楽しく、安全な歩行環境が整っていることが重視される。
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【お】

お茶の京都DMO

（ 一 社 ） 京 都 山 城 地 域 振 興 社 の 通 称（DMOはDestination 
Management  / Marketing Organizationの略）。お茶の京都地域
の京都府南部12市町村（宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津
川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南
山城村）と京都府の共同連携事業として、交流人口や観光消費額の拡
大、宇治茶をはじめ地域資源のブランド化を図り、地域振興を図るこ
とを目的に平成29年３月に設立された組織。

男山四十八坊

神仏分離令により明治初年にすべて失われるまで、石清水八幡宮のあ
る男山の東斜面を中心に数多くあった坊や護国寺などの仏堂、宝塔院
などの仏塔のこと。
平成22（2010）年に瀧本坊跡などの発掘調査が行われ、平成26

（2014）年に「石清水八幡宮境内」が国の史跡に指定された。

男山地域
まちづくり連携協定

京都府知事立会いのもと、平成25年10月25日に関西大学、独立行政
法人都市再生機構西日本支社、八幡市で締結した男山地域のまちづく
りに関する協定。子育て支援、地域包括ケアの確立、コミュニティ支
援・人材育成を大きな柱とし、連携した取組を進めている。

男山やってみよう会議

男山地域まちづくり連携協定に基づく主な取組の一つで、幅広い世代
の住民が集い、男山地域のまちづくりについて自分たちの手で何がで
きるかを話し合うことを目的に、平成27年３月に公募メンバー 36名
で発足。現在、複数のチームが結成され、様々な活動が行われている。

おひさまテラス 男山団地Ａ地区集会所において、子育てサークルを主催していた地域
住民が中心となり運営する地域子育て支援施設。（平成26年12月開設）

【か】

カーボンニュートラル 二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ
ること。

学校支援地域本部

市内４中学校区に設置され、地域住民がボランティアとして学校の教
育活動に参加することで、地域全体で学校教育を支援する体制づくり
を推進し、学校の教育活動の充実及び地域の教育力向上並びに地域の
子どもの安全確保を図るため活動する組織。

閑雲軒
江戸時代に小堀遠州と松花堂昭乗が石清水八幡宮の山内に造り、「空
中茶室」と呼ばれた懸け造りの茶室。松花堂昭乗ゆかりの坊の一つ、「瀧
本坊」跡で、平成22 年に遺構が発見された。

関係人口 移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、
地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと。

観光情報ハウス

京阪石清水八幡宮駅前にある観光案内施設。八幡市及び近隣市町村の
観光パンフレットを数多く取り揃えている。やわた観光ガイド協会の
ボランティアガイドが常駐し、観光ガイドの受付、観光情報の発信、
観光ルートや時間配分のアドバイスなどを行っている。
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【き】
キーステートメント ブランドの特徴を的確に表現し、短い言葉で言い表したもの。

義務的経費

その支出が義務付けられ任意に節減できない、きわめて硬直性の強い
経費をいう。特に人件費、扶助費、公債費の３つの費目が厳密な意味
での義務的経費とされる。当該３つの費目の占める比率が大きければ
大きいほど、経常的経費の増大傾向が強く、財政構造の悪化に伴い、
地方公共団体が財政の健全化を図る場合、大きな障害となってくると
いわれている。

共助 個人や家族では解決できない問題を地域の中でお互いに助け合うこ
と。

京都ジョブパーク

ハローワークと緊密に連携し、相談から就職、職場への定着まで、ワ
ンストップで支援する京都府の総合就業支援拠点。キャリアカウンセ
ラーのサポート、セミナーや企業説明会の開催、就職後の相談、定着
支援セミナー等を行っている。

京都府市町村企業
誘致推進連絡会議

府内の地域経済活性化と就業機会の拡大を図るため、新産業の育成や
集積促進等を含めた産業立地施策の一環として、企業誘致を推進する
意向のある府内19市町と京都府が連携し、効果的な企業誘致活動の
展開を図る組織。

居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持すること
により、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居
住を誘導すべき区域のこと。

緊急消防援助隊
阪神・淡路大震災での教訓を踏まえ、国内で発生した地震等の大規模
災害発生時における人命救助活動等を効果的かつ迅速に実施する体制
を国として確保するために創設されたもの。

【く】

クールチョイス運動
温室効果ガスの排出量削減のために、脱炭素社会づくりに貢献する「製
品への買換え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選択」など、日々
の生活の中で、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取組。

【け】

計画相談支援

障がい児・者の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサー
ビス利用が図られるよう、障がい福祉サービス等の利用計画に関する
相談や作成などについて支援が必要と認められる人に対し、相談支援
専門員によるきめ細かな支援を行うサービス。

経常収支比率

地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的
に収入される一般財源（経常一般財源）のうち、人件費、扶助費、公
債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当さ
れたものが占める割合。地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する
ための指標として用いられる。

刑法犯認知件数 主に「刑法」に規定される犯罪について、警察において発生を認知し
た事件の数。
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健幸アンバサダー 健康に関する総合的かつ正確な情報や情報の伝え方を学び、健康無関
心層を含む周囲の人たちへ「口コミ」で情報を伝える人。

権利擁護事業
認知症や障がいなどで判断能力が不十分なため、福祉サービスの利用
の援助や金銭管理など日常生活に困っている方に対して、安心して生
活できるよう支援する事業。

【こ】

高投資型農業経営 農業機械や施設への投資額を大きくし、農業経営の安定・発展を図る
手法。

交流人口
定住人口（居住者）とは異なり、通勤、通学、文化、スポーツ、買物、
観光等で他地域から訪れることによって、地域の活性化に結びつく人
口。

国宝 国が指定する有形文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもの
で、たぐいない国民の宝たるもの。

小堀遠州

江戸時代初期に活躍した大名、茶人、建築家、作庭家。書画、和歌に
もすぐれ、王朝文化の理念と茶道を結びつけ、「綺麗さび」と特徴づ
けられる遠州流茶道の祖とされている。松花堂昭乗とともに「閑雲軒」
を造ったと伝わる。

こんにちは赤ちゃん
訪問事業

産婦の健やかな生活及び乳児の健全な成長発達を援助するため、保健
師又は助産師が家庭を訪問し、育児等の保健指導を実施する事業。

コンパクトシティ・
プラス・ネットワーク

少子高齢化や人口減少に備え、地域の活力の維持や生活利便性の確保
のため、公共交通網の再構築や都市機能の集約を行い、コンパクトな
まちづくりを進めること。

【さ】

災害時要援護者
支援対策事業

高齢者や要介護者、障がい者など、防災上特に配慮が必要な人（要配
慮者）のうち、独居高齢者など避難時に特に支援を必要とする人（要
支援者）の把握を行い、支援者による支援体制の整備を行う取組。

再生可能エネルギー 太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として
永続的に利用することができると認められるもの。

サスティナブルツーリズム 観光地の本来の姿を持続的に保つことができるように、観光地の開発
やサービスのあり方を見定め旅行の設定を行うこと。

産業振興ゾーン

新名神高速道路開通のインパクトなどを活かし、業務用地の需要拡大
が見込まれる地域について、周辺の動向を踏まえ計画的かつ適正な土
地利用を検討し産業の振興を図るゾーン。なお、都市計画・農業振興
計画など各種土地利用の見直しに必要となる前提条件のもと検討を行
い、計画的な土地利用を進めることとしている。

暫定登録文化財
国・府指定文化財及び府登録文化財以外の文化財で、一定の価値を有
し、今後指定や登録の規準を満たす可能性があり、暫定的に登録する
もの。
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【し】

私債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、私法上の原因に基づいて発
生する債権。

自治連合会

自治組織団体相互の連携及び各団体の円滑な運営に資すること等を目
的として、複数の自治組織団体で構成される連合組織。市内全自治組
織団体で構成される「八幡市自治連合会」及び一部地区の自治組織団
体で構成される「地区連合会」がある。

指定文化財 文化財のうち国や府、市が重要なものとして指定するもの。

児童発達支援センター

地域の障がい児の通所施設であり、集団生活に適応できるよう、日常
生活における基本的動作の指導や知識・技術の習得などの支援及び家
族への相談対応を行うほか、障がい児を預かる施設への援助・助言な
ど地域支援の中核的な機能を担う。

市民協働活動センター

NPO団体などの市民による、自主的で非営利な社会貢献活動を支援
するための活動施設。団体同士の連携や市民協働に関する情報収集・
発信、協働のネットワークづくり、市民や団体が参加できる研修会、
講演会等の企画・運営を行っている。

生涯学習人材バンク
市民の学習ニーズに応えることを目的に、豊富な知識（技能）や経験
を生かして地域の役に立ちたいという人を講師として登録し、個人や
自主サークル等の依頼に応じ紹介を行う事業。

障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律

（障害者差別解消法）

全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互
に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がい
を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された法
律。（平成25年６月制定）

松花堂昭乗

江戸時代初期の石清水八幡宮の社僧であり、寛永年間を中心に活躍し
た当代随一の文化人。書においては、松花堂流または瀧本流という書
風を確立し、近衛信尹、本阿弥光悦と共に「寛永の三筆」と称せられ
た。

城南衛生管理組合
宇治市・城陽市・八幡市・久御山町・井手町・宇治田原町の３市３町
で構成する一部事務組合。ごみ処理やし尿処理など、広域行政による
効率的な事業を行う。

将来負担比率

地方公共団体が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する
比率のこと。借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担
等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い
を示す。

食生活改善推進員
市民の健康づくりを推進するため、講習会や巡回活動などを通じて、
食生活の改善を中心とした健康づくりに関する知識の普及などを行う
ボランティア。

人権擁護委員
国民の基本的人権が侵犯されることのないよう監視し、侵犯された場
合には、速やかに適切な救済措置をとることを使命として、法務大臣
より委嘱され、市町村に設置される民間ボランティア。
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新・放課後子ども
総合プラン

共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を
育成するため、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な
体験・活動を行うことができるよう、厚生労働省所管の「放課後児童
健全育成事業」と文部科学省所管の「放課後子供教室」を一体的ある
いは連携して実施するという総合的な放課後対策事業のこと。

【す】

水防事務組合

水による災害を警戒・防御し、被害を最小限に抑えるため、隣接する
自治体と共同して設立している事務組合であり、八幡市は澱川右岸水
防事務組合（京都市、八幡市、久御山町で構成）、淀川・木津川水防
事務組合（宇治市、京都市、城陽市、八幡市、久御山町で構成）に加
入している。

スマートウェルネス
シティ

「ウェルネス（＝健幸：個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全
で豊かな生活を営むことのできること）」をこれからのまちづくりの
政策の中核に位置づけ、住民が健康で幸せに暮らせる新しい都市モデ
ル。

スマート農業 ロボット、AI、IoTなど先端技術を活用する農業のこと。

【せ】

性自認 自分の性をどのように認識しているか、どのような性のアイデンティ
ティ（性同一性）を自分の感覚として持っているかを示す概念。

青少年育成補導委員会

青少年の育成を図ることを目的とし、学校や地域の枠を超えた文化・
スポーツ活動による子ども達の交流を図る組織。本会及び各地区別に
置かれた支部で組織され、綴喜地区青少年問題連絡協議会や市内関係
諸機関と連携し、子どもの安心・安全セミナー等への参画や啓発活動
など、子どもを取り巻く社会環境の整備にも取り組んでいる。

成年後見制度
認知症、知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分ではない
人について、本人の権利を守る援助者（「成年後見人」等）を選ぶこと
で、本人を法律的に支援する制度。

ゼロカーボンシティ 2050年に二酸化炭素（温室効果ガス）を実質ゼロにすることを目指
す旨を首長が公表した自治体。

【そ】

ゾーン30

生活道路や住宅地が集積している区域を「ゾーン」として設定し、ゾー
ン内の最高速度を「30km/h」に規制することで、歩行者や自転車利
用者の安全を優先するための交通事故防止対策。ゾーン内では、交通
規制のほか、路面標示や路側線、カラー舗装など交通安全に配慮した
整備が行われる。

【た】

第３セクター 市が資本金その他これらに準じるものを出資している団体及び市が人
的または財政的援助を行っている団体。
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多職種連携在宅療養支援
協議会

地域包括ケアシステムの推進に向け、多職種が連携して在宅生活を支
える体制を整備するために必要な方策等について検討を行う協議会。

談活 談話、談笑ができる座談会を開催する活動のこと。

男女共同参画社会基本法
男女がお互いの人権を尊重し、責任と利益を分かち合い、性別にかか
わりなく社会参画する基本理念を明らかにした法律。平成11（1999）
年６月施行。

だんだんテラス

「男山地域まちづくり連携協定」に基づく地域のコミュニティ拠点施
設として平成25年11月16日に開設。関西大学の学生等が常駐し、
365日オープンで運営を行っており、住民主体のまちづくりに関する
様々な取組が生まれている。

【ち】

地域共生社会 世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き
がい、地域をともに創っていく社会。

地域ケア会議 高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを
同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた会議。

地域循環共生圏
地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散
型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うこ
とにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

地域生活支援拠点
障がいのある人の高齢化、重度化や親亡き後を見据え、障がいのある
人等が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、様々な支援を提供でき
る中心的な支援拠点。

地域生活支援事業
障がい者及び障がい児が、自立した日常生活または社会生活を営むこ
とができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じて地方公共団体が
行う事業。

地域包括ケアシステム
高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住
み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けるための包括的な支援・サー
ビス提供体制。

地域包括ケア複合施設

地域包括ケアの推進を目的とし、介護保険サービスを一つの建物で複
合的に提供できる体制を整備している施設。本市では平成27年に男
山地域に設置されており、介護予防拠点となる「多目的ホール」、在
宅で24時間体制の医療・介護の支援を受けられる「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」、低所得者向けの居住施設である「あんしんサ
ポートハウス」、常時の介護が必要な方が対象の「地域密着型特別養
護老人ホーム」を併設している。

地域未来投資促進法 地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、これ
を最大化しようとする地方公共団体の取組を支援するための法律。

地域若者
サポートステーション

働くことに悩みを抱えている若者に対し、キャリアコンサルタント等
による専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップ
アップ、協力企業への就労体験等により、就労に向けた支援を行う厚
生労働省委託の支援機関。
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茶香服
５種類のお茶の味や香りなどから銘柄を当てるゲーム。南北朝時代に

「闘茶」と呼ばれ、文化人の遊びとして流行し、現在では服装や礼儀
作法に関係なく、誰もが参加可能である。

【つ】

通所型サービスB 高齢者が住み慣れた地域で健康に暮らせるよう、地域住民が主体と
なって行う体操や運動等の活動などの介護予防に資するサービス。

【て】

てん茶

抹茶の原料となる茶葉で、緑色が濃く、苦みや渋みがない優しい甘さ
の最高級の茶葉。八幡市の北東を流れる木津川の河川敷には、てん茶
を栽培する茶畑が広がっており、水辺の砂地で栽培されていることか
ら「浜茶」と呼ばれている。

【と】

登録文化財

指定文化財以外の文化財で、国がその文化財としての価値に鑑み保存
及び活用のための措置が特に必要、または府が府の歴史、文化又は自
然を理解し、その地域の特性を考えるために必要なものとして登録す
るもの。

特殊災害

化学物質が漏洩して起こる災害など、自然災害、人為災害に当てはま
らない災害のこと。核（Nuclear）、生物（Biological）、化学物質

（Chemical） の 頭 文 字 を と っ たNBC災 害、 放 射 性 物 質 
（Radiological）、爆発物 （Explosive）を加えたCBRNE災害とも呼ば
れる。

都市計画道路 都市計画区域内の主要道路として決定・建設される道路。

土地区画整理事業
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善、宅地として
の利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づいて行われる土地の
区画・形質の変更、公共施設の新設・変更等に関する事業。

特化係数
産業の業種構成などにおいて、その産業の当該地域における構成比を
全国における構成比で割って算出した値。この値が１を超えると、全
国に比べてその産業の集積が進んでいることを意味する。

【な】

南海トラフ地震 東海沖から四国沖にかけての領域を震源として、おおむね100 ～
150年間隔で発生している大きな地震のこと。

【に】

二宮忠八

ライト兄弟よりも先に飛行原理を発見し、飛行機の開発に尽力した航
空界の先駆的人物。日本人初のゴム動力によるカラス型飛行器を作成
し飛行に成功したり、人が乗れる玉虫型飛行器を考案するなど、飛行
機の実用化を試みていた。また、空の安全を願って自宅地内に、日本
で唯一の航空安全の神社である飛行神社を創設した。
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日本遺産

地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストー
リーを「日本遺産（JapanHeritage）」として文化庁が認定するもの。
ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化
財群を、地域が主体となって総合的に整備・活用し、国内だけでなく
海外へも戦略的に発信していくことにより、地域の活性化を図ること
を目的としている。

日本遺産「日本茶800年
の歴史散歩」

「約800年間にわたり最高級の多種多様なお茶を作り続け、日本の特
徴的文化である茶道など、我が国の喫茶文化の展開を生産、製茶面か
らリードし、発展をとげてきた歴史と、その発展段階毎の景観を残し
つつ今に伝える独特で美しい茶畑、茶問屋、茶まつりなどの代表例が
優良な状態で揃って残っている唯一の場所である。」という京都府南
部地域のストーリーが評価され、平成27年４月24日付けで文化庁か
ら認定。

認知症サポーター 認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支
援する応援者。

認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、農業の担い手として創意工夫を行
い農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者で市町村が認めた
者。

【の】

農地の多面的機能 水源の涵
かん

養
よう

、自然環境の保全、良好な景観の形成など、農作物の生産
以外に農地が持つ様々な機能のこと。

農福連携 障がい者等が農業分野での活躍を通じ、自信や生きがいを持って社会
参画を実現していく取組。

【は】

ハイリスクアプローチ 健康障害を引き起こすリスクのうち、特にリスクが高い患者に対して、
そのリスクを下げるように働きかけること。

【ひ】

非核平和都市宣言
暮らしの原点である自治体が率先して、核兵器の廃絶と軍備の縮小を
訴え、その輪を広く全国、ひいては全世界に広げていくために行った
宣言。八幡市は昭和57年９月28日制定。

人・農地プラン
農業者が話合いに基づき、地域農業における中心経営体、地域におけ
る農業の将来の在り方などを明確化するもので、市町村により公表さ
れる。

【ふ】

フレイル
加齢とともに運動機能や認知機能等が低下し、心身の脆弱化が出現し
た状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向
上が可能な状態。
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ファシリティマネジメント
市が保有する施設を経営資産と捉え、経営的視点から、総合的・長期
的観点に立ち、コストとメリットの最適化を図りながら、施設を戦略
的かつ適正に管理・活用していくという考え方。

ファミリーサポート
センター

「サポート会員（育児援助を行うことを希望する人）」により、「利用
会員（育児援助を受けることを希望する人）」への育児援助活動を行
う登録制会員組織。指月児童センター内に設置。

福祉避難所 災害時において、一般避難所での避難所生活が困難な高齢者や障がい
のある人など、何らかの特別な配慮を必要とする方が避難する施設。

【ほ】

放課後児童健全育成事業
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に
対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切
な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事業。

宝鶏市（ほうけいし） 中国陝西省の西部にあり、平成４年11月２日に友好都市提携を締結。

ほっとあんしんネット
（地域包括支援センター）

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、介護・
福祉・健康・医療などの専門職員を配置し、高齢者への総合的な支援
を行う機関であり、市内各中学校圏域に設置。

ポピュレーション
アプローチ

多くの人々が少しずつリスクを軽減することで、集団全体としては多
大な恩恵をもたらすことに着目し、集団全体をよい方向にシフトさせ
ること。

【ま】

マイクロツーリズム
新型コロナの流行をきっかけに感染防止の観点で広がった、自宅から
1 ～ 2時間程度の移動圏内の「地元」で観光する近距離旅行の形態の
こと。

マイラン村
米国オハイオ州にある発明王トーマス・アルバ・エジソンが生まれた
村。エジソンが白熱電球のフィラメントに八幡の竹を使って実用化に
成功したことを縁に、昭和61年８月12日に友好都市協定を締結。

【み】

みどりの約束

土地所有者等との間において、”みどり”の保全についての協定「みど
りの約束」を締結し、残されたみどりを保護・育成することで、生活
環境の向上を図る事業。

「ふるさとの森」としてみどりの保護を図るために重要と認められる
区域を指定するものと、「ふるさとの木」として健全かつ樹容が優れ
ている樹木を指定するものがある。
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【や】

山城北医療圏

八幡市のほか、宇治市、城陽市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治
田原町の４市３町で構成される二次医療圏。二次医療圏とは、一般的
な入院医療の整備が図られる地域単位のこと。高度・特殊・専門的な
入院医療の整備を図るべき単位として、三次医療圏があるが、京都府
は地理的条件、交通条件などから府全域を三次医療圏の単位としてい
る。

八幡市・エジソン生家博
物館 連携に関する宣言書

マイラン村との友好都市協定の締結から30年以上が経過したこと、
また、市制施行40周年を記念し、両まちの交流をますます発展させ
ることを目的に、平成29年10月31日にマイラン村にあるエジソン生
家博物館と締結した宣言書。

八幡市あんしんネット
ワーク

協力事業所による普段のさりげない見守りを行うとともに、認知症高
齢者等が行方不明になった際に事前登録制度を活用し、警察署や協力
機関が情報共有・相互協力を行うことで早期発見・保護につなげるシ
ステム。

やわた未来いきいき健幸
プロジェクト

専用の活動量計を用いたウォーキングや体組成計での測定、健康診断
の受診等、参加者が行う健康に資する活動等に応じてポイントが付与
される取組。

ヤングケアラー 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に
行っている子どものこと。

【ら】

ライフサイクルコスト
建設時の費用だけでなく、維持・修繕や改築（長寿命化対策）、最終
的な処分までに要するすべての費用総計のこと。なお、簡便的に処分
を見込まない場合もライフサイクルコストとする場合がある。

【り】

リカレント教育
学校を卒業して社会に出た後、仕事等に必要な知識や技能などを生涯
にわたって学び直す「教育」と仕事や余暇活動などの他の諸活動を交
互に行うこと。

【れ】

歴史街道計画
伊勢、飛鳥、奈良、京都、大阪、神戸を結ぶ軸をメインルートに日本
を代表する歴史文化を活用し「日本文化の発信」「歴史文化を活かし
た余暇づくり」「歴史文化を活かした地域づくり」をめざす計画。

【わ】

ワーク・ライフ・バランス
老若男女だれもが、仕事、家庭生活、地域生活、自己啓発など、様々
な活動について、自ら希望するバランスで取り組むことができる状態。
仕事と生活の好循環をもたらすものとして重要視されている。

ワーケーション ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた造語。リゾート
地などで休みを取りつつテレワークをする働き方のこと。
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Ⅴ．条例・要領

1  八幡市総合計画策定条例
　（目的）
第�１条　この条例は、市のまちづくりの指針となる総合計画の策定に関し、必要な事項を

定めることにより、市政の総合的かつ計画的な運営を図ることを目的とする。
　（定義）
第�２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。
（１）　総合計画　基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。
（�２）　基本構想　市の将来都市像及びその実現に向けた施策の基本的な方向性を示すも

のをいう。
（�３）　基本計画　基本構想を実現するため、施策を総合的かつ体系的に示す市政の基本

的な計画をいう。
（�４）　実施計画　基本計画を実現するための具体的な事業計画をいう。
　（議会の議決）
第�３条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第２項の規定に基づき、基本構想の

策定、変更又は廃止については、議会の議決すべき事件とする。
　（基本計画及び実施計画の策定）
第４条　市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。
　（公表）
第�５条　市長は、基本構想、基本計画又は実施計画（以下「基本構想等」という。）の策

定後、速やかにこれを公表するものとする。
２　前項の規定は、基本構想等の変更について準用する。
　（委任）
第６条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

２  八幡市総合計画検討懇談会設置要領
　（設置）
第�１条　八幡市総合計画（以下「計画」という。）の実施に当たり、効果的かつ効率的な

計画の推進を図るため、八幡市総合計画検討懇談会（以下「懇談会」という。）を設置
する。
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３  八幡市総合計画に関する要領
　（目的）
第�１条　この要領は、八幡市総合計画（以下「総合計画」という。）の策定及び実施に関

し必要な事項を定めることを目的とする。
　（総合計画策定委員会）
第�２条　総合計画に関する調査及び研究並びに総合計画策定のため、総合計画策定委員会
（以下「委員会」という。）を設置する。

２　委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
３　委員長は、総合計画担当副市長をもって充て、委員会の事務を総括する。
４�　副委員長は、総合計画担当部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故がある

とき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
５�　委員は、八幡市庁議等設置規程（平成５年八幡市規程第９号）第３条第１項に規定す

る職員（市長を除く。）とする。

　（所掌事項）
第�２条　懇談会は、計画の見直し、進捗状況の点検管理及びその推進に関する意見交換を

行い必要な助言等を行うものとする。
　（組織）
第３条　懇談会の委員は、１０人以内とする。
２　委員は、学識経験を有する者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
　（会長）
第４条　懇談会に会長を置く。
２　会長は、委員の互選によりこれを定める。
３　会長は、懇談会の会務を総理し、懇談会を代表する。
４　会長に事故のあるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
　（会議）
第５条　懇談会は、会長が招集する。
　（意見の聴取）
第�６条　会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を

聴くことができる。
　（庶務）
第７条　懇談会の庶務は、総合計画担当課において処理する。
　（その他）
第�８条　この要領に定めるもののほか、会議開催の手続その他懇談会の運営に関し必要な

事項は、会長が懇談会に諮って定める。
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６　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
　（所掌事務）
第３条　委員会は、次に定める事項を所掌する。
（１）総合計画に関する調査及び研究に関すること。
（２）総合計画の策定に係る必要な資料の収集及び整理に関すること。
（３）市長の指示に基づく総合計画原案の策定に関すること。
（４）前３号に掲げるもののほか、総合計画に関し特に必要な事項
　（幹事）
第�４条　市長は、委員会の職務を補助し、各課等の意見を総合計画に反映するため、市長

の事務部局、議会の事務部局、公営企業、消防本部及び教育委員会の事務部局の部次長
又は課長級相当の職にある者を幹事に任命することができる。

２　幹事は、幹事会を組織し、総合計画担当部長が招集する。
３　幹事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
　（意見の聴取等）
第�５条　委員長は、必要があると認めるときは、委員会の委員及び幹事以外の者を委員会

に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
　（総合計画の実施）
第�６条　部長及び課長（これらに準ずる者を含む。以下この条において同じ。）は、総合

計画の実施に際して、必要な外部機関及び団体等との連絡調整を行う等総合計画に定め
られた事務事業が円滑に行われるようにしなければならない。

２�　市長は、必要と認めるときは、部長及び課長に対し、総合計画に定められた事務事業
の進捗状況について報告させるものとする。

　（庶務）
第７条　委員会及び幹事会の庶務は、総合計画担当課が行う。
　（その他）
第８条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
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Ⅵ．関係者名簿

1  八幡市総合計画検討懇談会　委員名簿
　 【五十音順：敬称略】

氏　　名氏　　名 所属等所属等

会　　長 橋本　行史 関西大学政策創造学部　教授
（元 八幡市総合計画審議会　会長）

会長代理 辻󠄀　弥壽彦 八幡市商工会　会長
委　　員 明石　礼子 弁護士（兵庫県弁護士会災害復興等支援委員会　副委員長）

荒木　直人 八幡市自治連合会　幹事

大井　健一郎 株式会社近畿地域づくりセンター　取締役副社長
（元 やわたスマートウェルネスシティ推進協議会　委員）

河原﨑　友香理 市民公募
佐々木　真 独立行政法人 都市再生機構 西日本支社 戦略調整室　室長
髙橋　奈菜 八幡市ＰＴＡ連絡協議会　委員
田中　朋清 石清水八幡宮　権宮司
山本　由紀子 市民公募
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役　　職役　　職 氏　　名氏　　名 備　　考備　　考
副市長 西村　紀寛 委員長
教育長 小橋　秀生
理事 平田　俊也
理事 足立　善計 副委員長
理事 𠮷川　佳一
総務部長 道本　明典
総務部技監 武用　権太
市民生活部長 近藤　考賜
福祉事務所長 田中　孝治
建設産業部長 藤田　範士
建設産業部参与 橋口　孝幸
会計管理者 上村　文洋
消防長 小林　和高
上下水道部長 山田　俊士
こども未来部長 辻　和彦

氏　　名氏　　名
川中　尚
木下　章伸
久保　豪
栗田　浩司
小西　賢治
澤田　健二
疋田　英登
森谷　岳
山口　将司
吉岡　寿祥

2  総合計画策定委員会　委員名簿

3  総合計画策定幹事会　幹事名簿
　 【五十音順：敬称略】
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